
 

 

 

上越市地域防災計画  
（津波災害対策編） 

 

平成 31年 2月修正案 

 

 

新 旧 対 照 表 

 

 

資料 1-③ 



上越市地域防災計画 津波災害対策編 目次 

 

1 

修正前 修正後 修正理由 

第１部 総 則 

第 1節 計画作成の趣旨 ··················································  

第 2節 防災関係機関等の責務と処理すべき事務又は業務の大綱 ··············  

第 3節 上越市の特性 ····················································  

第 4節 津波被害の想定 ··················································  

 

 

 

第２部 津波災害対策 

第１章 災害予防計画 ············································  

第 1節 防災教育・訓練 ··················································  

第 2節 自主防災組織の育成 ··············································  

第 3節 防災まちづくり ··················································  

第 4節 集落孤立対策 ····················································  

第 5節 避難体制の整備 ··················································  

第 6節 要配慮者の安全確保 ··············································  

第 7節 火災の予防 ······················································  

第 8節 水防活動体制の整備 ··············································  

第 9節 救急・救助体制の整備 ············································  

第 10節 医療救護体制の整備 ··············································  

第 11節 食料・生活必需品等の確保 ········································  

第 12節 廃棄物処理体制の整備 ············································  

第 13節 治山・砂防・河川・海岸施設の地震・津波対策 ······················  

第 14節 農地・農業用施設の地震・津波対策 ································  

第 15節 道路・橋梁・トンネル等の地震・津波対策 ··························  

第 16節 港湾・漁港施設の地震・津波対策 ··································  

第 17節 建築物等の災害予防 ··············································  

第 18節 鉄道事業者の地震・津波対策 ······································  

第 19節 非常用通信網の整備と地震・津波対策 ······························  

第 20節 放送事業者の地震・津波対策 ······································  

第 21節 電気通信事業者の地震・津波対策 ··································  

第 22節 電力供給事業者の地震・津波対策 ··································  

第 23節 ガス事業者等の地震・津波対策 ····································  

第 24節 上水道事業者の地震・津波対策 ····································  

第 25節 下水道等施設の地震・津波対策 ····································  

第１部 総 則 

第 1節 計画作成の趣旨 ·················································  

第 2節 防災関係機関等の責務と処理すべき事務又は業務の大綱 ·············  

第 3節 上越市の特性 ···················································  

第 4節 津波防災地域づくりの推進に関する対応方針 ·······················  

第 5節 津波浸水想定 ···················································  

第 6節 地形特性に応じた対策の方向性 ···································  

 

第２部 津波災害対策 

第１章 災害予防計画 ···········································  

第 1節 防災教育・訓練 ·················································  

第 2節 自主防災組織の育成 ·············································  

第 3節 防災まちづくり ·················································  

第 4節 集落孤立対策 ···················································  

第 5節 避難体制の整備 ·················································  

第 6節 要配慮者の安全確保 ·············································  

第 7節 火災の予防 ·····················································  

第 8節 水防活動体制の整備 ·············································  

第 9節 救急・救助体制の整備 ···········································  

第 10節 医療救護体制の整備 ·············································  

第 11節 食料・生活必需品等の確保 ·······································  

第 12節 廃棄物処理体制の整備 ···········································  

第 13節 治山・砂防・河川・海岸施設の地震・津波対策 ·····················  

第 14節 農地・農業用施設の地震・津波対策 ·······························  

第 15節 道路・橋梁・トンネル等の地震・津波対策 ·························  

第 16節 港湾・漁港施設の地震・津波対策 ·································  

第 17節 建築物等の災害予防 ·············································  

第 18節 鉄道事業者の地震・津波対策 ·····································  

第 19節 非常用通信網の整備と地震・津波対策 ·····························  

第 20節 放送事業者の地震・津波対策 ·····································  

第 21節 電気通信事業者の地震・津波対策 ·································  

第 22節 電力供給事業者の地震・津波対策 ·································  

第 23節 ガス事業者等の地震・津波対策 ···································  

第 24節 上水道事業者の地震・津波対策 ···································  

第 25節 下水道等施設の地震・津波対策 ···································  

 

 

 

 

県計画を踏まえ 4

節を追加 

 



上越市地域防災計画 津波災害対策編 目次 

 

2 

修正前 修正後 修正理由 

第 26節 工業用水道事業者の地震・津波対策 ································  

第 27節 危険物等施設の地震・津波対策 ····································  

第 28節 学校の地震・津波対策 ············································  

第 29節 文化財等の地震・津波対策 ········································  

第 30節 ボランティア受入れ体制の整備 ····································  

第 31節 災害対策基金の積立及び管理 ······································  

第 32節 事業者等の事業継続 ··············································  

第 33節 行政機能の保全 ··················································  

第２章 災害応急対策計画 ········································  

第 1節 災害対策本部の組織・運営 ········································  

第 2節 防災関係機関の相互協力体制 ······································  

第 3節 災害時の通信確保 ················································  

第 4節 被災状況等の収集伝達 ············································  

第 5節 災害時の放送 ····················································  

第 6節 広報・広聴活動 ··················································  

第 7節 市民等の避難 ····················································  

第 8節 要配慮者の応急対策 ··············································  

第 9節 避難所の運営 ····················································  

第 10節 トイレ対策 ······················································  

第 11節 入浴対策 ························································  

第 12節 愛玩動物の保護対策 ··············································  

第 13節 食料・生活必需品等供給対策 ······································  

第 14節 避難所外避難者の支援対策 ········································  

第 15節 こころのケア対策 ················································  

第 16節 自衛隊への災害派遣要請 ··········································  

第 17節 緊急輸送対策 ····················································  

第 18節 警備・保安及び交通規制 ··········································  

第 19節 海上における応急対策 ············································  

第 20節 消火活動 ························································  

第 21節 水防活動 ························································  

第 22節 救急・救助活動 ··················································  

第 23節 医療救護活動 ····················································  

第 24節 遺体等の捜索・処理・埋葬 ········································  

第 25節 防疫及び保健衛生対策 ············································  

第 26節 廃棄物処理対策 ··················································  

第 26節 工業用水道事業者の地震・津波対策 ·······························  

第 27節 危険物等施設の地震・津波対策 ···································  

第 28節 学校の地震・津波対策 ···········································  

第 29節 文化財等の地震・津波対策 ·······································  

第 30節 ボランティア受入れ体制の整備 ···································  

第 31節 災害対策基金の積立及び管理 ·····································  

第 32節 事業者等の事業継続 ·············································  

第 33節 行政機能の保全 ·················································  

第２章 災害応急対策計画 ········································  

第 1節 災害対策本部の組織・運営 ·······································  

第 2節 防災関係機関の相互協力体制 ·····································  

第 3節 災害時の通信確保 ···············································  

第 4節 被災状況等の収集伝達 ···········································  

第 5節 災害時の放送 ···················································  

第 6節 広報・広聴活動 ·················································  

第 7節 市民等の避難 ···················································  

第 8節 要配慮者の応急対策 ·············································  

第 9節 避難所の運営 ···················································  

第 10節 トイレ対策 ·····················································  

第 11節 入浴対策 ·······················································  

第 12節 愛玩動物の保護対策 ·············································  

第 13節 食料・生活必需品等供給対策 ·····································  

第 14節 避難所外避難者の支援対策 ·······································  

第 15節 こころのケア対策 ···············································  

第 16節 自衛隊への災害派遣要請 ·········································  

第 17節 緊急輸送対策 ···················································  

第 18節 警備・保安及び交通規制 ·········································  

第 19節 海上における応急対策 ···········································  

第 20節 消火活動 ·······················································  

第 21節 水防活動 ·······················································  

第 22節 救急・救助活動 ·················································  

第 23節 医療救護活動 ···················································  

第 24節 遺体等の捜索・処理・埋葬 ·······································  

第 25節 防疫及び保健衛生対策 ···········································  

第 26節 廃棄物処理対策 ·················································  



上越市地域防災計画 津波災害対策編 目次 

 

3 

修正前 修正後 修正理由 

第 27節 学校における応急対策 ············································  

第 28節 園児・児童・生徒に対するこころのケア対策 ························  

第 29節 被災建築物応急危険度判定 ········································  

第 30節 被災宅地危険度判定 ··············································  

第 31節 被害家屋調査・罹災証明書の発行 ··································  

第 32節 公衆通信の確保（電話） ··········································  

第 33節 電力供給応急対策 ················································  

第 34節 ガスの安全、供給対策 ············································  

第 35節 給水・上水道施設の応急対策 ······································  

第 36節 下水道等施設の応急対策 ··········································  

第 37節 工業用水道施設の応急対策 ········································  

第 38節 危険物等施設の応急対策 ··········································  

第 39節 道路・橋梁・トンネル等の応急対策 ································  

第 40節 港湾・漁港施設の応急対策 ········································  

第 41節 鉄道事業者の応急対策 ············································  

第 42節 治山・砂防施設等の応急対策 ······································  

第 43節 河川・海岸施設の応急対策 ········································  

第 44節 農地・農業用施設の応急対策 ······································  

第 45節 農林水産業応急対策 ··············································  

第 46節 商工業応急対策 ··················································  

第 47節 文化財等応急対策 ················································  

第 48節 障害物処理対策 ··················································  

第 49節 ボランティア受入れ ··············································  

第 50節 義援金の受入れ・配分 ············································  

第 51節 義援物資対策 ····················································  

第 52節 住宅応急対策 ····················································  

第 53節 災害救助法による救助 ············································  

第３章 災害復旧・復興計画 ······································  

第 1節 民生安定化対策 ··················································  

第 2節 融資・貸付その他資金等による支援 ································  

第 3節 公共施設等災害復旧対策 ··········································  

第 4節 災害復興対策 ····················································  

第 27節 学校における応急対策 ···········································  

第 28節 園児・児童・生徒に対するこころのケア対策 ·······················  

第 29節 被災建築物応急危険度判定 ·······································  

第 30節 被災宅地危険度判定 ·············································  

第 31節 被害家屋調査・罹災証明書の発行 ·································  

第 32節 公衆通信の確保（電話） ·········································  

第 33節 電力供給応急対策 ···············································  

第 34節 ガスの安全、供給対策 ···········································  

第 35節 給水・上水道施設の応急対策 ·····································  

第 36節 下水道等施設の応急対策 ·········································  

第 37節 工業用水道施設の応急対策 ·······································  

第 38節 危険物等施設の応急対策 ·········································  

第 39節 道路・橋梁・トンネル等の応急対策 ·······························  

第 40節 港湾・漁港施設の応急対策 ·······································  

第 41節 鉄道事業者の応急対策 ···········································  

第 42節 治山・砂防施設等の応急対策 ·····································  

第 43節 河川・海岸施設の応急対策 ·······································  

第 44節 農地・農業用施設の応急対策 ·····································  

第 45節 農林水産業応急対策 ·············································  

第 46節 商工業応急対策 ·················································  

第 47節 文化財等応急対策 ···············································  

第 48節 障害物処理対策 ·················································  

第 49節 ボランティア受入れ ·············································  

第 50節 義援金の受入れ・配分 ···········································  

第 51節 義援物資対策 ···················································  

第 52節 住宅応急対策 ···················································  

第 53節 災害救助法による救助 ···········································  

第３章 災害復旧・復興計画 ······································  

第 1節 民生安定化対策 ·················································  

第 2節 融資・貸付その他資金等による支援 ·······························  

第 3節 公共施設等災害復旧対策 ·········································  

第 4節 災害復興対策 ···················································  
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修正前 修正後 修正理由 

第１部 総  則 

 第１節 （略）  

第１部 総  則 

 第１節 （略）  

 

 第２節 防災関係機関等の責務と処理すべき事務又は業務の大綱  

 

１ 防災関係機関及び市民の役割 

⑴ （略） 

⑵ 要配慮者への配慮と男女共同参画の視点に立った対策 

① 各業務の計画策定及び実施に当たっては、要配慮者の安全確保対策に十分配慮する。       

                                              

                                             

                                             

                                         本編

では、第 2部の第 1章第 6節、第 2章第 8節を中心として具体的な対応策を示す。 

② （略） 

⑶ 計画の実効性の確保 

防災関係機関は、本計画上の防災対策の実効性を担保するため、関係する施設・資機材の整備、物

資の備蓄、組織・体制の整備、関係機関との役割分担の確認等を平常時から行うとともに、研修や訓

練を通じて                                         

         計画内容の習熟を図る。 

⑷ （略） 

 

２ （略） 

 

３ 各機関の事務又は業務の大綱 

各機関の事務又は業務の大綱は、次に示すとおりである。 

機 関 名 処理すべき事務又は業務の大綱 

上 越 市  

１～４ （略） 

５ 災害広報並びに避難準備情報の発表       、避難の勧告及び指示に

関すること 

６～16 （略） 

 

【消防機関】 

 第２節 防災関係機関等の責務と処理すべき事務又は業務の大綱  

 

１ 防災関係機関及び市民の役割 

⑴ （略） 

⑵ 要配慮者への配慮と男女共同参画の視点に立った対策 

① 各業務の計画策定及び実施に当たっては、要配慮者の安全確保対策に十分配慮する。また、在日・

訪日外国人が増加していることから、被災地に生活基盤を持ち、避難生活や生活再建に関する情報

を必要とする在日外国人と、早期帰国等に向けた交通情報を必要とする訪日外国人は行動特性やニ

ーズなどが異なることを踏まえ、それぞれに応じた迅速かつ的確な情報伝達の環境整備や円滑な避

難誘導体制の構築に努めるなど、災害発生時に、要配慮者としての外国人にも十分配慮する。本編

では、第 2部の第 1章第 6節、第 2章第 8節を中心として具体的な対応策を示す。 

② （略） 

⑶ 計画の実効性の確保 

防災関係機関は、本計画上の防災対策の実効性を担保するため、関係する施設・資機材の整備、物

資の備蓄、組織・体制の整備、関係機関との役割分担の確認等を平常時から行うとともに、研修や訓

練を通じて非常時の意思疎通に齟齬を来さないよう「顔の見える関係」を構築し信頼感を醸成するよ

う努めるとともに、計画内容の習熟を図る。 

⑷ （略） 

 

２ （略） 

 

３ 各機関の事務又は業務の大綱 

各機関の事務又は業務の大綱は、次に示すとおりである。 

機 関 名 処理すべき事務又は業務の大綱 

上 越 市  

１～４ （略） 

５ 災害広報並びに避難準備・高齢者等避難開始の発令、避難の勧告及び指示に

関すること 

６～16 （略） 

 

【消防機関】 

 

 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（防災基本計

画の反映） 

 

 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（防災基本計

画の反映）・機関意

見を踏まえ修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（避難情報の

名称変更） 
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修正前 修正後 修正理由 

機 関 名 処理すべき事務又は業務の大綱 

上越地域消防事務組合 （略） 

 

【新潟県】 

機 関 名 処理すべき事務又は業務の大綱 

新 潟 県 

１～６ （略） 

７ 市の実施する避難準備情報発出        に係る情報提供・技術的

支援に関すること 

８～19 （略） 

新潟県警察本部 

上越警察署 

妙高警察署 

（略） 

地域災害拠点病院 

県立中央病院 

（略） 

 

【指定地方行政機関】 

機 関 名 処理すべき事務又は業務の大綱 

北陸農政局 

（新潟県拠点） 

（略） 

上越森林管理署 （略） 

第九管区海上保安本部 

（上越海上保安署） 

（略） 

東京管区気象台 

（新潟地方気象台） 

１ 気象、地象、水象の観測及びその成果の収集、発表に関すること 

２ 気象業務に必要な観測体制の充実を図るとともに、予報、通信等の施設及

び設備の整備に関すること 

３ 気象、地象（地震にあっては、発生した断層運動による地震動に限る）、水

象の予報及び特別警報・警報・注意報、並びに台風、大雨、竜巻等突風に関

する情報等の適時・的確な防災機関への伝達、これらの機関や報道機関を通

じた住民への周知に関すること 

４ 気象庁が発表する緊急地震速報（警報）について、緊急地震速報の利用の

心得などの周知・広報に関すること 

５ 市が行う避難勧告等の判断・伝達マニュアルやハザードマップ等の作成に

関した技術的な支援・協力に関すること 

６ 災害の発生が予想されるときや、災害発生時において、都道府県や市町村

機 関 名 処理すべき事務又は業務の大綱 

上越地域消防事務組合 （略） 

 

【新潟県】 

機 関 名 処理すべき事務又は業務の大綱 

新 潟 県 

１～６ （略） 

７ 市の実施する避難準備・高齢者等避難開始の発令に係る情報提供・技術的

支援に関すること 

８～19 （略） 

新潟県警察本部 

上越警察署 

妙高警察署 

（略） 

地域災害拠点病院 

県立中央病院 

（略） 

 

【指定地方行政機関】 

機 関 名 処理すべき事務又は業務の大綱 

北陸農政局 

（新潟県拠点） 

（略） 

上越森林管理署 （略） 

第九管区海上保安本部 

（上越海上保安署） 

（略） 

東京管区気象台 

（新潟地方気象台） 

１ 気象、地象、水象の観測及びその成果の収集、発表に関すること 

２ 気象、地象（地震にあっては、発生した断層運動による地震動に限る）、水

象の予報・警報等の防災情報の発表、伝達及び解説に関すること 

３ 気象業務に必要な観測、予報及び通信施設の整備に関すること       

                                    

                                    

               

４ 地方公共団体が行う防災対策に関する技術的な支援・助言に関すること 

                 

５ 防災気象情報の理解促進、防災知識の普及啓発に関すること        

                   

（削除） 

 

 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（避難情報の

名称変更） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（記載内容の

精査） 
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修正前 修正後 修正理由 

に対して気象状況の推移やその予想の解説等に関すること 

７ 市、その他の防災関係機関と連携した防災気象情報の理解促進、防災知識

の普及啓発活動に関すること 

上越労働基準監督署 （略） 

北陸地方整備局 （略） 

北陸地方整備局 

高田河川国道事務所 

（略） 

 

【陸上自衛隊】 

機 関 名 処理すべき事務又は業務の大綱 

陸上自衛隊高田駐屯地 （略） 

 

【指定公共機関】 

機 関 名 処理すべき事務又は業務の大綱 

東日本旅客鉄道株式会社 

西日本旅客鉄道株式会社 

日本貨物鉄道株式会社 

（略） 

東日本電信電話株式会社 

株式会社ＮＴＴドコモ 

KDDI株式会社 

（追加） 

（略） 

日本赤十字社 

新潟県支部 

（略） 

日本放送協会 （略） 

日本郵便株式会社 （略） 

東日本高速道路株式会社 

新潟支社 上越管理事務

所 

（略） 

東北電力株式会社 

上越営業所 

（略） 

日本通運株式会社 

 新潟支店 

（略） 

 

【指定地方公共機関】 

 

（削除） 

 

上越労働基準監督署 （略） 

北陸地方整備局 （略） 

北陸地方整備局 

高田河川国道事務所 

（略） 

 

【陸上自衛隊】 

機 関 名 処理すべき事務又は業務の大綱 

陸上自衛隊高田駐屯地 （略） 

 

【指定公共機関】 

機 関 名 処理すべき事務又は業務の大綱 

東日本旅客鉄道株式会社 

西日本旅客鉄道株式会社 

日本貨物鉄道株式会社 

（略） 

東日本電信電話株式会社 

株式会社ＮＴＴドコモ 

KDDI株式会社 

ソフトバンク株式会社 

（略） 

日本赤十字社 

新潟県支部 

（略） 

日本放送協会 （略） 

日本郵便株式会社 （略） 

東日本高速道路株式会社 

新潟支社 上越管理事務

所 

（略） 

東北電力株式会社 

上越営業所 

（略） 

日本通運株式会社 

 新潟支店 

（略） 

 

【指定地方公共機関】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（指定公共機

関の追加） 
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修正前 修正後 修正理由 

機 関 名 処理すべき事務又は業務の大綱 

土地改良区 （略） 

一般社団法人 

新潟県ＬＰガス協会 

上越支部 

（略） 

北越急行株式会社 

えちごトキめき鉄道株式会社 

（略） 

佐渡汽船株式会社 （略） 

新潟運輸株式会社 

上越支店 

中越運送株式会社 

上越支店 

上越運送株式会社 

頸城運送倉庫株式会社 

頸城自動車株式会社 

公益社団法人新潟県ﾄﾗｯｸ

協会上越支部 

（略） 

株式会社新潟放送 

株式会社新潟総合ﾃﾚﾋﾞ 

株式会社ﾃﾚﾋﾞ新潟放送網 

株式会社新潟ﾃﾚﾋﾞ 21 

株式会社ｴﾌｴﾑﾗｼﾞｵ新潟 

新潟県民ｴﾌｴﾑ放送株式会

社 

ｴﾌｴﾑ上越株式会社 

上越ｹｰﾌﾞﾙﾋﾞｼﾞｮﾝ株式会

社 

（略） 

株式会社新潟日報社 

上越支社 

（略） 

一般社団法人新潟県医師

会 

（追加） 

 

（追加） 

（略） 

機 関 名 処理すべき事務又は業務の大綱 

土地改良区 （略） 

一般社団法人 

新潟県ＬＰガス協会 

上越支部 

（略） 

北越急行株式会社 

えちごトキめき鉄道株式会社 

（略） 

佐渡汽船株式会社 （略） 

新潟運輸株式会社 

上越支店 

中越運送株式会社 

上越支店 

上越運送株式会社 

頸城運送倉庫株式会社 

頸城自動車株式会社 

公益社団法人新潟県ﾄﾗｯｸ

協会上越支部 

（略） 

株式会社新潟放送 

株式会社新潟総合ﾃﾚﾋﾞ 

株式会社ﾃﾚﾋﾞ新潟放送網 

株式会社新潟ﾃﾚﾋﾞ 21 

株式会社ｴﾌｴﾑﾗｼﾞｵ新潟 

新潟県民ｴﾌｴﾑ放送株式会

社 

ｴﾌｴﾑ上越株式会社 

上越ｹｰﾌﾞﾙﾋﾞｼﾞｮﾝ株式会

社 

（略） 

株式会社新潟日報社 

上越支社 

（略） 

一般社団法人新潟県医師

会 

一般社団法人新潟県歯科

医師会 

公益社団法人新潟県薬剤

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正 
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修正前 修正後 修正理由 

 

（追加） 

 

 

（追加） 

（追加） 

 

（追加） 

（追加） 

 

（追加） 

 

【その他の公共的団体・防災上重要な施設の管理者等】 

機 関 名 処理すべき事務又は業務の大綱 

えちご上越農業協同組合 

漁業協同組合等 

（略） 

一般社団法人上越医師会 

 

（略） 

公益社団法人 

新潟県柔道整復師会 

上越支部 

（略） 

病院、診療所 （略） 

上越商工会議所 

商工会 

（略） 

公庫・金融機関 （略） 

一般運輸事業者 （略） 

一般建設事業者 （略） 

危険物関係施設の管理者 （略） 

公益社団法人上越市有線

放送電話協会 
（略） 

株式会社上越タイムス （略） 

社会福祉法人上越社会福

祉協議会 

（略） 

上越市町内会長連絡協議

会（上越市防災委員会） 

（略） 

自主防災組織（町内会） （略） 

NPO 法人新潟県災害救援機 （略） 

師会 

一般社団法人新潟県商工

会議所連合会 

新潟県商工会連合会 

１ 災害時における物価安定についての協力、徹底に関すること 

２ 救助用物資、復旧資材の確保についての協力、あっせんに関すること 

公益社団法人新潟県看護

協会 

１ 災害支援ナースの派遣に関すること 

公益社団法人新潟県助産

師会 

１ 災害時における妊産婦、新生児等の保健指導に関すること 

 

【その他の公共的団体・防災上重要な施設の管理者等】 

機 関 名 処理すべき事務又は業務の大綱 

えちご上越農業協同組合 

漁業協同組合等 

（略） 

一般社団法人上越医師会 

 

（略） 

公益社団法人 

新潟県柔道整復師会 

上越支部 

（略） 

病院、診療所 （略） 

上越商工会議所 

商工会 

（略） 

公庫・金融機関 （略） 

一般運輸事業者 （略） 

一般建設事業者 （略） 

危険物関係施設の管理者 （略） 

公益社団法人上越市有線

放送電話協会 
（略） 

株式会社上越タイムス （略） 

社会福祉法人上越社会福

祉協議会 

（略） 

上越市町内会長連絡協議

会（上越市防災委員会） 

（略） 

自主防災組織（町内会） （略） 

NPO 法人新潟県災害救援機 （略） 

 

県計画を踏まえた

修正 

 

県計画を踏まえた

修正 

県計画を踏まえた

修正 
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修正前 修正後 修正理由 

構 

各種団体 

（追加） 

 

（追加） 

 

構 

各種団体 

新潟県災害福祉広域支援

ネットワーク協議会 

１ 災害福祉支援チームの派遣に関すること 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正 

 第３節 （略）   第３節 （略）  
 

（追加）  第４節 津波防災地域づくりの推進に関する対応方針  

 

１ 基本方針 

本節は、津波防災地域づくりに関する法律、津波防災地域づくりの推進に関する基本的な指針（以下、

「基本指針」という。）等を踏まえた対応方針について記載する。 

⑴ 津波災害対策の検討に当たり、科学的知見を踏まえ、あらゆる可能性を考慮した最大クラスの津波

を想定し、その想定結果に基づき対策を推進するものとする。 

⑵ 津波の想定に当たっては、地震調査研究推進本部が行っている地震活動の長期評価、地震動及び津

波の評価を踏まえ、古文書等の資料の分析、津波堆積物調査、海岸地形等の調査などの科学的知見に

基づく調査を通じて、できるだけ過去にさかのぼって津波の発生等をより正確に調査するものとす

る。 

⑶ 自然現象は大きな不確定要素を伴うことから、想定やシナリオには一定の限界があることに留意し

ながら、被害の全体像の明確化及び広域的な防災対策の立案の基礎とするため、具体的な被害を算定

する被害想定を行うものとする。 

⑷ 津波災害対策の検討に当たっては、以下の2つのレベルの津波を想定することを基本とする。 

ア 発生頻度は極めて低いものの、発生すれば甚大な被害をもたらす最大クラスの津波 

イ 最大クラスの津波に比べて発生頻度が高く、津波高は低いものの大きな被害をもたらす津波 

⑸ 最大クラスの津波に対しては、市民等の生命を守ることを最優先として、市民等の避難を軸に、そ

のための市民の防災意識の向上及び海岸保全施設等の整備、浸水を防止する機能を有する交通インフ

ラ等の活用、土地の嵩上げ、避難場所（津波避難ビル等を含む。）や避難路・避難階段等の整備・確

保等の警戒避難体制の整備、津波浸水想定を踏まえた土地利用・建築制限等ハード・ソフトの施策を

柔軟に組み合わせて総動員する「多重防御」による地域づくりを推進するとともに、臨海部の産業・

物流機能への被害軽減など、地域の状況に応じた総合的な対策を講じるものとする。 

⑹ 比較的発生頻度の高い一定程度の津波に対しては、人命保護に加え、市民財産の保護、地域の経済

活動の安定化、効率的な生産拠点の確保の観点から、海岸保全施設等の整備を進めるものとする。 

２ 基礎調査の実施 

県は、津波対策の基礎となる、津波防災地域づくりに関する法律に基づく津波浸水想定（以下、この

節において「津波浸水想定」という。）の設定等のため、海域・陸域の地形、土地利用の状況等の調査

県計画を踏まえ追

加 
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修正前 修正後 修正理由 

（以下、この節において「基礎調査」という。）を国や市と連携・協力して計画的に実施するものとす

る。なお、県は、基礎調査の実施にあたり、広域的な見地から必要なものとして国が実施する調査（航

空レーザ測量等）の成果をできる限り活用するものとする。 

３ 津波浸水想定の設定 

⑴ 県は、基本指針に基づき国が都道府県に示した断層モデル等を踏まえ津波浸水想定を設定し、公表

するものとする。 

⑵ 津波浸水想定は、基礎調査の結果を踏まえ、最大クラスの津波を想定して設定するものとする。ま

た、海岸保全施設等の整備を進めるための基準となる発生頻度の高い一定程度の津波についても、国

の動向を踏まえて浸水シミュレーションを検討する。 

⑶ 津波浸水想定の公表にあたっては、県の広報、印刷物の配布、インターネット等により十分な周知

が図られるよう努めるものとする。 

４ 津波災害警戒区域等の指定 

県は、津波浸水想定を踏まえ、警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域については、津波災害警戒

区域の指定について検討を行うとともに、津波による危険の著しい区域については、人的災害を防止す

るため、津波災害特別警戒区域や災害危険区域の指定について検討を行い、市及び県は必要な措置を講

ずるものとする。 

５ 津波防災地域づくりを総合的に推進するための計画の作成等 

⑴ 市は、基本指針に基づき、かつ、津波浸水想定を踏まえ、津波防災地域づくりを総合的に推進する

ための計画（以下この節において「推進計画」という。）を作成し、海岸保全施設等、海岸防災林や

避難施設の配置、土地利用や警戒避難体制の整備等についての総合ビジョンを示すことに努める。 

⑵ 市は、津波災害警戒区域の指定のあったときは、市地域防災計画において、当該区域ごとに、津波

に関する情報、予報及び警報伝達に関する事項、避難場所及び避難経路に関する事項、津波避難訓練

に関する事項、地下街等又は主として防災上の配慮を要する者が利用する社会福祉施設、学校、医療

施設の名称及び所在地等について定める。 

⑶ 市は、市地域防災計画において、津波災害警戒区域内の主として防災上の配慮を要する者が利用す

る社会福祉施設、学校、医療施設については、津波発生時に当該施設の利用者の円滑かつ迅速な避難

の確保が図られるよう、津波に関する情報、予報及び警報の伝達方法を定める。 

⑷ 市は、市地域防災計画に基づき、津波に関する情報の伝達方法、避難場所及び避難経路、円滑な警

戒避難を確保する上で必要な事項について住民に周知するため、これらの事項を記載した印刷物の配

布その他の必要な措置を講じるものとする。 

⑸ 市は、津波災害警戒区域内の避難促進施設に係る避難確保計画の作成又は避難訓練の実施に関し必

要な助言又は勧告等を行い、施設所有者又は管理者による取組の支援に努める。 

⑹ 市は、津波災害警戒区域内等において、津波浸水想定に定める水深に係る水位に建築物等への衝突

による津波の水位の上昇を考慮して必要と認められる値を加えて定める水位（基準水位）以上の場所

に避難場所が配置され安全な構造である民間等の建築物について、津波避難ビル等の避難場所として



上越市地域防災計画 津波災害対策編 第１部 総則 

 

11 

修正前 修正後 修正理由 

確保する場合には、管理協定の締結や指定をすることなどにより、いざという時に確実に避難できる

ような体制の構築に努める。 

⑺ 市及び県は、津波災害特別警戒区域や災害危険区域において、要配慮者が利用する施設等の建築物

の津波に対する安全性の確保を促進する。 

⑻ 市は、津波災害警戒区域内では、市地域防災計画に要配慮者が利用する施設の所在地を定めること

等から、当該情報も活用して救助・救急活動に努める。 

（追加）  第５節 津波浸水想定  

１ 新潟県独自の津波浸水想定 

新潟県では、東日本大震災を踏まえ、学識者、国、県、市町村等による津波対策検討委員会を平成

23年 5月に設置し、津波を発生させる地震の断層モデル（以下「断層モデル」という。）、津波の規模、

浸水範囲等について、技術的見地から検討を行い、津波浸水想定図の見直しを行った。 

⑴ 断層モデル（想定地震） 

想定地震として、震源域が海域にある地震だけでなく、震源域の一部が海域にかかる地震のほか、

複数の領域による連動発生地震についても検討を行い、次の 6地震を想定地震としている。 

① 佐渡北方沖地震（Aパターン）    Mw 7.80 

② 佐渡北方沖地震（Bパターン）   Mw 7.80 

③ 新潟県南西沖地震    Mw 7.75 

④ 新潟県北部沖地震（粟島付近の地震）  Mw 7.56 

⑤ 長岡平野西縁断層帯地震（弥彦－角田断層） Mw 7.63 

⑥ 高田平野西縁断層帯地震    Mw 7.10 

 

⑵ 断層モデル（参考地震） 

 

 

記載位置変更（第

4 節津波被害の想

定 4 想定地震・参

考地震から移動、

一部修正） 
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修正前 修正後 修正理由 

連動発生地震については、その発生に関して科学的根拠は乏しいものの、津波対策を検討する上で

看過できないことから、予測の不確実性を考慮し、連動地震そのものは参考扱いとするが、津波対策

を検討する上では 3連動地震も含めて検討を行った。 

⑦ 連動発生地震（同時）（秋田、山形、新潟県北部沖） Mw 8.09 

⑧ 連動発生地震（時間差）（秋田、山形、新潟県北部沖） 

 

 

 

⑶ 断層モデルの諸元 
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修正前 修正後 修正理由 

想定地震及び参考地震の諸元は、それぞれ次のとおりである。 

 

２ 津波防災地域づくりに関する法律に基づく津波浸水想定 

⑴ 津波浸水想定の経緯・位置づけについて 

平成23年3月11日に発生した東日本大震災などを踏まえ、平成23年12月に「津波防災地域づくりに

関する法律（以下、この節において「法」という。）が制定・施行された。 

国では、津波を発生させる津波の断層モデルを設定することとなり、これを踏まえて、県では津波

防災地域づくりを実施するための基礎となる、法に基づく津波浸水想定を設定することとなった。 

平成25年1月に国土交通省・内閣府・文部科学省において、日本海側最大クラスの津波断層モデル

を検討するため、学識者による「日本海における大規模地震に関する調査検討会」が設置され、平成

26年8月に、新たな知見による津波断層モデル（60断層）が公表された。 

県ではこれより以前に、津波対策を進めるため、学識者や関係行政機関による「新潟県津波対策検

討委員会」を立ち上げ、平成25年12月には県独自の最大クラスの津波浸水想定を公表していたところ

であるが、国が公表した新たな知見に基づく津波断層モデルを踏まえ、新たな津波浸水想定を作成し

た。 

 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（津波防災地

域づくり法に基づ

く新たな津波浸水

想定を追加） 

 

 

 

 

 

 

モーメント
マグニチュード

緯度 経度 深さ 走向 傾斜角 滑り角 長さ 幅
食い違い量
（すべり量）

ｄ θ δ λ L W U
（Mｗ) （°） （°） (km) （°） （°） （°） (km) (km) (cm)

① 7.80 38°20’ 138°31’ 2 16 30 90 140 34 384

② 7.80 37°58’ 138°15’ 2 16 30 90 140 34 384

③ 7.75 37°11’ 137°45’ 2 0 35 90 100 38 400

④ 7.56 38°44’ 139°25’ 0 189 56 90 80 30 330

⑤ 7.63 38°04’ 138°53’ 0 180 45 90 60 28 600

⑥ 7.10 37°17’ 138°13’30 0 178 45 90 30 18 300

⑦ 8.09
秋田県沖の地震、山形県沖の
地震、新潟県北部沖の地震の
地震モーメントの和として算定

⑧

秋田県沖の地震 7.43 39°43’ 138°55’ 2 22 45 90 70 24 296

山形県沖の地震
（南側断層）

38°30’ 138°54’ 0 40 60 119 70 40 795

山形県沖の地震
（北側断層）

38°59’ 139°25’ 0 11 60 90 50 40 795

新潟県北部沖の地震 7.48 38°33’ 139°23’ 0 189 56 90 60 30 330

その他備考

秋田県沖の地震、山形県沖の地震、新潟県北部沖の地震が同時に発生した場合
（個別の地震の諸元は、下記のとおり）

断層位置については、調査等
により位置が特定されているも
のではなく、津波夜影響を考慮
し、影響があると思われる位置
に想定するもの

南側断層と北側断層の地震
モーメントの和として算定

佐渡北方沖地震（Aパターン）

佐渡北方沖地震（Bパターン）

新潟県南西沖地震

粟島付近の地震

長岡平野西縁断層帯
（弥彦－角田断層）

秋田県沖の地震により発生した津波が、山形県沖の地震の波源域に達したときに山形県沖の地震が発生し、その津波が
新潟県北部沖の地震の波源域に達したときに新潟県北部沖の地震が発生した場合
（時間差をおいて、3地震が発生した場合）（個々の地震の諸元は、下記のとおり）

連動発生地震（Aパターン）

連動発生地震（Bパターン）

高田平野西縁断層帯

8.02
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修正前 修正後 修正理由 

 

（日本海における大規模地震に関する調査検討会報告書（平成 26年 8月）） 

⑵ 津波断層モデルについて 

今回の津波浸水想定では、国が公表した60断層モデルのうち新潟県に影響が大きい7断層及び、平

成25年12月に県が公表した津波浸水想定調査で採用した津波断層モデルのうち、陸域から海域に伸び

る2断層の計9断層を選定した。 

津波浸水想定図等では、9断層の中から、地域ごとに影響の大きい津波断層を選定し、津波断層モ

デルごとの計算結果を算出し、津波対策上、最大となるエリアや値を表示している。 

 

【津波浸水想定で選定した津波断層モデル】 

〇 国公表による津波断層モデル 

F30(秋田・山形沖)、F34(県北・山形沖)、F35(佐渡北)、F38(越佐海峡)、F39(佐渡西)、F41(上越・

糸魚川沖)、F42(佐渡西方・能登半島北東沖） 

〇 県が平成25年12月に公表した津波浸水想定調査で採用した津波断層モデルのうち、今回の津波浸

水想定でも採用した津波断層モデル 

長岡平野西縁断層帯（弥彦－角田断層）、高田平野西縁断層帯 

津波断層モデルの位置図 
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修正前 修正後 修正理由 

 

 

 

⑶ 市町村別最高津波水位、影響開始時間及び浸水面積 

市町村別の最高津波水位、影響開始時間及び浸水面積は以下のとおりである。 
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修正前 修正後 修正理由 

 最高津波水位 

（沿岸（全海岸線）） 

（※1） 

影響開始時間 

（※2） 

浸水面積 

（浸水深 1㎝以上） 

 津波水位 

（沿岸代表地点（194

地点）） 

（※3） 

糸魚川市 3.4～13.0ｍ 5 分以内 467ha  4.5～10.6ｍ 

上越市 4.8～12.5ｍ 5 分以内 1,013ha  5.5～10.9ｍ 

柏崎市 2.5～6.7ｍ 5～10 分 184ha  2.5～5.8ｍ 

出雲崎町 3.1～6.0ｍ 5～10 分 49ha  3.3～4.0ｍ 

長岡市 3.1～7.8ｍ 5 分以内 187ha  4.1～6.7ｍ 

新潟市 2.8～11.8ｍ 5 分以内 10,736ha  3.2～11.0ｍ 

阿賀野市 － － 35ha  － 

聖籠町 3.2～7.1ｍ 5～10 分 174ha  3.8～6.1ｍ 

新発田市 6.6～8.7ｍ 5～10 分 155ha  7.1～8.1ｍ 

胎内市 5.1～10.5ｍ 5～10 分 256ha  6.7～8.0ｍ 

村上市 4.6～14.0ｍ 5 分以内 1,108ha  3.3～10.3ｍ 

粟島浦村 4.4～15.0ｍ 5 分以内 109ha  6.3～9.2ｍ 

佐渡市 2.4～12.8ｍ 5 分以内 1,860ha  1.4～9.4ｍ 

計   16,334ha   

※1 最高津波水位（沿岸（全海岸線）） 

各市町村における、海岸線から沖合約 30m の各地点（全海岸線）の津波水位の最高値。 

津波水位は、東京湾平均海面（T.P.）（陸地の標高 0m の基準）からの海面の高さを表している。 

※2 影響開始時間 

沿岸 64の代表地点（標高 T.P.－5m 程度の地点）において初期水位から 20cm 上昇または低下したとき

の市町村別の最短時間。 

※3 最高津波水位（沿岸代表地点（194地点）） 

各市町村における、各代表地点（標高 T.P.－1m 程度の地点）における津波水位の最高値。 

 第４節 津波被害の想定         

 

１ 新潟県の地形 

新潟県は、本州の日本海沿岸のほぼ中央部に位置し、朝日山地、飯豊山地、越後山脈が東側に連なり、

西側には妙高山などの山々がそびえている。また、信濃川や阿賀野川など数多くの河川が日本海にそそ

ぎ、越後平野、高田平野など広大で肥沃な平坦地を形作り、面積は 12,583 ㎢で、全国 5 位の大きさ

である。 

 第６節 地形特性に応じた対策の方向性  

 

１ 新潟県の地形 

新潟県は、本州の日本海沿岸のほぼ中央部に位置し、朝日山地、飯豊山地、越後山脈が東側に連なり、

西側には妙高山などの山々がそびえている。また、信濃川や阿賀野川など数多くの河川が日本海にそそ

ぎ、越後平野、高田平野など広大で肥沃な平坦地を形作り、面積は 12,584.15㎢で、全国 5位の大きさ

である。 

県計画を踏まえ節

名を修正 

 

機関意見を踏まえ

た修正 

 

 

 



上越市地域防災計画 津波災害対策編 第１部 総則 

 

17 

修正前 修正後 修正理由 

また本州側の海岸線は 331  ㎞と非常に長く、変化に富んだ海岸美を形成しているほか、砂丘の発達

しているところも多くある。 

新潟市の北西約 45㎞には佐渡島が、その北東には粟島がある。佐渡島は歴史上のいわれも多く、周

囲 280.6㎞、面積 855   ㎢で、北に金北山を主峰とする大佐渡山地、南は小佐渡丘陵が平行して走り、

中央部に国中平野が広がっている。 

 

２ 新潟県の地形特性 

① 新潟県の海岸線の総延長は 634.9ｋｍであり、津波災害が発生した際には、大きな影響が出ると

考えられる。 

 

 
海岸線総延長 

（ｋｍ） 

構成比 

（％） 

新潟県 634.868 100.0 

村上市 58.944 9.3  

胎内市 13.870 2.2  

新発田市 3.044 0.5  

聖籠町 12.646 2.0  

新潟市 75.237 11.9  

長岡市 16.228 2.5  

出雲崎町 10.092 1.6  

柏崎市 40.793 6.4  

上越市 48.945 7.7  

糸魚川市 51.225 8.1  

佐渡市 280.735 44.2  

粟島浦村 23.109 3.6  

（「海岸統計」（平成 24年度版）より） 

 

②  岸部に砂丘列が形成され、天然の防波堤 の役目を果たしている。 

③ （略） 

④ 水資源が豊かであるため、大規模から中小規模河川まで数多くの河川があり、河川遡上による被

害の発生が想定される。 

⑤～⑥ （略） 

 

また本州側の海岸線は 330.9㎞と非常に長く、変化に富んだ海岸美を形成しているほか、砂丘の発達

しているところも多くある。 

新潟市の北西約 45㎞には佐渡島が、その北東には粟島がある。佐渡島は歴史上のいわれも多く、周

囲 280.6㎞、面積 855.66㎢で、北に金北山を主峰とする大佐渡山地、南は小佐渡丘陵が平行して走り、

中央部に国中平野が広がっている。 

 

２ 新潟県の地形特性 

① 新潟県の海岸線の総延長は 635.0ｋｍであり、津波災害が発生した際には、大きな影響が出ると

考えられる。 

 

 
海岸線総延長 

（ｋｍ） 

構成比 

（％） 

新潟県 634.960 100.0 

村上市 59.944 9.5 

胎内市 13.870 2.2  

新発田市 3.144 0.5  

聖籠町 12.646 2.0  

新潟市 75.162 11.8  

長岡市 16.228 2.6  

出雲崎町 10.092 1.6  

柏崎市 40.793 6.4  

上越市 47.555 7.5 

糸魚川市 51.554 8.1  

佐渡市 280.864 44.2  

粟島浦村 23.108 3.6  

（「海岸統計」（平成 28年度版）より） 

 

② 海岸部に砂丘列が形成され、天然の海岸堤防の役目を果たしている。 

③ （略） 

④ 水資源が豊かであるため、大規模から中小規模  まで数多くの河川があり、河川遡上による被

害の発生が想定される。 

⑤～⑥ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（津波防災地

域づくり法に基づ

く津波浸水想定設

定や津波対策検討

委員会の検討結果

等を踏まえ、記載

を追加・修正） 
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修正前 修正後 修正理由 

３ 地域の類型化 

県では、新潟県沿岸部を以下のように 3つの地域に区分している。            

 

① 海岸集落地域            

        

背後地に崖、斜面が迫っているなど、平地部が狭く、海岸沿いに集落が所在し、道路が整備さ

れている地域であって、             津波の直撃を受け、海岸道路が長距離に渡

って浸水するほか、道路が決壊した場合には集落の孤立が発生するおそれがある地域 

（追加） 

 

 

 

② 河川遡上地域         

大きな河川や湖沼に沿って       津波が遡上し、海岸から離れていても津波の破壊力や

浸水の影響が及ぶ可能性があり、内陸部での浸水や家屋の破壊が及ぶ地域 

③ 低平地浸水地域         

（略） 

（追加） 

 

 

 

３ 地域の類型化 

県では、地域特性に応じた対策を検討するため、県内を以下の 4つの地域に区分している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 海沿い・川沿い地域（緊急避難地域） 

ア 海沿い地域 

背後地に崖、斜面が迫っているなど、平野部が狭く、海岸沿いに集落が所在し、道路が整備さ

れている地域であって、地震発生から短時間のうちに津波の直撃を受け、海岸道路が長距離に渡

って浸水するほか、道路が決壊した場合には集落の孤立が発生するおそれがある地域 

イ 川沿い地域 

地震の揺れによって、堤防等が沈下し、津波の到達前でも浸水が発生するおそれがあり、続い

て、河川を遡上してきた津波の影響により堤防が破壊され、被害がさらに拡大するおそれがある

地域 

② 河川遡上地域（早期避難地域） 

大きな河川や湖沼をはじめ、中小河川にも津波が遡上し、海岸から離れていても津波の破壊力や

浸水の影響が及ぶ可能性があり、内陸部での浸水や家屋の破壊が及ぶ地域 

③ 低平地浸水地域（長期湛水地域） 

（略） 

④ 津波避難者受け入れ地域 

津波による浸水の影響がないことが想定される地域 

（現在の知見では想定することが困難な地震発生により、浸水の危険が全くないわけではない。） 

【地震類型と浸水開始時間の目安】 

 

 

県計画を踏まえた

修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

海岸集落地域 

 

河川遡上地域 

 

低平地浸水地域 
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修正前 修正後 修正理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域類型と浸水開始時間は完全に一致しないが、概ねの目安は以下のとおりである。 

地域類型 浸水開始時間の目安 

海沿い・川沿い地域（緊急避難時地域） 浸水開始時間 30分未満 

河川遡上地域（早期避難地域） 浸水開始時間 30分以上 120分未満 

低平地浸水地域（長期湛水地域） 浸水開始時間 120 分以上 

津波避難者受け入れ地域 浸水なし 

 

 

４ 上越市において想定される事態 

上越市の地域特性は、前述した 4地域に類型化され、津波災害において以下の事態が想定されている。 

⑴ 海沿い・川沿い地域（緊急避難地域） 

① 被害 

ア 海沿い地域では、集落等が海岸沿いに集中し、地震発生後すぐに津波が到達し、大きな被害を

受ける。 

イ 川沿い地域では、地震の揺れによって堤防等が沈下し、津波の到達前でも浸水が発生し、続い

て、河川を遡上してきた津波の影響により堤防が破壊され、被害がさらに拡大する。 

ウ 地震・津波等の被災による道路の損壊が発生する。 

エ 避難場所等の孤立が予想される。 

② 避難情報の伝達 

防災行政無線（戸別受信機を含む）の機能喪失によって、津波警報等の伝達が遅れる。 

③ 避難行動 

ア 津波等の直撃を受けることが想定され、一刻も早く高台等への避難が必要となるが、避難の遅

れが想定される。 

イ 走行中の自動車内においては情報の伝達が困難であり逃げ遅れが発生する危険性がある。 

ウ 海水浴客、釣り客などの地域になじみのない観光客の滞在が予想され、津波災害への知識不足

から避難の遅れが想定される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載位置変更（第

4 節津波被害の想

定 6 上越市におい

て想定される事態

から移動） 
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修正前 修正後 修正理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 想定地震・参考地震 

新潟県では、東日本大震災を踏まえ、想定地震として、震源域が海域にある地震だけでなく、震源域

の一部が海域にかかる地震のほか、複数の領域による連動発生地震についても検討を行い、次の 6地震

⑵ 河川遡上地域（早期避難地域） 

① 被害 

ア 堤防道路や橋梁は、被害の発生が予想されるので避難路としては使えない。 

イ 河川に近い地域については甚大な被害が予想される。 

ウ 河川管理施設が被災する。 

② 避難情報の伝達 

市街地から離れた河川の上流部においては、避難情報の伝達が遅れる可能性が高い。 

③ 避難行動 

津波警報等や避難情報を受け取っても、避難行動に結びつかない場合が想定される。 

⑶ 低平地浸水地域（長期湛水地域） 

① 被害 

ア 海岸部では、津波の直撃を受ける一方で、内陸部の低平地や地盤が沈降した地域では浸水した

水の排水対策を行わなければ、長期間湛水が継続する。 

イ 地震動等により堤防が沈下・破壊した場合、一定の時間が経過後、一挙に浸水深が増すことが

考えられ、浸水の危険に対する認知度が低いと思わぬ被害を引き起こすおそれがある。 

ウ 浸水範囲が内陸奥部も含め広範囲になり、有効な排水対策が行われない場合は、湛水状態が長

期になることが想定され、避難生活が長引く。 

エ 避難が遅れると、広範囲に浸水するため避難が困難となり、多くの箇所が孤立する。 

オ 物資の配給や救助に陸路だけでない手段の検討が必要となる。 

カ 湛水しているために、復旧に遅れが生じ、停電期間や情報機器の使用不能期間が長くなること

が予想される。 

キ 防災拠点（行政機関、消防・警察、医療・保健・福祉施設等）や生活拠点（物流拠点、流通拠

点）が被災する。 

ク 浸水の広がりによっては、避難者数が膨大になる。 

② 避難情報の伝達 

津波により浸水するおそれがあるという情報の伝達が遅れる可能性がある。 

③ 避難行動 

津波警報等や避難情報を受け取っても、避難行動に結びつかない場合が想定される。 

⑷ 津波避難者受け入れ地域 

① 想定される事態 

ア 津波浸水はなくても、揺れによる被害が発生する。 

イ 津波浸水区域からの多数の者が避難してくる。 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載位置変更（第

5 節津波浸水想定

1 新潟県独自の津
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修正前 修正後 修正理由 

を想定地震としている。 

① 佐渡北方沖地震（Aパターン）   Mw 7.80 

② 佐渡北方沖地震（Bパターン）   Mw 7.80 

③ 新潟県南西沖地震    Mw 7.75 

④ 新潟県北部沖地震（粟島付近の地震）  Mw 7.56 

⑤ 長岡平野西縁断層帯地震（弥彦－角田断層） Mw 7.63 

⑥ 高田平野西縁断層帯地震    Mw 7.10 

 

また、連動発生地震については、その発生に関して科学的根拠は乏しいものの、津波対策を検討する

上で看過できないことから、予測の不確実性を考慮し、連動地震そのものは参考扱いとするが、津波対

策を検討する上では 3連動地震も含めて検討を行った。 

 

⑦ 連動発生地震（同時）（秋田、山形、新潟県北部沖） Mw 8.09 

⑧ 連動発生地震（時間差）（秋田、山形、新潟県北部沖） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

波浸水想定へ移

動） 
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修正前 修正後 修正理由 

なお、想定地震及び参考地震の諸元は、それぞれ次のとおりである。 

 

５ 津波浸水想定 

平成 24・25年度に想定地震・参考地震の津波浸水シミュレーションを実施した。津波浸水想定の考

え方は、次のとおりである。 

⑴ 堤防の取扱い 

東日本大震災では、津波、地盤沈下や液状化により海岸堤防、河川堤防が破壊されるなど機能しな

かったことから、今回の想定においては、海岸堤防等が機能しない場合を想定した。 

⑵ 浸水区域、到達時間について 

ア 浸水区域 

浸水はメッシュごとに判定しており、水位が 20cmに達したメッシュについて浸水していると判

断している。なお、解析メッシュは、10mメッシュである。 

イ 到達時間 

地震発生後、初期水位から最初に水位が 20cm上昇した時間を到達時間としている。 

⑶ 地盤変動量 

地盤変動により発生する津波が小さくならず、また、浸水深が小さくならないよう、海域について

は地盤の隆起・沈降を考慮し、陸域については地盤の沈降のみを考慮した。 

⑷ 河川遡上 

次に掲げる河川について、津波の河川遡上による浸水想定を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

モーメント
マグニチュード

緯度 経度 深さ 走向 傾斜角 滑り角 長さ 幅
食い違い量
（すべり量）

ｄ θ δ λ L W U
（Mｗ) （°） （°） (km) （°） （°） （°） (km) (km) (cm)

① 7.80 38°20’ 138°31’ 2 16 30 90 140 34 384

② 7.80 37°58’ 138°15’ 2 16 30 90 140 34 384

③ 7.75 37°11’ 137°45’ 2 0 35 90 100 38 400

④ 7.56 38°44’ 139°25’ 0 189 56 90 80 30 330

⑤ 7.63 38°04’ 138°53’ 0 180 45 90 60 28 600

⑥ 7.10 37°17’ 138°13’30 0 178 45 90 30 18 300

⑦ 8.09
秋田県沖の地震、山形県沖の
地震、新潟県北部沖の地震の
地震モーメントの和として算定

⑧

秋田県沖の地震 7.43 39°43’ 138°55’ 2 22 45 90 70 24 296

山形県沖の地震
（南側断層）

38°30’ 138°54’ 0 40 60 119 70 40 795

山形県沖の地震
（北側断層）

38°59’ 139°25’ 0 11 60 90 50 40 795

新潟県北部沖の地震 7.48 38°33’ 139°23’ 0 189 56 90 60 30 330

その他備考

秋田県沖の地震、山形県沖の地震、新潟県北部沖の地震が同時に発生した場合
（個別の地震の諸元は、下記のとおり）

断層位置については、調査等
により位置が特定されているも
のではなく、津波夜影響を考慮
し、影響があると思われる位置
に想定するもの

南側断層と北側断層の地震
モーメントの和として算定

佐渡北方沖地震（Aパターン）

佐渡北方沖地震（Bパターン）

新潟県南西沖地震

粟島付近の地震

長岡平野西縁断層帯
（弥彦－角田断層）

秋田県沖の地震により発生した津波が、山形県沖の地震の波源域に達したときに山形県沖の地震が発生し、その津波が
新潟県北部沖の地震の波源域に達したときに新潟県北部沖の地震が発生した場合
（時間差をおいて、3地震が発生した場合）（個々の地震の諸元は、下記のとおり）

連動発生地震（Aパターン）

連動発生地震（Bパターン）

高田平野西縁断層帯

8.02
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修正前 修正後 修正理由 

一級水系 荒川、阿賀野川、信濃川（関屋分水路及び大高津分水路を含む。）、関川（保倉川及び戸

野目川を含む）、姫川二級水系 大川、三面川、胎内川、落堀川（見透川及び舟戸川を含む）、加治川、

新川（広通川を含む）、鯖石川（別山川を含む）、鵜川、国府川 

 

新潟県沿岸における最高水位分布 

（連動型地震を含む 8波源：津波高出力水深 T.P-5.0ｍ） 

 

 

 

なお、沿岸市町村別の最大津波高及び第一波到達時間（想定地震）は、次のとおり。 

 
最大津波高 第一波到達時間 

地震 津波高 地震 到達時間 
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佐渡北方沖地震A 佐渡北方沖地震B

新潟南西沖地震 粟島付近の地震

長岡平野西縁断層帯 高田平野西縁断層帯

3連動同時発生 3連動時間差発生
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修正前 修正後 修正理由 

村上市 粟島付近の地震 3.6～5.4m 粟島付近の地震 5分以内 

胎内市 佐渡北方沖地震（Ａ） 2.5～4.3m 粟島付近の地震 5分以内 

新発田市 佐渡北方沖地震（Ｂ） 2.9～3.1m 粟島付近の地震 5分以内 

聖籠町 佐渡北方沖地震（Ａ） 2.0～3.5m 粟島付近の地震 5分以内 

新潟市 
長岡平野西縁断層地
震 
（弥彦―角田断層） 

1.5～7.3m 
粟島付近の地震 
長岡平野西縁断層地震 
（弥彦―角田断層） 

5分以内 

長岡市 新潟県南西沖地震 3.0～4.0m 
長岡平野西縁断層地震 
（弥彦―角田断層） 

5分以内 

出雲崎町 新潟県南西沖地震 2.4～4.2m 
長岡平野西縁断層地震 
（弥彦―角田断層） 

5分以内 

柏崎市 新潟県南西沖地震 3.3～4.9m 
長岡平野西縁断層地震 
（弥彦―角田断層） 

5分以内 

上越市 新潟県南西沖地震 2.4～5.2m 
新潟県南西沖地震 
高田平野西縁断層地震 

5分以内 

糸魚川市 新潟県南西沖地震 1.9～3.8m 新潟県南西沖地震 5分以内 

佐渡市 
（北部） 

粟島付近の地震 0.7～4.6m 

佐渡北方沖地震（Ａ） 
佐渡北方沖地震（Ｂ） 
長岡平野西縁断層地震 
（弥彦―角田断層） 

5分以内 

佐渡市 
（南東部） 

新潟県南西沖地震 1.4～7.3m 
佐渡北方沖地震（Ｂ） 
長岡平野西縁断層地震 
（弥彦―角田断層） 

5分以内 

佐渡市 
（南西部） 

新潟県南西沖地震 1.9～3.9m 新潟県南西沖地震 5分以内 

粟島浦村 佐渡北方沖地震（Ｂ） 1.8～3.3m 粟島付近の地震 5分以内 

 

＊最大津波高の地震は、沿岸で最も高い津波高となる地震を指す。 

＊第一波到達時間は、市町村ごとに、沿岸のすべての地域の到達時間ではなく、最も早く到達

する地域での到達時間をいう。 

 

６ 上越市において想定される事態 

上越市の地域特性は、前述した 3地域の類型化のうち、海岸集落地域と低平地浸水地域に分類されて

おり、津波災害において以下の事態が想定されている。 

⑴ 海岸集落地域において想定される事態 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載位置変更（第

6 節地域特性に応

じた対策の方向性

4 上越市において
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修正前 修正後 修正理由 

① 被害 

ア 集落等が海岸沿いに集中し、地震発生後すぐに津波が到達する。 

イ 地震・津波等の被災による道路の損壊が発生する。 

ウ 避難場所等が孤立することが予想される。 

② 避難行動 

ア 津波 の直撃を受けることが想定され、一刻も早く高台等への避難が求められる。 

イ 走行中の自動車内においては情報の伝達が困難であり逃げ遅れが発生する危険性がある。 

ウ 海水浴客などの地域になじみのない観光客の滞在が予想され、津波災害への知識不足から避難

の遅れが想定される。 

③ 避難情報の伝達 

防災行政無線の機能喪失によって、津波警報等の伝達が遅れる。 

⑵ 低平地浸水地域において想定される事態 

① 被害 

ア 海岸部では、津波の直撃を受ける一方で、内陸部の低平地や地盤が沈降した地域では浸水した

水がなかなか抜けず、長期間湛水が継続する。 

イ 一定の時間が経過してから後、一挙に浸水深が増すことが考えられ、浸水の危険に対する認知

度が低いと思わぬ被害を引き起こす恐れがある。 

ウ 浸水範囲が広範囲に、また湛水状態が長期になることが想定され、長引く避難生活への対応が

求められる。 

エ 避難が遅れると、広範囲に浸水するため避難が困難となり、多くの箇所が孤立する。 

オ 物資の配給や救助に陸路だけでない手段の検討が必要となる。 

カ 湛水しているために、復旧に遅れが生じ、情報機器の不能、停電期間が長くなることが予想さ

れる。 

キ 防災拠点（行政機関、消防・警察、医療・保健・福祉施設等）や生活拠点（物流拠点、流通機

転）が被災する。 

ク 避難者数が膨大になる。 

② 避難情報の伝達 

津波警報や避難情報を受け取っても、避難行動に結びつかない場合が想定される。 

想定される事態へ

移動） 
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修正前 修正後 修正理由 

第２部 津波災害対策 

第１章 災害予防計画 

 第１節 防災教育・訓練  

 

１ 計画の方針 

⑴ 基本方針 

（略） 

① （略） 

② 市職員並びに町内会、自主防災組織及び事業者等の組織において、防災に関する専門的知識・ノ

ウハウを備えた人材の計画的     な育成を図る。 

③～④ （略） 

⑵～⑷ （略） 

 

２ （略） 

 

３ それぞれの役割 

⑴ 防災教育 

① （略） 

② 市の役割 

（略） 

ア～イ （略） 

ウ 避難に関する情報の内容及び重要性、ハザードマップ等による地域の危険情報の周知 

津波ハザードマップを公開するとともに、地域における津波災害の危険性の周知や避難時の留

意点の確認と警報等発表時や避難指示    の発表時にとるべき行動、避難場所での行動など

に関する普及啓発に努める。 

エ～ケ （略） 

③ 県の役割 

ア～オ （略） 

カ 市に対する防災に関する基礎情報の提供 

(ｱ) 市が実施する防災教育に関し              必要な情報の提供を行う。 

第２部 津波災害対策 

第１章 災害予防計画 

 第１節 防災教育・訓練  

 

１ 計画の方針 

⑴ 基本方針 

（略） 

① （略） 

② 市職員並びに町内会、自主防災組織及び事業者等の組織において、防災に関する専門的知識・ノ

ウハウを備えた人材の計画的かつ継続的な育成を図る。 

③～④ （略） 

⑵～⑷ （略） 

 

２ （略） 

 

３ それぞれの役割 

⑴ 防災教育 

① （略） 

② 市の役割 

（略） 

ア～イ （略） 

ウ 避難に関する情報の内容及び重要性、ハザードマップ等による地域の危険情報の周知 

津波ハザードマップを公開するとともに、地域における津波災害の危険性の周知や避難時の留

意点の確認と警報等発表時や避難指示（緊急）の発表時にとるべき行動、避難場所での行動など

に関する普及啓発に努める。 

エ～ケ （略） 

③ 県の役割 

ア～オ （略） 

カ 市に対する防災に関する基礎情報の提供 

(ｱ) 市が実施する防災教育に関し、国及び関係機関の協力を得て必要な情報の提供を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（文言整理） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（避難情報の

名称変更） 

 

 

 

 

 

県計画を踏まえた

担当：危機管理課、市民安全課、人事課、共生まちづくり課、福祉課、高齢者支援課、保

育課、こども課、産業振興課、学校教育課、社会教育課、施設を管理する課 

担当：危機管理課、市民安全課、人事課、共生まちづくり課、福祉課、高齢者支援課、保

育課、こども課、産業振興課、学校教育課、社会教育課、施設を管理する課 
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修正前 修正後 修正理由 

(ｲ) 公共土木施設に係るデータの提供、土木関連防災用語の解説、ハザードマップの基礎とな

る防災情報 の提供、その他市の要請に応じ可能な範囲での情報の提供を行う。 

(ｳ)～(ｵ) （略） 

キ～ク （略） 

ケ 県民に対する防災知識の普及 

（略） 

(ｱ)～(ｵ)  

(ｶ) 津波警報等の発表時や避難指示    等発表時にとるべき行動 

(ｷ)～(ｻ)  （略） 

④～⑤ （略） 

⑵ 防災訓練 

（略） 

①～② （略） 

③ 県の役割 

県は、防災活動を的確に実施するため、各防災関係機関及び自主防犯・  防災組織、地域団体、

市民との協力体制の確立等に重点をおき、市民の避難行動等、災害発生時に市民がとるべき措置に

ついて配慮した実践的な防災訓練を実施するとともに、市民等による、自らの安全を確保するため

の取組及び安全を確保するための地域における取組を促進する。 

また、防災訓練の実施に当たっては、自衛隊、緊急消防援助隊、県警察災害派遣隊等の広域実動

部隊の相互連携・調整訓練を実施することに努めるとともに、学校、自主防災組織、民間企業、ボ

ランティア団体、医療関係機関、要配慮者を含む地域住民等の多様な主体と連携した訓練を実施す

る。 

④ （略） 

 

(ｲ) 公共土木施設に係るデータの提供、土木関連防災用語の解説、ハザードマップの基礎とな

る防災情報等の提供、その他市の要請に応じ可能な範囲での情報の提供を行う。 

(ｳ)～(ｵ) （略） 

キ～ク （略） 

ケ 県民に対する防災知識の普及 

（略） 

(ｱ)～(ｵ) （略） 

(ｶ) 津波警報等の発表時や避難指示（緊急）等発令時にとるべき行動 

(ｷ)～(ｻ) （略） 

④～⑤ （略） 

⑵ 防災訓練 

（略） 

①～② （略） 

③ 県の役割 

県は、防災活動を的確に実施するため、各防災関係機関及び自主防犯組織、防災組織、地域団体、

市民との協力体制の確立等に重点をおき、市民の避難行動等、災害発生時に市民がとるべき措置に

ついて配慮した実践的な防災訓練を実施するとともに、市民等による、自らの安全を確保するため

の取組及び安全を確保するための地域における取組を促進する。 

また、防災訓練の実施に当たっては、自衛隊、緊急消防援助隊、県警察災害派遣隊等の広域実動

部隊の相互連携・調整訓練を実施することに努めるとともに、学校、自主防災組織、民間企業、ボ

ランティア団体、医療関係機関、要配慮者を含む地域住民等の多様な主体と連携した訓練を実施す

る。 

④ （略） 

修正（文言整理） 

 

 

 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（避難情報の

名称変更） 

 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（文言整理） 

 第２節 自主防災組織の育成  

 

１ 計画の方針 

⑴～⑵ （略） 

⑶ 自主防災組織の活動内容 

自主防災組織は、概ね次の活動を行う。 

 

平常時の活動 災害時の活動 

① 情報の収集伝達体制の整備 ① 初期消火の実施 

 第２節 自主防災組織の育成  

 

１ 計画の方針 

⑴～⑵ （略） 

⑶ 自主防災組織の活動内容 

自主防災組織は、概ね次の活動を行う。 

 

平常時の活動 災害時の活動 

① 情報の収集伝達体制の整備 ① 初期消火の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当：市民安全課 担当：市民安全課 
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修正前 修正後 修正理由 

② 防災知識の普及及び防災訓練の実施 

③ 火気使用設備器具の点検 

④ 防災用資機材等の整備及び管理 

⑤ 危険箇所の点検・把握 

⑥ 要配慮者    に係る情報収集・共有 

 

 

② 地域内の被害状況等の情報収集 

③ 救出救護の実施及び協力 

④ 地域住民に対する避難指示     の情報

伝達 

⑤ 地域住民に対する             

 避難誘導 

⑥ 避難行動要支援者の避難支援 

⑦ 給食・給水及び救助物資等の配分 

⑧ 避難所等の運営協力 

 

２ （略） 

 

３ それぞれの役割 

⑴～⑵ （略） 

⑶ 県の役割 

県は、市が行う自主防災組織育成整備活動に積極的に協力し、市に対する防災資機材の整備及び訓

練活動等の支援、研修会等の開催、県の広報紙等による普及啓発を行い、自主防災組織の充実を図る。 

 

４ 自主防災組織と消防団との連携 

⑴ 消防団は地域住民により構成される消防機関であり、消防団と自主防災組織の連携等を通じて、地

域コミュニティの防災体制の充実を図るものとする。また、多様な世代が参加できるような環境の整

備などにより、これらの組織の日常化、訓練の実施を促すものとし、地域の防災訓練など自発的な防

災活動に参加するよう努める。その際、女性の参画の促進にも努める。 

⑵ （略） 

② 防災知識の普及及び防災訓練の実施 

③ 火気使用設備器具の点検 

④ 防災用資機材等の整備及び管理 

⑤ 危険箇所の点検・把握 

⑥ 避難行動要支援者に係る情報収集・共有 

 

 

② 地域内の被害状況等の情報収集 

③ 救出救護の実施及び協力 

④ 地域住民に対する避難指示（緊急）等の情報

伝達 

⑤ 地域住民に対する呼びかけ避難、率先避難及

び避難誘導 

⑥ 避難行動要支援者の避難支援 

⑦ 給食・給水及び救助物資等の配分 

⑧ 避難所等の運営協力 

 

２ （略） 

 

３ それぞれの役割 

⑴～⑵ （略） 

⑶ 県の役割 

県は、市が行う自主防災組織育成整備活動に積極的に協力し、市が行う 防災資機材の整備及び訓

練活動等の支援、研修会等の開催、県の広報紙等による普及啓発を行い、自主防災組織の充実を図る。 

 

４ 自主防災組織と消防団との連携 

⑴ 消防団は地域住民により構成される消防機関であり、消防団と自主防災組織の連携等を通じて、地

域コミュニティの防災体制の充実を図る     。また、多様な世代が参加できるような環境の整

備などにより、これらの組織の日常化、訓練の実施を促し    、地域の防災訓練など自発的な防

災活動に参加するよう努める。その際、女性の参画の促進にも努める。 

⑵ （略） 

 

 

県計画を踏まえた

修正（避難情報の

名称変更 等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（文言整理） 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（文言整理） 

 第３節 防災まちづくり  

 

１～２ （略） 

 

 

３ それぞれの役割 

⑴ （略） 

⑵ 市及び県の役割 

 第３節 防災まちづくり  

 

１～２ （略） 

 

 

３ それぞれの役割 

⑴ （略） 

⑵ 市及び県の役割 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当：都市整備課、危機管理課、道路課、河川海岸砂防課、建築住宅課、生活排水対策課、

下水道建設課、ガス水道局 

担当：都市整備課、危機管理課、道路課、河川海岸砂防課、建築住宅課、生活排水対策課、

下水道建設課、ガス水道局 
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修正前 修正後 修正理由 

① 津波に強いまちの形成 

ア～ク （略）ケ 県は、津波浸水想定を踏まえ、                             

                      津波による危険の著しい区域については、人的

被害を防止するため、津波災害特別警戒区域や災害危険区域の指定について検討を行い、 市は、

県とともに必要に応じて津波防災地域づくりを総合的に推進するための計画を作成し、海岸保全

施設等、海岸防災林や指定避難所等の配置、土地利用や警戒避難体制の整備等についての総合ビ

ジョンを示すことに努める。 

②～⑤ （略） 

⑶～⑷ （略） 

① 津波に強いまちの形成 

ア～ク （略） 

ケ 県は、津波浸水想定を踏まえ、警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域については、津波災

害警戒区域の指定について検討を行うとともに、津波による危険の著しい区域については、人的

被害を防止するため、津波災害特別警戒区域や災害危険区域の指定について検討を行い、 市は、

県とともに必要に応じて津波防災地域づくりを総合的に推進するための計画を作成し、海岸保全

施設等、海岸防災林や指定避難所等の配置、土地利用や警戒避難体制の整備等についての総合ビ

ジョンを示すことに努める。 

②～⑤ （略） 

⑶～⑷ （略） 

 

 

県計画を踏まえた

修正（記載内容の

整理 

 

 第４節 （略）   第４節 （略）  
 

 第５節 避難体制の整備  

 

１ 計画の方針 

⑴ （略） 

⑵ 要配慮者に対する配慮 

（略） 

① （略） 

② 早期避難のための迅速・確実な方法による避難に関する情報等の伝達 

③～⑥ （略） 

⑶ （略） 

 

２ 主な取組 

⑴～⑵ （略） 

⑶ 避難に関する情報（避難指示）等に関する伝達手段と経路を確立し情報伝達体制の整備に努める。 

⑷ 避難に関する情報発表の客観的基準を設定する。 

⑸～⑻ （略） 

 

３ それぞれの役割 

⑴ 市民・企業等の役割 

① 市民の役割 

 第５節 避難体制の整備  

 

１ 計画の方針 

⑴ （略） 

⑵ 要配慮者に対する配慮 

（略） 

① （略） 

② 早期避難のための迅速・確実な方法による避難指示（緊急）等の伝達 

③～⑥ （略） 

⑶ （略） 

 

２ 主な取組 

⑴～⑵ （略） 

⑶ 避難指示（緊急）  等に関する伝達手段と経路を確立し情報伝達体制の整備に努める。 

⑷ 避難指示（緊急）発令の客観的基準を設定する。 

⑸～⑻ （略） 

 

３ それぞれの役割 

⑴ 市民・企業等の役割 

① 市民の役割 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（避難情報の

名称変更） 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（避難情報の

名称変更） 

 

 

 

 

担当：危機管理課、高齢者支援課、福祉課、保育課、こども課、都市整備課、道路課、河

川海岸砂防課、教育総務課、学校教育課、施設を管理する課 

担当：危機管理課、高齢者支援課、福祉課、保育課、こども課、都市整備課、道路課、河

川海岸砂防課、教育総務課、学校教育課、施設を管理する課 
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修正前 修正後 修正理由 

（略） 

ア～イ （略） 

ウ 市が発表する避難に関する情報（避難指示）             の意味を正しく理解

しておくこと。 

エ～ケ （略） 

②～③ （略） 

④ 多数の者が利用・所在する施設の管理者等の役割 

（略） 

ア （略） 

イ （略） 

(ｱ)～(ｲ) （略） 

(ｳ) 施設外の状況を的確に利用者に伝え、緊急時に施設外へ安全に退去させるための情報伝達

及び避難誘導体制を整備すること。                           

                                           

                                           

               

⑵ 市の役割 

市は、津波発生時に市民等が迅速かつ自主的に避難できるよう、県が提示する指針に基づき津波避

難計画を策定し、防災知識・危険情報の事前周知、避難の判断・情報伝達・避難誘導体制整備とマニ

ュアル化、安全な           避難所等の機能・環境整備、上越市避難行動要支援者避難

支援プラン（全体計画）の策定及び福祉避難所の指定等を行い、以下により体制を整備する。 

① 津波避難計画の策定 

県が提示する津波避難計画策定指針を参考とし、これまで個別に進めてきた津波対策を点検し、

避難対象地域、指定緊急避難場所・指定避難所、避難路、津波情報の収集・伝達の方法、避難指示 

     の具体的な発表基準、避難訓練の内容等を記載した、具体的かつ実践的な津波避難計画

を策定し、その内容を住民等に周知徹底を図る。 

② （略） 

③ 避難情報等   情報伝達体制の整備 

ア～カ （略） 

キ 避難情報（避難指示）の意味及び市民等の取るべき行動について、正しい知識の普及を図る。 

（追加） 

 

（追加） 

 

④ 避難情報    の発表基準 

（略） 

ア～イ （略） 

ウ 市が発令する避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示（緊急）の意味を正しく理解

しておくこと。 

エ～ケ （略） 

②～③ （略） 

④ 多数の者が利用・所在する施設の管理者等の役割 

（略） 

ア （略） 

イ （略） 

(ｱ)～(ｲ) （略） 

(ｳ) 施設外の状況を的確に利用者に伝え、緊急時に施設外へ安全に退去させるための情報伝達

及び避難誘導体制を整備すること。なお、避難確保・浸水防止計画を作成しようとする場合

においては、接続ビル等（地下街等と連続する施設であって、当該地下街等の利用者の洪水

等の円滑かつ迅速な避難の確保に著しい支障を及ぼすおそれのある施設）の管理者等の意見

を聞くように努めるものとする。 

⑵ 市の役割 

市は、津波発生時に市民等が迅速かつ自主的に避難できるよう、県が提示する指針に基づき津波避

難計画を策定し、防災知識・危険情報の事前周知、避難の判断・情報伝達・避難誘導体制整備とマニ

ュアル化、避難経路等の計画、避難場所、避難所等の機能・環境整備、上越市避難行動要支援者避難

支援プラン（全体計画）の策定及び福祉避難所の指定等を行い、以下により体制を整備する。 

① 津波避難計画の策定 

県が提示する津波避難計画策定指針を参考とし、これまで個別に進めてきた津波対策を点検し、

避難対象地域、指定緊急避難場所・指定避難所、避難路、津波情報の収集・伝達の方法、避難指示

（緊急）等の具体的な発表基準、避難訓練の内容等を記載した、具体的かつ実践的な津波避難計画

を策定し、その内容を住民等に周知徹底を図る。 

② （略） 

③ 避難指示（緊急）情報伝達体制の整備 

ア～カ （略） 

キ 避難指示（緊急）  の意味及び市民等の取るべき行動について、正しい知識の普及を図る。 

ク 小学校就学前の子どもたちの安全で確実な避難のため、災害発生時における幼稚園・保育所・

認定こども園等の施設と近隣施設等との連絡・連携体制の構築に努める。 

ケ 情報の収集・連絡体制の整備を図り、その際の役割・責任等の明確化に努めるとともに、夜間、

休日の場合等においても対応できる体制の整備を図る。 

④ 避難指示（緊急）の発令基準 

 

 

県計画を踏まえた

修正（避難情報の

名称変更） 

 

 

 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（防災基本計

画の反映 

 

 

） 

県計画を踏まえた

修正（地震編と整

合） 

 

県計画を踏まえた

修正（避難情報の

名称変更） 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（避難情報の

名称変更） 

県計画を踏まえた

修正（記載箇所の

変更） 

県計画を踏まえた

修正（避難情報の
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修正前 修正後 修正理由 

本市における避難情報    の発表基準を次の通りとし、状況に応じて迅速に発表する。 

区 分 発表時の状況等 対象となる市民等 求める行動 

指示   

   

（略） （略） （略） 

（略） （略） （略） 

避難指示    の解除基準は、津波予報区「新潟県上中下越」の大津波警報、津波警報、津波

注意報が解除されたときとする。 

⑤ 避難誘導体制の整備 

ア～エ （略） 

オ 小学校就学前の子どもたちの安全で確実な避難のため、災害発生時における幼稚園・保育所・

認定こども園等の施設と近隣施設等との連絡・連携体制の構築に努める。 

カ 情報の収集・連絡体制の整備を図り、その際の役割・責任等の明確化に努めるとともに、夜間、

休日の場合等においても対応できる体制の整備を図る。 

⑥ 指定緊急避難場所、指定避難所の指定及び整備 

ア～イ （略） 

ウ 即応体制の整備 

(ｱ)～(ｳ) （略） 

(ｴ) 指定避難所等の開設・運営の初動対応をあらかじめマニュアル化しておくよう努める。   

                                            

          

(ｵ)～(ｶ) （略） 

エ （略） 

（追加） 

 

 

⑦ （略） 

⑧ 市民避難誘導訓練の実施 

ア 地区別にあらかじめ定めた津波避難計画に従い、避難指示    が発表された際、市民が迅

速かつ自主的に避難できるよう、訓練を実施する。 

イ～ウ （略） 

⑶ 県の役割 

① 津波避難計画策定指針の策定 

県は、津波対象地域の指定、初動体制、防災対応に従事する者の安全の確保、津波情報の収集・

伝達、避難指示    等の発表、平常時の津波防災啓発及び避難訓練等を定めた津波避難計画を

策定する際の指針を定め、市に提示する。 

本市における避難指示（緊急）の発令基準を次の通りとし、状況に応じて迅速に発令する。 

区 分 発令時の状況等 対象となる市民等 求める行動 

指示（緊

急） 

（略） （略） （略） 

（略） （略） （略） 

避難指示（緊急）の解除基準は、津波予報区「新潟県上中下越」の大津波警報、津波警報、津波

注意報が解除されたときとする。 

⑤ 避難誘導体制の整備 

ア～エ （略） 

（削除） 

 

（削除） 

 

⑥ 指定緊急避難場所、指定避難所の指定及び整備 

ア～イ （略） 

ウ 即応体制の整備 

(ｱ)～(ｳ) （略） 

(ｴ) マニュアルの作成、訓練等を通じて、避難所の運営管理のために必要な知識等の普及に努

める。この際、市民への普及に当たっては、市民等が主体的に避難所を運営できるように配

慮するよう努める。 

(ｵ)～(ｶ) （略） 

エ （略） 

オ 指定緊急避難場所を指定して誘導標識を設置する場合は、日本工業規格に基づく災害種別一般

図記号を使用して、どの災害の種別に対応した避難場所であるかを明示し、標識の見方に関する

周知に努める。 

⑦ （略） 

⑧ 市民避難誘導訓練の実施 

ア 地区別にあらかじめ定めた津波避難計画に従い、避難指示（緊急）が発令された際、市民が迅

速かつ自主的に避難できるよう、訓練を実施する。 

イ～ウ （略） 

⑶ 県の役割 

① 津波避難計画策定指針の策定 

県は、津波対象地域の指定、初動体制、防災対応に従事する者の安全の確保、津波情報の収集・

伝達、避難指示（緊急）等の発令、平常時の津波防災啓発及び避難訓練等を定めた津波避難計画を

策定する際の指針を定め、市に提示する。 

名称変更） 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（記載箇所の

変更） 

 

 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（防災基本計

画の反映） 

 

県計画を踏まえた

修正（防災基本計

画の反映） 

 

 

県計画を踏まえた

修正（避難情報の

名称変更） 

 

 

県計画を踏まえた

修正（避難情報の

名称変更） 

 



上越市地域防災計画 津波災害対策編 第２部 津波災害対策 第１章 災害予防計画 

 

32 

修正前 修正後 修正理由 

②～③ （略） 

④ 市の避難体制整備の支援 

ア 地域の危険情報の市への提供 

(ｱ) 津波による浸水予想区域図を策定・提供する。 

(ｲ)～(ｴ) （略） 

イ 市による避難に関する情報 の早期発出・伝達体制整備の支援 

(ｱ) （略） 

(ｲ) 市の避難に関する情報発出 の判断を支援するため、広域的又はスポット的な観測情報を

提供する。また、必要に応じ専門的な助言を付して提供する。 

(ｳ) （略） 

(ｴ) 県内の放送機関と協議し、通信網の混乱時等に市の発する避難に関する情報  伝達に協

力が得られるよう、事前に手続等を定める。 

（追加） 

 

ウ （略） 

エ 運送機関との情報交換体制の整備 

避難住民及び緊急物資の運送に係る車輌等の状況について、関係機関と情報交換のうえ、市に情

報提供を行う。 

（追加） 

 

 

（追加） 

 

 

（追加） 

 

オ （略） 

(ｱ) 介護保険施設、障害者支援施設等に対し、あらかじめ同種の施設やホテル等の民間施設等

と施設利用者の受入れに関する災害協定を締結するよう指導に努め、併せて、その内容を県

に登録するよう要請する。 

(ｲ) あらかじめ介護保険施設、障害者支援施設等に対して災害時に派遣可能な職員数の登録を

要請することや、関係団体と災害時の職員派遣協力協定の締結等を行うことにより、介護職

員等の派遣体制の整備に努める。 

(ｳ) 避難住民及び緊急物資の運送に係る車輌等の状況について、運送機関と情報交換の上、市

に情報提供を行う。 

②～③ （略） 

④ 市の避難体制整備の支援 

ア 地域の危険情報の市への提供 

(ｱ) 津波による浸水想定区域図を策定・提供する。 

(ｲ)～(ｴ) （略） 

イ 市による避難指示（緊急）等の早期発令・伝達体制整備の支援 

(ｱ) （略） 

(ｲ) 市の避難指示（緊急）等発令の判断を支援するため、広域的又はスポット的な観測情報を

提供する。また、必要に応じ専門的な助言を付して提供する。 

(ｳ) （略） 

(ｴ) 県内の放送機関と協議し、通信網の混乱時等に市の発する避難指示（緊急）等の伝達に協

力が得られるよう、事前に手続等を定める。 

(ｵ) 市に対し、避難指示（緊急）等の発令基準の策定を支援するなど、市の防災体制確保に向

けた支援を行う。 

ウ （略） 

エ 関係機関との情報交換体制の整備 

                                            

        

(ｱ) 介護保険施設、障害者支援施設等に対し、あらかじめ同種の施設やホテル等の民間施設等

と施設利用者の受入に関する災害協定を締結するよう指導につとめ、併せて、その内容を県に

登録するよう要請する。 

(ｲ) あらかじめ介護保険施設、障害者支援施設等に対して災害時に派遣可能な職員数の登録を

養成することや、関係団体と災害時の職員派遣協力協定の締結等を行うことにより、介護職員

等の派遣体制の整備に努める。 

(ｳ) 避難住民及び緊急物資の運送に係る車輛等の状況について、運送機関と情報連絡の上、市

に情報提供を行う。 

オ （略） 

（削除） 

 

 

（削除） 

 

 

（削除） 

 

 

県計画を踏まえた

修正（避難情報の

名称変更 等） 

 

県計画を踏まえた

修正（避難情報の

名称変更） 

 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（防災基本計

画の反映） 

県計画を踏まえた

修正（字句修正） 

県計画を踏まえた

修正（重複した記

載の整理） 

県計画を踏まえた

修正（記載箇所の

修正） 

 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（記載箇所の

修正） 
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修正前 修正後 修正理由 

カ （略） 

⑷ 関係機関の役割 

① （略） 

② 新潟地方気象台 

ア～イ （略） 

ウ 市が行う避難勧告等   の判断・伝達マニュアルや防災マップ等の作成に関し、技術的な支

援・協力を行う。 

③ （略） 

カ （略） 

⑷ 関係機関の役割 

① （略） 

② 新潟地方気象台 

ア～イ （略） 

ウ 市が行う避難指示（緊急）の判断・伝達マニュアルや防災マップ等の作成に関し、技術的な支

援・協力を行う。 

③ （略） 

 第６節 要配慮者の安全確保  

 

１～２ （略） 

 

３ それぞれの役割 

⑴ （略） 

⑵ 市の役割 

① 要配慮者の支援 

ア 避難行動要支援者名簿の作成 

市は、市内に居住する要配慮者のうち、避難行動要支援者の把握に努めるとともに、避難行動

要支援者について避難の支援、安否の確認その他の避難行動要支援者の生命又は身体を災害から

保護するために必要な措置（以下、本節において「避難支援等」という。）を実施するための基

礎となる避難行動要支援者名簿（以下、本節において「名簿」という。）を作成する。      

                                            

        

(ｱ)～(ｴ) （略） 

イ 名簿情報の事前提供 

（略） 

名簿情報を提供する支援関係者 

・市関係部局 

・警察 

・消防（消防署、消防団） 

・民生委員・児童委員 

 第６節 要配慮者の安全確保  

 

１～２ （略） 

 

３ それぞれの役割 

⑴ （略） 

⑵ 市の役割 

① 要配慮者の支援 

ア 避難行動要支援者名簿の作成 

市は、市内に居住する要配慮者のうち、避難行動要支援者の把握に努めるとともに、避難行動

要支援者について避難の支援、安否の確認その他の避難行動要支援者の生命又は身体を災害から

保護するために必要な措置（以下、本節において「避難支援等」という。）を実施するための基

礎となる避難行動要支援者名簿（以下、本節において「名簿」という。）を作成する。また、庁

舎の被災等の事態が生じた場合においても名簿の活用に支障が生じないよう、名簿情報の適切な

管理に努める。 

(ｱ)～(ｴ) （略） 

イ 名簿情報の事前提供 

（略） 

名簿情報を提供する支援関係者 

・市関係部局 

・警察 

・消防（消防署、消防団） 

・民生委員・児童委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（防災基本計

画の反映） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当：高齢者支援課、危機管理課、広報対話課、契約課、共生まちづくり課、市民課、福

祉課、健康づくり推進課、すこやかなくらし包括支援センター、国保年金課、保育

課、こども課、建築住宅課 

担当：高齢者支援課、危機管理課、広報対話課、契約課、共生まちづくり課、市民課、福

祉課、健康づくり推進課、すこやかなくらし包括支援センター、国保年金課、保育

課、こども課、建築住宅課 
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修正前 修正後 修正理由 

・自主防災組織（町内会） 

・地域包括支援センター 

・上越市社会福祉協議会 

              

また、市は名簿情報を提供するときは、次のとおり名簿情報の漏えいの防止のため措置を行う。 

名簿情報の漏えい防止措置 

・市が講ずる措置 

名簿作成時にコピーできない用紙を使う。 

・名簿情報の提供を受ける者に求める措置 

提供された情報を目的外に使用しないなど、個人情報保護に関する誓約書の提出を求める。 

なお、災害時に特に必要と認めて提供する者に対しては、誓約書は求めないが、情報の適切

な処分（廃棄・返却等）を求める。 

ウ～オ （略） 

② 避難誘導対策及び指定避難所等の管理等 

ア 避難誘導対策 

要配慮者には情報が伝わりにくい面があることから、市は避難指示    の伝達に特に配慮

するとともに、避難誘導に際し、自主防災組織（町内会）、消防団、消防署、警察署等の関係機

関と連携、協力し、避難行動要支援者優先の避難誘導体制の整備に努める。 

なお、避難行動要支援者が自力避難できない場合又は、避難途中に危険がある場合は、車両、

船艇等による移送に配慮する。また、避難誘導に使用する情報伝達機器の整備を含め、避難支援

者の安全確保についても配慮する。 

イ （略） 

③ （略） 

④ 保健・福祉対策 

ア 保健・福祉対策の実施体制の確保 

市は、災害の規模等に応じた実施体制を確保し、各段階におけるニーズに対応した保健・福祉

サービス提供を行えるように体制を整備する。また、県や他の市町村          等応

援の受入れ、市災害ボランティアセンターとの協力体制を整備する。 

イ～ウ （略） 

⑤～⑥ （略） 

⑶ 県の役割 

①～② （略） 

③ 保健・福祉対策 

ア 保健・福祉対策の実施体制の確保 

県は、市からの応援要請に対して保健・福祉関係職員を派遣するとともに、災害の規模等によ

・自主防災組織（町内会） 

・地域包括支援センター 

・上越市社会福祉協議会 

・福祉避難所に指定した施設 

また、市は名簿情報を提供するときは、次のとおり名簿情報の漏えいの防止のため措置を行う。 

名簿情報の漏えい防止措置 

・市が講ずる措置 

名簿作成時にコピーできない用紙を使う。 

・名簿情報の提供を受ける者に求める措置 

提供された情報を目的外に使用しないなど、個人情報保護に関する誓約書の提出を求める。 

なお、災害時に特に必要と認めて提供する者に対しては、誓約書は求めないが、情報の適切

な処分（廃棄・返却等）を求める。 

ウ～オ （略） 

② 避難誘導対策及び指定避難所等の管理等 

ア 避難誘導対策 

要配慮者には情報が伝わりにくい面があることから、市は避難指示（緊急）の伝達に特に配慮

するとともに、避難誘導に際し、自主防災組織（町内会）、消防団、消防署、警察署等の関係機

関と連携、協力し、避難行動要支援者優先の避難誘導体制の整備に努める。 

なお、避難行動要支援者が自力避難できない場合又は、避難途中に危険がある場合は、車両、

船艇等による移送に配慮する。また、避難誘導に使用する情報伝達機器の整備を含め、避難支援

者の安全確保についても配慮する。 

イ （略） 

③ （略） 

④ 保健・福祉対策 

ア 保健・福祉対策の実施体制の確保 

市は、災害の規模等に応じた実施体制を確保し、各段階におけるニーズに対応した保健・福祉

サービス提供を行えるように体制を整備する。また、県や他の市町村、災害福祉支援チーム等応

援の受入れ、市災害ボランティアセンターとの協力体制を整備する。 

イ～ウ （略） 

⑤～⑥ （略） 

⑶ 県の役割 

①～② （略） 

③ 保健・福祉対策 

ア 保健・福祉対策の実施体制の確保 

県は、市からの応援要請に対して保健・福祉関係職員を派遣するとともに、災害の規模等によ

 

 

 

関係者の追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（避難情報の

名称変更） 

 

 

 

 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（県の協定締

結に伴う修正） 

 

 

 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（県の協定締
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修正前 修正後 修正理由 

っては、国又は他の都道府県等への応援要請を行う体制の整備を図る。 

                                           

             

イ～ウ （略） 

④～⑤ （略） 

っては、国又は他の都道府県等への応援要請を行う体制の整備を図る。 

また、必要があるときは、新潟県災害福祉広域支援ネットワーク協議会に対して災害福祉支援

チームの派遣を要請する。 

イ～ウ （略） 

④～⑤ （略） 

結に伴う修正） 

 第７節 火災の予防  

 

１ 計画の方針 

⑴ 基本方針 

地震・津波及び防火に関する知識の普及に努め、地震又は津波発生時の火災の発生を防止するとと

もに、消火器具等の設置に努め、住宅用火災警報器の設置及び維持管理を行う。 

また、消防職員及び消防車両等の消防設備の整備並びに消防団の充実強化を図る。 

さらに、木造住宅 密集地域 において、災害により大規模な火災が発生する可能性に備え、関係

機関との連携による迅速な     避難誘導体制の整備に努める。 

⑵～⑶ （略） 

 

２ （略） 

 

３ それぞれの役割 

⑴ 市民・企業等の役割 

①～② （略） 

③ 企業、事業所等の役割 

ア～イ （略） 

ウ                          火気使用場所の環境整備及び可燃性

物品の転倒防止措置を講ずる。 

エ （略） 

⑵～⑶ （略） 

⑷ 県の役割 

①～③ （略）消防設備士等の活用 

（追加） 

 

⑸ （略） 

 第７節 火災の予防  

 

１ 計画の方針 

⑴ 基本方針 

地震・津波及び防火に関する知識の普及に努め、地震又は津波発生時の火災の発生を防止するとと

もに、消火器具等の設置に努め、住宅用火災警報器の設置及び維持管理を行う。 

また、消防職員及び消防車両等の消防設備の整備並びに消防団の充実強化を図る。 

さらに、木造建築物密集地域等において、災害により大規模な火災が発生する可能性に備え、関係

機関との連携による迅速な延焼防止、避難誘導体制の整備に努める。 

⑵～⑶ （略） 

 

２ （略） 

 

３ それぞれの役割 

⑴ 市民・企業等の役割 

①～② （略） 

③ 企業、事業所等の役割 

ア～イ （略） 

ウ 厨房設備等の適切な使用、維持管理を徹底するとともに、火気使用場所の環境整備及び可燃性

物品の転倒防止措置を講ずる。 

エ （略） 

⑵～⑶ （略） 

⑷ 県の役割 

①～③ （略） 

④ 広域消防応援体制の整備 

県内の消防応援体制に加え、近隣県との相互消防応援体制の整備を図る。 

⑸ （略） 

 

 

 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（住宅以外の

建築物も対象） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（糸魚川火災

を受け内容修正） 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（広域応援体

制に近隣県に追

加） 

担当：危機管理課、市民安全課 担当：危機管理課、市民安全課 
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修正前 修正後 修正理由 

 第８節 水防活動体制の整備  

 

１～２ （略） 

 

３ それぞれの役割 

⑴～⑵ （略） 

⑶ 県の役割 

① 水防計画の策定 

ア 豪雨、洪水、津波、高潮    または高波に際し、水災を警戒及び防御し、これによる被害

を軽減するため、新潟県水防協議会に諮って策定する。 

イ （略） 

ウ 危険を伴う水防計画に従事する者の安全の確保に必要な事項を定める。 

② （略） 

③ 水防資機材 

ア 緊急時の水防活動や応急復旧用資機材の確保について、地域や河川の特性を踏まえ、水防管理

団体及び（社） 新潟県建設業協会等の関係機関と協力して、資機材の整備に努める。 

イ （略） 

④ （略） 

⑷～⑸ （略） 

 第８節 水防活動体制の整備  

 

１～２ （略） 

 

３ それぞれの役割 

⑴～⑵ （略） 

⑶ 県の役割 

① 水防計画の策定 

ア 洪水、雨水出水、津波、又は高潮または高波に際し、水災を警戒及び防御し、これによる被害

を軽減するため、新潟県水防協議会に諮って策定する。 

イ （略） 

ウ 危険を伴う水防活動に従事する者の安全の確保に必要な事項を定める。 

② （略） 

③ 水防資機材 

ア 緊急時の水防活動や応急復旧用資機材の確保について、地域や河川の特性を踏まえ、水防管理

団体及び（一社）新潟県建設業協会等の関係機関と協力して、資機材の整備に努める。 

イ （略） 

④ （略） 

⑷～⑸ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（県水防計画

と記載を統一） 

県計画を踏まえた

修正（字句修正） 

 

県計画を踏まえた

修正（法人名の修

正） 

 第９節 救急・救助体制の整備  

 

１ 計画の方針 

⑴～⑵ （略） 

⑶ 積雪期の対応 

市及び上越地域消防事務組合は、積雪期の地震又は津波災害等発生時における道路の除雪体制及び

指定避難所等への住民の避難誘導体制等の整備に努める。 

 

２ 主な取組 

⑴ 市及び上越地域消防事務組合は、消防力の整備指針に基づき自ら定める計画により、車両等の資機

材・消防吏員及び消防団員等の計画的な整備充実を図る。 

⑵～⑻ （略） 

 第９節 救急・救助体制の整備  

 

１ 計画の方針 

⑴～⑵ （略） 

⑶ 積雪期の対応 

市及び上越地域消防事務組合は、積雪期の災害         時における道路の除雪体制及び

指定避難所等への住民の避難誘導体制等の整備に努める。 

 

２ 主な取組 

⑴ 市及び上越地域消防事務組合は、消防力の整備指針に基づき自ら定める計画により、車両等の資機

材、消防職員及び消防団員等の計画的な整備充実を図る。 

⑵～⑻ （略） 

 

 

 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（文言整理） 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（文言整理） 

 

担当：危機管理課、健康づくり推進課、高齢者支援課 担当：危機管理課、健康づくり推進課、高齢者支援課 

担当：危機管理課 担当：危機管理課 
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修正前 修正後 修正理由 

 

３ それぞれの役割 

⑴ 市民・企業等の役割 

① 市民の役割 

市民は、平常時から地域・学区・町内会等における協力体制を育むとともに、自主防災組織の活

動に積極的に参加して防災知識及び技術の習得に努め、災害時に地域の消防団員及び警察官等と協

力して、地域の被害軽減を図ることができるよう努める。 

② （略） 

⑵ 市及び上越地域消防事務組合の役割 

① （略） 

② 救急・救助体制の整備 

ア 市（消防団）及び上越地域消防事務組合は、   救助訓練や 応急手当の普及啓発活動等を

実施し、市民の防災意識高揚を図る。また、避難行動要支援者が災害の被害に遭うケースが多い

ことから、避難行動要支援者の避難誘導等が円滑に行われるよう、「上越市避難行動要支援者避

難支援プラン（全体計画）」を推進する。 

イ～エ （略） 

③ （略） 

④ 関係機関相互の連携 

ア～エ （略） 

オ 上越地域消防事務組合は、新潟県広域消防相互応援協定及び近隣消防本部との相互応援協定等

に基づく応援部隊の受援を円滑に行い、応援消防部隊の的確な活動管理及び指揮が行えるよう体

制を整備する。また、応援隊受入れに際して必要となる市災害対策本部との連絡調整方法、宿泊

場所の確保及び車両終結場所適地等について市と協議し、あらかじめ定める。また、新潟県緊急

消防援助隊受援計画に基づき、緊急消防援助隊応援部隊の円滑な受入れ及び的確な活動の指揮を

行うことができるよう体制を整備する。 

⑶ 県の役割 

① （略） 

② 救急医療連絡体制の確立 

広域災害・救急医療情報システム等の整備充実を図り、行政・消防・医療機関等の連絡体制を確

保する。 

また、消防機関とＤＭＡＴが災害現場において安全かつ円滑な連携活動を実施できるよう、連携

体制の構築を図る。 

③ （略） 

④ 緊急消防援助隊の受援体制の整備 

県内の消防力だけでは対応できない大規模災害発生時において、緊急消防援助隊の要請及び受入

 

３ それぞれの役割 

⑴ 市民・企業等の役割 

① 市民の役割 

市民は、平常時から地域、学区、町内会等における協力体制を育むとともに、自主防災組織の活

動に積極的に参加して防災知識及び技術の習得に努め、災害時に地域の消防団員及び警察官等と協

力して、地域の被害軽減を図ることができるよう努める。 

② （略） 

⑵ 市及び上越地域消防事務組合の役割 

① （略） 

② 救急・救助体制の整備 

ア 市（消防団）及び上越地域消防事務組合は、救急、救助訓練及び応急手当の普及啓発活動等を

実施し、市民の防災意識高揚を図る。また、避難行動要支援者が災害の被害に遭うケースが多い

ことから、避難行動要支援者の避難誘導等が円滑に行われるよう、「上越市避難行動要支援者避

難支援プラン（全体計画）」を推進する。 

イ～エ （略） 

③ （略） 

④ 関係機関相互の連携 

ア～エ （略） 

オ 上越地域消防事務組合は、新潟県広域消防相互応援協定及び近隣消防本部との相互応援協定等

に基づく応援部隊の受援を円滑に行い、応援消防部隊の的確な活動管理及び指揮が行えるよう体

制を整備する。また、応援隊受入れに際して必要となる市災害対策本部との連絡調整方法、宿泊

場所の確保及び車両集結場所適地等について市と協議し、あらかじめ定める。また、新潟県緊急

消防援助隊受援計画に基づき、緊急消防援助隊    の円滑な受入れ及び的確な活動の指揮を

行うことができるよう体制を整備する。 

⑶ 県の役割 

① （略） 

② 救急医療連絡体制の確立 

広域災害・救急医療情報システム等の整備充実を図り、行政、消防、医療機関等の連絡体制を確

保する。 

また、消防機関とＤＭＡＴが災害現場において安全かつ円滑な連携活動を実施できるよう、連携

体制の構築を図る。 

③ （略） 

④ 緊急消防援助隊の受援体制の整備 

県内の消防力だけでは対応できない大規模災害  時において、緊急消防援助隊の要請及び受入

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（字句修正） 

 

 

 

 

 

 

文言整理 

 

 

 

 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（文言整理） 

 

 

 

 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（字句修正） 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（文言整理） 
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修正前 修正後 修正理由 

れを円滑に行うための受援体制を整備し、訓練等を通じて習熟を図る。 

⑤ 医療資器材等の供給協定 

市における医療資器材等の不足に対応するため、新潟県医薬品卸組合、（公社）新潟県薬剤師会、

新潟県医療機器販売業協会及び東北新潟歯科用品商協同組合                  

      と医療器材等の供給に係る協定を締結する。 

⑥ 航空消防防災体制の充実 

消防防災ヘリコプターによる救急・救助要員の技術の向上及び資機材の整備充実に努めるととも

に、緊急消防援助隊航空部隊等の受援体制の整備を図る。 

また、上越地域消防事務組合との訓練等を通じて、航空機による救急・救助活動について円滑な

実施を確保するよう努める。 

⑦ （略） 

⑷ 防災関係機関の役割 

① 第九管区海上保安本部（上越海上保安署） 

海上における要救助者の効果的な救出を行うため、救助技術の向上及び資機材の整備充実に努め

る。 

また、海上のみでなく、陸上における救急救助体制についても、業務に支障のない範囲で、関係

機関との協働による迅速な救急  救助体制の充実強化に努める。 

②～⑤ （略） 

れを円滑に行うための受援体制を整備し、訓練等を通じて習熟を図る。 

⑤ 医療資器材等の供給協定 

市における医療資器材等の不足に対応するため、新潟県医薬品卸組合、（公社）新潟県薬剤師会、

新潟県医療機器販売業協会、 東北新潟歯科用品商協同組合及び（一社）日本産業・医療ガス協会

関東地域本部と医療器材等の供給に係る協定を締結する。 

⑥ 航空消防防災体制の充実 

消防防災ヘリコプターによる救急・救助要員の技術の向上及び資機材の整備充実に努めるととも

に、緊急消防援助隊    等の受援体制の整備を図る。 

また、上越地域消防事務組合との訓練等を通じて、航空機による救急・救助活動について円滑な

実施を確保するよう努める。 

⑦ （略） 

⑷ 防災関係機関の役割 

① 第九管区海上保安本部（上越海上保安署） 

海上における要救助者の効果的な救出を行うため、救助技術の向上及び資機材の整備充実を図

る。  

また、海上のみでなく、陸上における救急救助体制についても、業務に支障のない範囲で、関係

機関との協働による迅速な救急・救助体制の充実強化に努める。 

②～⑤ （略） 

 

県計画を踏まえた

修正（時点修正） 

 

 

県計画を踏まえた

修正（文言整理） 

 

 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（文言整理） 

 

 

 第 10節 医療救護体制の整備  

 

１～２ （略） 

 

３ それぞれの役割 

⑴～⑵ （略） 

⑶ 医療機関等の役割 

①～⑤ （略） 

⑥ 医療関係団体 

（一社）新潟県医師会、（一社）新潟県歯科医師会、（公社）新潟県薬剤師会、（公社）新潟県

看護協会           など医療関係団体は、災害時における各団体の役割に応じたマニ

ュアルを作成するともに、ＪＭＡＴ、被災地支援薬剤師、災害支援ナースなどの医療チーム等を迅

速に派遣できるよう、平時から体制を整えておくものとする。 

⑷～⑹ （略） 

 第 10節 医療救護体制の整備  

 

１～２ （略） 

 

３ それぞれの役割 

⑴～⑵ （略） 

⑶ 医療機関等の役割 

①～⑤ （略） 

⑥ 医療関係団体 

（一社）新潟県医師会、（一社）新潟県歯科医師会、（公社）新潟県薬剤師会、（公社）新潟県

看護協会、（公社）新潟県助産師会など医療関係団体は、災害時における各団体の役割に応じたマ

ニュアルを作成するともに、ＪＭＡＴ、被災地支援薬剤師、災害支援ナースなどの医療チーム等を

迅速に派遣できるよう、平時から体制を整えておくものとする。 

⑷～⑹ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（関係団体の

追加） 

担当：健康づくり推進課、危機管理課 担当：健康づくり推進課、危機管理課 
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修正前 修正後 修正理由 

 第 11節 食料・生活必需品等の確保  

 

１ 計画の方針 

⑴ （略） 

⑵ 要配慮者に対する配慮策 

① 市は、食料の供給に当たって、高齢者、乳幼児、腎臓病等慢性疾患者、食物アレルギー患者等に

よる摂食上の障害などに配慮                                

                      できる体制を整備し、県は、市の体制整備を支援

する。 

また、併せて、宗教等食習慣の違いに配慮できる体制を整備し、食料の備蓄、輸送、配食等に当

たっては、管理栄養士等の活用を図る。 

② （略） 

⑶～⑷ （略） 

 

２ （略） 

 

３ それぞれの役割 

⑴ （略） 

⑵ 市の役割 

① （略） 

（追加） 

 

② 物資等の緊急供給体制の確立 

ア （略） 

イ 輸送事業者等との協定による緊急輸送・配付体制を整備する。 

ウ （略） 

③ （略） 

④ 市民への普及啓発 

ア 家庭、企業・事業所、学校等に対して、災害備蓄の重要性及び災害時の食料・ 物資等の供給

計画について、食育推進計画等と連携して、普及啓発する。 

イ 防災訓練に際して、地域住民と共に指定避難所の備蓄物資の確認及び使用配付の訓練を行う。 

ウ （略） 

⑶ 県の役割 

 第 11節 食料・生活必需品等の確保  

 

１ 計画の方針 

⑴ （略） 

⑵ 要配慮者に対する配慮策 

① 市は、食料の供給に当たって、高齢者、乳幼児、腎臓病等慢性疾患者、食物アレルギー患者等、

食事に特別な配慮を要する者を特定し、これらの者に必要な食事及びその数量を把握し、備蓄方法

等について事前に検討し、災害時に速やかに提供できる体制を整備し、県は、市の体制整備を支援

する。 

また、併せて、宗教等食習慣の違いに配慮できる体制を整備し、食料の備蓄、輸送、配食等に当

たっては、管理栄養士等の活用を図る。 

② （略） 

⑶～⑷ （略） 

 

２ （略） 

 

３ それぞれの役割 

⑴ （略） 

⑵ 市の役割 

① （略） 

② 物資拠点の選定 

避難所までの輸送体制を確保するため、地域内輸送拠点を選定する。 

③ 物資等の緊急供給体制の確立 

ア （略） 

イ 輸送事業者等との協定による緊急輸送・配布体制を整備する。 

ウ （略） 

④ （略） 

⑤ 市民への普及啓発 

ア 家庭、企業・事業所、学校等に対して、災害備蓄の重要性及び災害時の食料及び物資等の供給

計画について、食育推進計画等と連携して、普及啓発する。 

イ 防災訓練に際して、地域住民と共に指定避難所の備蓄物資の確認及び使用配布の訓練を行う。 

ウ （略） 

⑶ 県の役割 

 

 

 

 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（文言整理） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（防災基本計

画の反映） 

 

県計画を踏まえた

修正（字句修正） 

 

県計画を踏まえた

修正（字句修正） 

 

 

 

 

担当：危機管理課 担当：危機管理課 
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修正前 修正後 修正理由 

① 物資等の備蓄 

市が供給又は緊急調達が困難な事態に備え、上・中・下越及び佐渡の  拠点に食料及び物資等

を備蓄する。 

② 物資拠点の選定 

県は、災害発生時に円滑な物資輸送を行うため、屋内でフォークリフトの使用や大型車の乗り入

れができる  物資  拠点を選定する。 

③ 物資等の緊急供給体制の整備 

ア～イ （略） 

ウ 輸送事業者等との協定による物資等の緊急輸送・配付体制を整備する。 

エ （略） 

④ （略） 

⑤ 市に対する支援体制の整備 

市に対し、燃料や物資等の提供・代行調達、輸送・配付等の支援を行う体制を整備する。 

⑥ 災害備蓄に関する市民への普及啓発 

ア 家庭、企業・事業所、学校等に対して、災害備蓄の重要性及び災害時の食料・ 物資の供給計

画について、食育推進計画等と連携して、普及啓発する。 

イ （略） 

⑷ 防災関係機関の役割 

① 日本赤十字社新潟県支部 

ア 非常用食料や毛布        等の物資の備蓄及び緊急配送体制を整備し、発災直後の

県・市からの要請又は独自の判断に基づく指定避難所等への配送に備える。 

イ （略） 

② （略） 

① 物資等の備蓄 

市が供給又は緊急調達が困難な事態に備え、上・中・下越及び佐渡の備蓄拠点に食料及び物資等

を備蓄する。 

② 物資拠点の選定 

県は、災害発生時に円滑な物資輸送を行うため、屋内でフォークリフトの使用や大型車の乗り入

れができる広域物資輸送拠点を選定する。 

③ 物資等の緊急供給体制の整備 

ア～イ （略） 

ウ 輸送事業者等との協定による物資等の緊急輸送・配布体制を整備する。 

エ （略） 

④ （略） 

⑤ 市に対する支援体制の整備 

市に対し、燃料や物資等の提供・代行調達、輸送・配布等の支援を行う体制を整備する。 

⑥ 災害備蓄に関する市民への普及啓発 

ア 家庭、企業・事業所、学校等に対して、災害備蓄の重要性及び災害時の食料及び物資の供給計

画について、食育推進計画等と連携して、普及啓発する。 

イ （略） 

⑷ 防災関係機関の役割 

① 日本赤十字社新潟県支部 

ア       毛布及び日用品セット等の物資の備蓄及び緊急配送体制を整備し、発災直後の

県・市からの要請又は独自の判断に基づく指定避難所等への配送に備える。 

イ （略） 

② （略） 

 

県計画を踏まえた

修正（字句修正） 

県計画を踏まえた

修正（防災基本計

画の反映） 

 

 

県計画を踏まえた

修正（字句修正） 

 

 

県計画を踏まえた

修正（字句修正） 

県計画を踏まえた

修正（字句修正） 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（実態を踏ま

えた修正） 

 

 第 12節 （略）   第 12節 （略）  
 

 第 13節 治山・砂防・河川・海岸施設の地震・津波対策  

 

１～２ （略） 

 

３ それぞれの役割 

⑴ （略） 

⑵ 市の役割 

① （略） 

 第 13節 治山・砂防・河川・海岸施設の地震・津波対策  

 

１～２ （略） 

 

３ それぞれの役割 

⑴ （略） 

⑵ 市の役割 

① （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当：危機管理課、都市整備課、農林水産整備課、河川海岸砂防課、生活排水対策課 担当：危機管理課、都市整備課、農林水産整備課、河川海岸砂防課、生活排水対策課 
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修正前 修正後 修正理由 

② 河川・海岸施設 

防災対策 

ア～ウ （略） 

減災対策 

ア （略） 

イ 警戒避難体制の整備 

(ｱ) （略） 

(ｲ) 緊急時の伝達媒体である防災行政無線           を整備するなど情報伝達体

制を確保する。 

ウ （略） 

⑶ （略） 

⑷ 防災関係機関の役割 

① 北陸地方整備局 

地震又は津波災害発生時に、県、市及び東日本高速道路㈱等公共機関から要請があった場合は、

河川、ダム、海岸施設の状況調査等について協力する。 

防災エキスパートの活動が機能的に行えるよう、訓練・研修への協力等を行う。 

 

（追加） 

 

 

（追加） 

 

（追加） 

 

② 河川・海岸施設 

防災対策 

ア～ウ （略） 

減災対策 

ア （略） 

イ 警戒避難体制の整備 

(ｱ) （略） 

(ｲ) 緊急時の伝達媒体である防災行政無線（戸別受信機を含む。）を整備するなど情報伝達体

制を確保する。 

ウ （略） 

⑶ （略） 

⑷ 防災関係機関の役割 

① 北陸地方整備局 

ア 大規模自然災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、緊急災害対策派遣隊（Ｔ

ＥＣ－ＦＯＲＣＥ）等を派遣し、県、市町村等が行う、被災状況、県、市町村のニーズ等の迅速

な把握、被災地へのアクセス確保、被害の発生及び拡大の防止、被災地の早期復旧その他災害応

急対策など、二次災害防止施策、施設・設備の応急復旧活動等に対する支援を行う。 

イ 必要に応じて災害対策用ヘリコプター、港湾業務艇、衛星通信システム等の活用により迅速な

状況把握を行うとともに、被災県、市町村等との通信手段等を確保し、災害情報の提供等、緊密

な情報連絡を行う。 

ウ 災害対応を円滑に行うため必要がある場合には、原則として県、市町村等の要請に応じ、応急

復旧用資機材や災害対策用機械の支援を行う。 

エ 応急復旧工法や二次災害防止対策等の検討のため必要がある場合には、県、市町村等の要請に

応じ、助言等を行うための係官あるいは防災エキスパート等の専門家の派遣もしくはあっせんを

行う。 

 

 

 

 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（防災基本計

画の反映） 

 

 

県計画を踏まえた

修正（文言整理） 

 

 第 14節 農地・農業用施設の地震・津波対策  

 

１～２ （略） 

 

３ それぞれの役割 

⑴ 市の役割 

① （略） 

② 地震・津波に関する情報等の収集・連絡 

 第 14節 農地・農業用施設の地震・津波対策  

 

１～２ （略） 

 

３ それぞれの役割 

⑴ 市の役割 

① （略） 

② 地震・津波に関する情報等の収集・連絡 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画を踏まえた

担当：農林水産整備課 担当：農林水産整備課 
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修正前 修正後 修正理由 

震度、震源、マグニチュード、余震  等の地震情報や津波情報、被害情報の収集・連絡を迅速

に行う。 

③ 施設の点検 

津波が発生した場合は、臨時点検基準により土地改良区等と協力して直ちにパトロールを実施

し、ため池、地すべり危険箇所等の緊急点検を行う。その際に危険と認められる箇所については、

関係機関等への連絡、市民に対する避難指示    を行うとともに、適切な避難誘導を実施する。 

④～⑥ （略） 

⑵ 県の役割 

① （略） 

② 地震・津波に関する情報等の収集・連絡 

震度、震源、マグニチュード、余震  等の地震情報や津波情報、被害情報の収集・連絡を迅速

に行う。 

③ 施設の点検 

震度 4以上の地震又は津波が発生した場合は、臨時点検基準により直ちにパトロールを実施し、

県営事業実施中の施設、県管理施設、地すべり防止施設等の緊急点検を行う。また、市等が行う危

険ため池  などの緊急点検に、必要に応じて協力する。その際に危険と認められる箇所について

は、関係機関等への連絡、住民に対する避難指示を行うとともに、      適切な避難誘導を

実施する。 

④～⑤ （略） 

⑶ 土地改良区・施設管理者等の役割 

① （略） 

② 地震・津波に関する情報等の収集・連絡 

震度、震源、マグニチュード、余震  等の地震情報や津波情報、被害情報の収集・連絡を迅速

に行う。 

③ 施設の点検 

震度 4以上の地震が発生した場合は、臨時点検基準により市等と協力して直ちにパトロールを実

施し、ため池、地すべり危険箇所等の緊急点検を行う。                    

                                              

    

④～⑤ （略） 

⑷ （略） 

震度、震源、マグニチュード、地震活動等の地震情報や津波情報、被害情報の収集・連絡を迅速

に行う。 

③ 施設の点検 

津波が発生した場合は、臨時点検基準により土地改良区等と協力して直ちにパトロールを実施

し、ため池、地すべり危険箇所等の緊急点検を行う。その際に危険と認められる箇所については、

関係機関等への連絡、市民に対する避難指示（緊急）を行うとともに、適切な避難誘導を実施する。 

④～⑥ （略） 

⑵ 県の役割 

① （略） 

② 地震・津波に関する情報等の収集・連絡 

震度、震源、マグニチュード、地震活動等の地震情報や津波情報、被害情報の収集・連絡を迅速

に行う。 

③ 施設の点検 

震度 4以上の地震又は津波が発生した場合は、臨時点検基準により直ちにパトロールを実施し、

県営事業実施中の施設、県管理施設、地すべり防止施設等の緊急点検を行う。また、市等が行う防

災重点ため池などの緊急点検に、必要に応じて協力する。その際に危険と認められる箇所について

は、関係機関等へ連絡し、住民の避難が必要な場合は、関係機関と連携のもとに適切な避難誘導を

実施する。 

④～⑤ （略） 

⑶ 土地改良区・施設管理者等の役割 

① （略） 

② 地震・津波に関する情報等の収集・連絡 

震度、震源、マグニチュード、地震活動等の地震情報や津波情報、被害情報の収集・連絡を迅速

に行う。 

③ 施設の点検 

震度 4以上の地震が発生した場合は、臨時点検基準により市等と協力して直ちにパトロールを実

施し、ため池、地すべり危険箇所等の緊急点検を行う。その際に危険と認められる箇所については、

関係機関等へ連絡し、住民の避難が必要な場合は、関係機関と連携のもとに適切な避難誘導を実施

する。 

④～⑤ （略） 

⑷ （略） 

修正（字句修正） 

 

県計画を踏まえた

修正（避難情報の

名称変更） 

 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（字句修正） 

 

県計画を踏まえた

修正（規定変更に

伴う整合） 

 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（字句修正） 

 

県計画を踏まえた

修正（パトロール

の目的である現状

把握を追加、住民

避難時における土

地改良区等の役割

の明確化） 

 第 15節 道路・橋梁・トンネル等の地震・津波対策  

 

 第 15節 道路・橋梁・トンネル等の地震・津波対策  

 

 

 

 

 
担当：道路課、農林水産整備課 担当：道路課、農林水産整備課 
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修正前 修正後 修正理由 

１ 計画の方針 

⑴ 基本方針 

地震又は津波が発生し、若しくは津波が発生するおそれがある時における道路機能の確保は、発生

直後の救急活動や火災等の二次災害への対処、水・食料等の緊急物資の輸送をはじめ、復旧時の資機

材や人員の輸送、市民の生活道路等、その意義は極めて重要である。 

道路を管理する関係機関や団体                は、耐震性の確保等の道路施設

の整備や迅速に道路情報を収集・共有する体制を整えるとともに、相互協力の下道路機能の確保に当

たる体制を整備する。 

⑵ 新潟県緊急輸送道路の指定 

（略） 

①～③ （略） 

 

 

新潟県緊急輸送道路網図 

 

２ 主な取組 

１ 計画の方針 

⑴ 基本方針 

地震又は津波が発生し、若しくは津波が発生するおそれがある時における道路機能の確保は、発生

直後の救急活動や火災等の二次災害への対処、水・食料等の緊急物資の輸送をはじめ、復旧時の資機

材や人員の輸送、市民の生活道路等、その意義は極めて重要である。 

道路を管理する関係機関や団体（以下「道路管理者等」という。）は、耐震性の確保等の道路施設

の整備や迅速に道路情報を収集・共有する体制を整えるとともに、相互協力の下道路機能の確保に当

たる体制を整備する。 

⑵ 新潟県緊急輸送道路の指定 

（略） 

①～③ （略） 

 

 

新潟県緊急輸送道路網図 

 

２ 主な取組 

 

県計画を踏まえた

修正（防災基本計

画の反映） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時点修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画を踏まえた



上越市地域防災計画 津波災害対策編 第２部 津波災害対策 第１章 災害予防計画 

 

44 

修正前 修正後 修正理由 

⑴ 道路管理者 は最新の知見に基づく設計指針等の耐震基準により、橋梁をはじめとする道路施設の

耐震性を計画的に確保する。 

⑵～⑷ （略） 

⑸ 老朽化した道路施設について、長寿命化計画の作成・実施等により、その適切な維持管理に努める。

道路啓開等を迅速に行うため、協議会の設置等による道路管理者 相互の連携の下、あらかじめ道路

啓開等の計画を立案する。 

⑹ （略） 

 

３ それぞれの役割 

道路管理者 である市、東日本高速道路㈱、国土交通省及び県は、その管理する道路について、日常・

臨時・定期点検等を行い道路施設の状況を正確に把握し、災害予防のため必要な修繕や施設機能の強化

等を実施する。 

また、各道路管理者 は、老朽化した道路施設について、長寿命化計画の作成・実施等により、その

適切な維持管理に努める。なお、被災時の道路機能を維持するため、代替性が高い道路整備に努めると

ともに、比較的標高が高い盛土道路の避難場所としての利用検討や、避難場所となりうる道路等へつな

がるアクセス路の設置検討や避難時間短縮のための避難階段の設置等について検討する。 

⑴ 道路施設の整備・強化 

① （略） 

② 重要構造物 

ア 橋梁 

(ｱ) （略） 

(ｲ) 新設橋梁 

国土交通省 都市局長、道路局長通知「橋、高架の道路等の技術基準の改定について」（平

成 24 年 2月 16日）により設計する。 

イ （略） 

③ 道路附帯施設 

（略） 

ア～イ （略） 

ウ 道路占用施設や近接施設の安全性の確保 

災害時の倒壊や落下による交通障害を防止するため、道路占用施設及び道路に近接設置された

民間施設等の管理者は、施設の安全点検を行い必要な修繕や更新を行う。 

また、道路管理者は道路パトロール等を通してそれら民間施設等の管理者に対して安全対策を

呼びかける。 

なお、緊急輸送道路等防災上重要な経路を構成する道路について、災害時の交通の確保を図る

ため、必要に応じて、区域を指定して道路の占用の禁止又は制限を行うとともに、無電柱化を行

⑴ 道路管理者等は最新の知見に基づく設計指針等の耐震基準により、橋梁をはじめとする道路施設の

耐震性を計画的に確保する。 

⑵～⑷ （略） 

⑸ 老朽化した道路施設について、長寿命化計画の作成・実施等により、その適切な維持管理に努める。

道路啓開等を迅速に行うため、協議会の設置等による道路管理者等相互の連携の下、あらかじめ道路

啓開等の計画を立案する。 

⑹ （略） 

 

３ それぞれの役割 

道路管理者等である市、東日本高速道路㈱、国土交通省及び県は、その管理する道路について、日常・

臨時・定期点検等を行い道路施設の状況を正確に把握し、災害予防のため必要な修繕や施設機能の強化

等を実施する。 

また、各道路管理者等は、老朽化した道路施設について、長寿命化計画の作成・実施等により、その

適切な維持管理に努める。なお、被災時の道路機能を維持するため、代替性が高い道路整備に努めると

ともに、比較的標高が高い盛土道路の避難場所としての利用検討や、避難場所となりうる道路等へつな

がるアクセス路の設置検討や避難時間短縮のための避難階段の設置等について検討する。 

⑴ 道路施設の整備・強化 

① （略） 

② 重要構造物 

ア 橋梁 

(ｱ) （略） 

(ｲ) 新設橋梁 

国土交通省 都市局長、道路局長通知「橋、高架の道路等の技術基準の改定について」（平

成 29 年 7月 21日）により設計する。 

イ （略） 

③ 道路附帯施設 

（略） 

ア～イ （略） 

ウ 道路占用施設や近接施設の安全性の確保 

災害時の倒壊や落下による交通障害を防止するため、道路占用施設及び道路に近接設置された

民間施設等の管理者は、施設の安全点検を行い必要な修繕や更新を行う。 

また、道路管理者等は道路パトロール等を通してそれら民間施設等の管理者に対して安全対策

を呼びかける。 

なお、避難路、緊急輸送道路など防災上重要な経路を構成する道路について、災害時の交通の

確保を図るため、必要に応じて、区域を指定して道路の占用の禁止または制限を行うとともに、

修正（防災基本計

画の反映） 

 

 

 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（防災基本計

画の反映） 
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修正前 修正後 修正理由 

う。          

エ～オ （略） 

⑵ 防災体制の整備 

① 情報連絡体制の整備 

各道路管理者 は、災害や道路情報の収集・伝達・提供のための観測・監視機器（地震計、雨量

計、ＩＴＶ）、通信設備、情報提供装置等の整備を推進する。 

② 迅速な応急復旧体制の整備 

関係行政機関及び本市と災害時の応援業務に関する協定を結んでいる（一社）新潟県建設業協会

及び（一社）新潟県地質調査業協会などは、災害発生時における迅速で的確な協力を実施するため、

情報連絡体制や応急復旧のための人員や資機材（発動発電機、投光器、初動時調査のための自転車

等）備蓄体制を整備する。また、道路啓開等を迅速に行うため、協議会の設置等による道路管理者 

 相互の連携の下、あらかじめ道路啓開等の計画を立案する。 

③ 道路通行規制 

各道路管理者 は、災害発生時における構造物や法面の安全点検等を実施するため、道路通行規

制に関する震度の基準等について、路線又は区間毎に関係機関とあらかじめ調整するなど、通行規

制の円滑な実施体制を整える。 

④ （略） 

無電柱化の促進を図る。 

エ～オ （略） 

⑵ 防災体制の整備 

① 情報連絡体制の整備 

各道路管理者等は、災害や道路情報の収集・伝達・提供のための観測・監視機器（地震計、雨量

計、ＩＴＶ）、通信設備、情報提供装置等の整備を推進する。 

② 迅速な応急復旧体制の整備 

関係行政機関及び本市と災害時の応援業務に関する協定を結んでいる（一社）新潟県建設業協会

及び（一社）新潟県地質調査業協会などは、災害発生時における迅速で的確な協力を実施するため、

情報連絡体制や応急復旧のための人員や資機材（発動発電機、投光器、初動時調査のための自転車

等）備蓄体制を整備する。また、道路啓開等を迅速に行うため、協議会の設置等による道路管理者

等相互の連携の下、あらかじめ道路啓開等の計画を立案する。 

③ 道路通行規制 

各道路管理者等は、災害発生時における構造物や法面の安全点検等を実施するため、道路通行規

制に関する震度の基準等について、路線又は区間毎に関係機関とあらかじめ調整するなど、通行規

制の円滑な実施体制を整える。 

④ （略） 

 第 16節 港湾・漁港施設の地震・津波対策  

 

１～２ （略） 

 

３ それぞれの役割 

⑴～⑵ （略） 

⑶ 県の役割 

①～② （略） 

③ 耐震強化岸壁の整備 

平常時はもとより、地震又は津波発生時に重要な防災拠点として一定の物流機能の維持を図るた

め、港湾・漁港施設が緊急輸送ネットワークの結節点として耐震性や耐浪性を考慮した、耐震強化

岸壁を港湾計画や漁港施設整備計画      に位置付け、施設整備に努める。 

 

港湾の耐震岸壁整備 

（略） 

④ 防災拠点緑地の整備 

 第 16節 港湾・漁港施設の地震・津波対策  

 

１～２ （略） 

 

３ それぞれの役割 

⑴～⑵ （略） 

⑶ 県の役割 

①～② （略） 

③ 耐震強化岸壁の整備 

平常時はもとより、地震又は津波発生時に重要な防災拠点として一定の物流機能の維持を図るた

め、港湾・漁港施設が緊急輸送ネットワークの結節点として耐震性や耐浪性を考慮した、耐震強化

岸壁を港湾計画や圏域総合水産基盤整備事業計画に位置付け、施設整備に努める。 

 

港湾の耐震岸壁整備 

（略） 

④ 防災拠点緑地の整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（計画名称の

変更） 

 

 

 

 

県計画を踏まえた

担当：産業立地課、農林水産整備課 担当：産業立地課、農林水産整備課 
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修正前 修正後 修正理由 

港湾・漁港施設は緊急輸送ネットワークの結節点として重要な役割を担うことから、オープンス

ペース又は耐震強化岸壁に接続する背後地域との輸送ルートを勘案し、緊急物資の保管施設、背後

地域への緊急物資の輸送基地として緊急時の多目的利用が可能な防災拠点緑地の整備に努め、活用

方法等について市と協議する。 

                                        

                             

⑤ （略） 

港湾   施設は緊急輸送ネットワークの結節点として重要な役割を担うことから、オープンス

ペース又は耐震強化岸壁に接続する背後地域との輸送ルートを勘案し、緊急物資の保管施設、背後

地域への緊急物資の輸送基地として緊急時の多目的利用が可能な防災拠点緑地の整備に努め、活用

方法等について市と協議する。 

また、漁港施設は緊急物資の輸送の拠点としての役割を有する他、地域住民の避難場所としての

役割も有することから、避難緑地、避難広場の整備に努める。 

⑤ （略） 

修正（字句修正） 

 第 17節 建築物等の災害予防  

 

１ 計画の方針 

（略） 

⑴ 基本方針 

① 行政関連施設、要配慮者に関わる施設等、防災上重要な公共建築物等については、一層の耐震性、

耐浪性及び不燃性の確保を図る。また、できるだけ浸水の危険性の低い場所に立地するよう整備す

るものとし、やむを得ず浸水のおそれのある場所に立地する場合は、建物の耐浪化、非常用電源の

設置場所の工夫、情報通信施設の整備や必要な物資の備蓄などに努める。 

ア （略） 

イ 防災上重要な公共建築物等における防災対策を以下のとおり実施する。 

(ｱ) 建築物及び建造物の安全確保と耐震診断・改修の推進 

施設設置者は、法令で定める技術基準を遵守し、災害に強い施設づくりを進める。 

施設管理者は、建築基準法による新耐震設計基準施行（昭和 56 年 6 月）以前の建築物につ

いては、耐震診断の必要の高い建築物から診断を実施し、必要と認められるものから       

         順次改修等を推進する。 

また、新耐震基準施行以後の建築物についてもガラスや天井等、二次 部材の破損による内

部被害を防止する措置やエレベーターの閉じ込め防止措置を講じるものとする。 

(ｲ) （略） 

(ｳ) 耐震性や耐浪性の高い施設整備 

市及び県は、防災上重要な公共建築物を建築する場合、国が定めた「官庁施設の総合耐震計

画基準（平成 19年）    」を参考に耐震性 に配慮した施設づくりを行う。 

(ｴ) （略） 

② （略） 

③ 一般建築物の災害予防を以下のとおり推進する。 

ア 現状 

 第 17節 建築物等の災害予防  

 

１ 計画の方針 

（略） 

⑴ 基本方針 

① 行政関連施設、要配慮者に関わる施設等、防災上重要な公共建築物等については、一層の耐震性、

耐浪性及び不燃性の確保を図る。また、できるだけ浸水の危険性の低い場所に立地するよう整備す

るものとし、やむを得ず浸水のおそれのある場所に立地する場合は、建物の耐浪化、非常用電源の

設置場所の工夫、情報通信施設の整備や必要な物資の備蓄などに努める。 

ア （略） 

イ 防災上重要な公共建築物等における防災対策を以下のとおり実施する。 

(ｱ) 建築物及び建造物の安全確保と耐震診断・改修の推進 

施設設置者は、法令で定める技術基準を遵守し、災害に強い施設づくりを進める。 

施設管理者は、建築基準法による新耐震設計基準施行（昭和 56 年 6 月）以前の建築物につ

いては、耐震診断の必要の高い建築物から診断を実施し、必要と認められるものから、非構造

部材を含む耐震対策等、順次改修等を推進する。 

また、新耐震基準施行以後の建築物についてもガラスや天井等、非構造部材の破損による内

部被害を防止する措置やエレベーターの閉じ込め防止措置を講じるものとする。 

(ｲ) （略） 

(ｳ) 耐震性や耐浪性の高い施設整備 

市及び県は、防災上重要な公共建築物を建築する場合、国が定めた「官庁施設の総合耐震・

対津波計画基準（平成 25年）」を参考に耐震性等に配慮した施設づくりを行う。 

(ｴ) （略） 

② （略） 

③ 一般建築物の災害予防を以下のとおり推進する。 

ア 現状 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（防災基本計

画の反映） 

 

 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（現行の最新

基準に修正） 

 

 

 

県計画を踏まえた

担当：建築住宅課、施設を管理する課 担当：建築住宅課、施設を管理する課 
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修正前 修正後 修正理由 

建築物全般及び特定の工作物（一定高さ以上の擁壁、広告塔及び遊戯施設）については、建築

基準法等の技術基準により安全確保が図られてきたところであるが、さらに、過去の地震又は津

波、大火等の経験を踏まえ防災規定が改正されるなど、より一層の強化がなされている。 

今後も、現行建築基準法の耐震基準に適合しない建築物の安全性向上、また、ガラスや天井な

ど二次 部材の破損による内部被害の防止、さらに、密集市街地等に所在する建築物の不燃化の

推進など、震災時の被害軽減や火災発生を防止するための対策が必要である。 

イ （略） 

⑵～⑶ （略） 

 

２ （略） 

 

３ それぞれの役割 

⑴ 市民・企業等の役割 

① 市民の役割 

自己の居住する住宅等の建築物の維持・保全に努めるとともに、市や県の指導・助言を参考に、

耐震化及び二次 部材による被害防止を行うなど安全性の向上を図る。 

②～③ （略） 

⑵～⑷ （略） 

建築物全般及び特定の工作物（一定高さ以上の擁壁、広告塔及び遊戯施設）については、建築

基準法等の技術基準により安全確保が図られてきたところであるが、さらに、過去の地震又は津

波、大火等の経験を踏まえ防災規定が改正されるなど、より一層の強化がなされている。 

今後も、現行建築基準法の耐震基準に適合しない建築物の安全性向上、また、ガラスや天井な

ど非構造部材の破損による内部被害の防止、さらに、密集市街地等に所在する建築物の不燃化の

推進など、震災時の被害軽減や火災発生を防止するための対策が必要である。 

イ （略） 

⑵～⑶ （略） 

 

２ （略） 

 

３ それぞれの役割 

⑴ 市民・企業等の役割 

① 市民の役割 

自己の居住する住宅等の建築物の維持・保全に努めるとともに、市や県の指導・助言を参考に、

耐震化及び非構造部材による被害防止を行うなど安全性の向上を図る。 

②～③ （略） 

⑵～⑷ （略） 

修正（防災基本計

画の反映） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（防災基本計

画の反映） 

 第 18節～第 20節 （略）   第 18節～第 20節 （略）  
 

 第 21節 電気通信事業者の地震・津波対策  

 

１～２ （略） 

 

３ 電気通信事業者の役割 

⑴～⑶ （略） 

⑷ 防災広報活動 

（略） 

① （略） 

② 広報項目 

ア～イ （略） 

ウ 特設無料公衆電話        設置場所の周知 

エ （略） 

 第 21節 電気通信事業者の地震・津波対策  

 

１～２ （略） 

 

３ 電気通信事業者の役割 

⑴～⑶ （略） 

⑷ 防災広報活動 

（略） 

① （略） 

② 広報項目 

ア～イ （略） 

ウ災害時用公衆電話（特設公衆電話）設置場所の周知 

エ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（時点修正） 

担当：危機管理課 担当：危機管理課 
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修正前 修正後 修正理由 

⑸ 広域応援体制の整備 

大規模災害が発生した場合は、東日本電信電話㈱及び㈱ＮＴＴドコモの防災体制を確立するととも

に、全国からの応援を要請し、迅速な災害復旧を可能とするよう平常時からあらかじめ措置方法を定

めておく。 

 

４ （略） 

⑸ 広域応援体制の整備 

大規模災害が発生した場合、電気通信事業者は          防災体制を確立するととも

に、全国からの応援を要請し、迅速な災害復旧を可能とするよう平常時からあらかじめ措置方法を定

めておく。 

 

４ （略） 

県計画を踏まえた

修正（時点修正） 

 第 22節～第 23節 （略）   第 22節～第 23節 （略）  
 

 第 24節 上水道事業者の地震・津波対策  

 

１ 計画の方針 

⑴ 基本方針 

断水や減水など給水機能の停止は、被災住民の日常生活や社会経済活動に深刻な影響を与え、被災

後の避難や救助活動を実施する上での大きな支障となることから、被害や影響を最小限に抑え、また、

緊急時における飲料水及び生活用水（以下「飲料水等」という。）を確保するための必要な措置を講

ずる。 

⑵ （略） 

 

２ （略） 

 

３ それぞれの役割 

⑴ （略） 

⑵ 上水道事業者の役割 

上水道事業者は、液状化対策を含めた耐震化計画を策定し、施設及び体制面の耐震化対策を推進す

るとともに、適切な維持管理に努める。 

また、緊急時における飲料水等の確保対策を行う。 

① 施設の耐震化、耐浪化 

ア～ウ （略） 

エ 付属施設等 

施設の機能を十分に発揮させるために必要不可欠な情報伝達設備や遠隔監視制御設備、自家発

電設備等の付属施設等についても耐震性の強化を図る。また、自家発電設備は、停電の長期化に

備えて 3 日以上                連続稼働が可能となるよう燃料の備蓄に努

める。 

 第 24節 上水道事業者の地震・津波対策  

 

１ 計画の方針 

⑴ 基本方針 

断水や減水など給水機能の停止は、被災住民の日常生活や社会経済活動に深刻な影響を与え、     

  避難や救助活動を実施する上での大きな支障となることから、被害や影響を最小限に抑え、また、

緊急時における飲料水及び生活用水（以下「飲料水等」という。）を確保するための必要な措置を講

ずる。 

⑵ （略） 

 

２ （略） 

 

３ それぞれの役割 

⑴ （略） 

⑵ 上水道事業者の役割 

上水道事業者は、液状化対策を含めた耐震化計画を策定し、施設及び体制面の耐震化対策を推進す

るとともに、適切な維持管理に努める。 

また、緊急時における飲料水等の確保に努める。  

① 施設の耐震化、耐浪化 

ア～ウ （略） 

エ 付属施設等 

施設の機能を十分に発揮させるために必要不可欠な情報伝達設備や遠隔監視制御設備、自家発

電設備等の付属施設等についても耐震性の強化を図る。また、自家発電設備は、停電の長期化に

備えて 1日以上（孤立が予想される集落は 3日以上）連続稼働が可能となるよう燃料の備蓄に努

める。 

 

 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（字句修正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（字句修正） 

 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（準用元との

整合） 

 

 

担当：ガス水道局 担当：ガス水道局 
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修正前 修正後 修正理由 

オ （略） 

② 体制面の防災対策 

ア～イ （略） 

ウ 応急対策計画の策定 

(ｱ) （略） 

(ｲ) 応急給水計画 

ａ～ｂ （略） 

ｃ 応急給水活動マニュアルを作成し、職員に周知して災害時に備える。 

(ｳ) 応急復旧計画 

ａ～ｃ （略） 

ｄ 応急復旧活動マニュアルを作成し、職員に周知して災害時に備える。 

(ｴ) 防災用施設・災害対策用資機材の整備・確保 

ａ 給水拠点となる浄水場、耐震性貯水槽等の施設を整備する。 

ｂ （略） 

エ～カ （略） 

③ （略） 

⑶ （略）県の役割 

⑷ 防災関係機関の役割 

① （略） 

② 新潟県水道協会 

主に簡易水道事業者間の応援活動等に対する支援体制の整備に努める。 

オ （略） 

② 体制面の防災対策 

ア～イ （略） 

ウ 応急対策計画の策定 

(ｱ) （略） 

(ｲ) 応急給水計画 

ａ～ｂ （略） 

ｃ 応急給水  マニュアルを作成し、職員に周知して災害時に備える。 

(ｳ) 応急復旧計画 

ａ～ｃ （略） 

ｄ 応急復旧  マニュアルを作成し、職員に周知して災害時に備える。 

(ｴ) 防災用施設・災害対策用資機材の整備・確保 

ａ 給水拠点となる浄水場、配水池   等の施設を整備する。 

ｂ （略） 

エ～カ （略） 

③ （略） 

⑶ （略） 

⑷ 防災関係機関の役割 

① （略） 

② 新潟県水道協会 

  簡易水道事業者間の応援活動等に対する支援体制の整備に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（字句修正） 

 

県計画を踏まえた

修正（字句修正）

県計画を踏まえた

修正（字句修正） 

 

 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（字句修正） 

 第 25節 下水道等施設の地震・津波対策  

 

１～２ （略） 

 

３ それぞれの役割 

⑴ （略） 

⑵ 市の役割 

① （略） 

② 緊急体制の整備 

ア～エ （略） 

（追加） 

③ 災害時における下水道等の使用に関する市民への普及啓発 

 第 25節 下水道等施設の地震・津波対策  

 

１～２ （略） 

 

３ それぞれの役割 

⑴ （略） 

⑵ 市の役割 

① （略） 

② 緊急体制の整備 

ア～エ （略） 

オ 応急対策マニュアル等の作成 

③ 災害時における下水道等の使用に関する市民への普及啓発 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（実態を踏ま

担当：生活排水対策課、下水道建設課 担当：生活排水対策課、下水道建設課 
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修正前 修正後 修正理由 

  （略） 

（追加） 

⑶ 県の役割 

① （略） 

② 市に対する支援体制の整備 

ア （略） 

（追加） 

イ （略） 

③ （略） 

⑷ 関係機関の役割 

①～② （略） 

③ 公益社団法人日本下水道管路管理業協会     

ア～ウ （略） 

④ （略） 

（追加） 

 

 

 

（追加） 

 

 

 

 

（追加） 

 

 

 

ア （略） 

イ マンホールトイレの整備について検討を進める。 

⑶ 県の役割 

① （略） 

② 市に対する支援体制の整備 

ア （略） 

イ 市の応急対策マニュアルの作成支援を行う体制を整備するよう努める。 

ウ （略） 

③ （略） 

⑷ 関係機関の役割 

①～② （略） 

③ 公益社団法人日本下水道管路管理業協会中部支部 

ア～ウ （略） 

④ （略） 

⑤ 公益社団法人日本下水道協会 

ア 市からの協力依頼に備え、平常時から支援体制の整備に努める。 

イ 緊急時の連絡窓口、連絡方法等について、市と情報交換し、連絡体制の整備に努める。 

ウ 調査・復旧工法等技術的支援等必要な支援ができるよう体制の整備に努める。 

⑥ 上越市管路調査協会 

ア 市からの協力依頼に備え、平常時から支援体制の整備に努める。 

イ 緊急時の連絡窓口、連絡方法等について、市と情報交換し、連絡体制の整備に努める。 

ウ 目視及びカメラ等による緊急調査、応急措置、汚水運搬等必要な支援ができるよう体制の整備

に努める。 

⑦ 公益社団法人新潟県浄化槽整備協会上越支部 

ア 市からの協力依頼に備え、平常時から支援体制の整備に努める。 

イ 緊急時の連絡窓口、連絡方法等について、市と情報交換し、連絡体制の整備に努める。 

ウ し尿、浄化槽汚泥の収集運搬等について、支援ができるよう体制の整備に努める。 

えた修正） 

実態を踏まえ修正 

 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（実態を踏ま

えた修正） 

記載内容の整理 

 第 26節 （略）   第 26節 （略）  
 

 第 27節 危険物等施設の地震・津波対策  

 

１ 計画の方針 

⑴ 基本方針 

 第 27節 危険物等施設の地震・津波対策  

 

１ 計画の方針 

⑴ 基本方針 

 

 

 

 

 

県計画を踏まえた

担当：危機管理課、環境保全課 担当：危機管理課、環境保全課 
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修正前 修正後 修正理由 

危険物、火薬類、高圧ガス、毒物劇物、有害物質      等の危険物品及び放射性物質（放射

線発生装置を含む。以下同じ。）の取扱いについて安全対策を講じるとともに、地震又は津波等によ

る災害の未然防止を図るため、市、事業者、上越地域消防事務組合、県警察、第九管区海上保安本部

（上越海上保安署）及び県は、必要な対策を講じる。 

⑵ 積雪期の対応 

事業者は、降雪、雪崩又は融雪    による危険物等施設の損傷を防止する措置を講ずる。市及

び事業者は、降雪期においては除雪等を的確に行い、必要な消防水利を確保する。 

 

２ （略） 

 

３ それぞれの役割 

⑴ 危険物取扱・貯蔵事業者等の役割 

① 共通事項 

ア 事業者は、保安体制を強化   し、法令に定める保安措置を講ずるとともに、施設の耐震性

の強化、保安教育及び訓練の徹底等により、地震又は津波等による災害発生の未然防止を図る。 

イ～エ （略） 

② （略） 

③ 火薬類製造施設等 

ア 火薬類取締法（昭和 25年法律第 149号）の基準を遵守し、災害の未然防止と         

公共の安全を確保する。 

イ～ウ （略） 

④ （略） 

⑤ 毒物劇物保管貯蔵施設 

ア 毒物及び劇物取締法（昭和 25 年法律第 303 号）の基準を遵守し、保健衛生上の危害を防止す

るために必要な措置を講じる。 

イ 毒物又は劇物の取扱実態を考慮し、危害防止規程の制定及び改正を行うとともに、適正な危害

防止対策を実施する。 

⑥ 有害物質取扱施設等 

ア 大気汚染防止法（昭和 43年法律第 97号）、水質汚濁防止法（昭和 45年法律第 138号）    

                        及び特定工場における公害防止組織の整

備に関する法律（昭和 46 年法律第 107 号）の基準を遵守し、人の健康を保護するとともに、生

活環境を保全する。 

イ 有害物質の大気への排出、公共用水域への流出、地下への浸透等の事故が発生した場合は、直

ちに必要な措置を講ずるとともに、速やかに関係機関へ報告する。 

⑦～⑧ （略） 

危険物、火薬類、高圧ガス、毒物劇物、有害物質（石綿含む）等の危険物品及び放射性物質（放射

線発生装置を含む。以下同じ。）の取扱いについて安全対策を講ずるとともに、地震又は津波等によ

る災害の未然防止を図るため、市、事業者、上越地域消防事務組合、県警察、第九管区海上保安本部

（上越海上保安署）及び県は、必要な対策を講ずる。 

⑵ 積雪期の対応 

事業者は、地震動に起因する落雪、雪崩による危険物等施設の損傷を防止する措置を講ずる。市及

び事業者は、降雪期においては除雪等を的確に行い、必要な消防水利を確保する。 

 

２ （略） 

 

３ それぞれの役割 

⑴ 危険物取扱・貯蔵事業者等の役割 

① 共通事項 

ア 事業者は、適切な保安体制を維持し、法令に定める保安措置を講ずるとともに、施設の耐震性

の強化、保安教育及び訓練の徹底等により、地震又は津波等による災害発生の未然防止を図る。 

イ～エ （略） 

② （略） 

③ 火薬類製造施設等 

ア 火薬類取締法（昭和 25 年法律第 149 号）の基準を遵守することにより災害を未然に防止し、

公共の安全を確保する。 

イ～ウ （略） 

④ （略） 

⑤ 毒物劇物  貯蔵施設 

ア 毒物及び劇物取締法（昭和 25 年法律第 303 号）の基準を遵守し、保健衛生上の危害を防止す

るために必要な措置を講ずる。 

イ 毒物又は劇物の取扱実態を考慮し、危害防止規定の制定及び改正を行うとともに、適正な危害

防止対策を実施する。 

⑥ 有害物質取扱施設等 

ア 大気汚染防止法（昭和 43 年法律第 97 号）、水質汚濁防止法（昭和 45 年法律第 138 号）、ダ

イオキシン類対策特別措置法（平成 11 年法律第 105 号）及び特定工場における公害防止組織の

整備に関する法律（昭和 46 年法律第 107 号）の基準を遵守し、人の健康を保護するとともに、

生活環境を保全する。 

イ 災害発生時に、石綿飛散・ばく露防止に係る応急対応を迅速に実施するため、建築物等におけ

る石綿使用状況を把握しておく。                 

⑦～⑧ （略） 

修正（石綿飛散防

止対策の明記、字

句修正） 

 

県計画を踏まえた

修正（地震に係る

対策の明確化） 

 

 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（記載内容の

精査） 

 

 

県計画を踏まえた

修正（字句修正） 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（字句修正） 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（関係法令の

追加） 

 

 

県計画を踏まえた

修正（災害時にお

ける石綿飛散防止
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修正前 修正後 修正理由 

⑵ （略） 

⑶ 県の役割 

①～③ （略） 

④ 毒物劇物保管貯蔵施設安全対策 

ア 毒物劇物営業者及び届出を要する業務上取扱者に対しては、毒物及び劇物取締法に基づく立入

検査等を実施し、適正な取扱いについて指導するとともに、毒物劇物の貯蔵状況、危害防止規程

等を確認し、対策又は改善が必要な場合には整備、補強等を指示する。 

イ （略） 

⑤ 有害物質取扱施設等安全対策 

ア 有害物質取扱施設等に対し、大気汚染防止法、水質汚濁防止法               

 及び特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく立入検査を実施し、有害物質

の大気への排出防止、公共用水域への流出防止及び地下への浸透の未然防止対策を指導する。 

イ （略） 

⑷ （略） 

⑵ （略） 

⑶ 県の役割 

①～③ （略） 

④ 毒物劇物  貯蔵施設安全対策 

ア 毒物劇物営業者及び届出を要する業務上取扱者に対しては、毒物及び劇物取締法に基づく立入

検査等を実施し、適正な取扱いについて指導するとともに、毒物劇物の貯蔵状況、危害防止規定

等を確認し、対策又は改善が必要な場合には整備、補強等を指示する。 

イ （略） 

⑤ 有害物質取扱施設等安全対策 

ア 有害物質取扱施設等に対し、大気汚染防止法、水質汚濁防止法、ダイオキシン類対策特別措置

法及び特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく立入検査を実施し、有害物質

の大気への排出防止、公共用水域への流出防止及び地下への浸透の未然防止対策を指導する。 

イ （略） 

⑷ （略） 

に係る取り扱いマ

ニュアル改訂の反

映） 

県計画を踏まえた

修正（文言整理） 

 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（関係法令の

追加） 

 第 28節 学校の地震・津波対策  

 

１～２ （略） 

 

３ それぞれの役割 

⑴ 学校の役割 

①～⑥ （略） 

⑦ 防災体制の整備及び防災教育の実施 

ア （略） 

イ 生徒等に対する防災教育 

（略） 

(ｱ) 事件・事故・災害等の実態、原因及び防止 法等について理解させ、現在及び将来に直面

する安全確保のための課題に対して、適切な意思決定や行動選択ができるようにすること。 

(ｲ)～(ｳ) （略） 

⑧ （略） 

⑵～⑷ （略） 

 第 28節 学校の地震・津波対策  

 

１～２ （略） 

 

３ それぞれの役割 

⑴ 学校の役割 

①～⑥ （略） 

⑦ 防災体制の整備及び防災教育の実施 

ア （略） 

イ 生徒等に対する防災教育 

（略） 

(ｱ) 事件・事故・災害等の実態、原因及び防止方法等について理解させ、現在及び将来に直面

する安全確保のための課題に対して、適切な意思決定や行動選択ができるようにすること。 

(ｲ)～(ｳ) （略） 

⑧ （略） 

⑵～⑷ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（字句修正） 

 第 29節 （略）   第 29節 （略）  
 

担当：教育総務課、学校教育課 担当：教育総務課、学校教育課 
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修正前 修正後 修正理由 

 第 30節 ボランティア受入れ体制の整備  

 

１ （略） 

 

２ 主な取組 

⑴～⑷ （略） 

津波被害発生後３時間以内 県と調整会議による意志決定、県支援センターの設置 

 〃 ６時間以内 県支援センターの運営、情報の受発信 

 〃 １２時間以内 調整会議構成団体による被災市町村への先遣隊派遣 

〃 ２４時間以内 ボランティアセンターの設置の判断         

〃 ２日以内 
ボランティアセンターの設置、被災地のニーズの把握、災害

ボランティア受入広報の発信 

 

３ それぞれの役割 

⑴ 市の役割 

① （略） 

② ボランティアセンターの運営支援 

ア （略） 

イ ボランティアセンター                   と市災害対策本部との    

         情報を共有するための体制を整備する。 

③ （略） 

⑵～⑶ （略） 

 第 30節 ボランティア受入れ体制の整備  

 

１ （略） 

 

２ 主な取組 

⑴～⑷ （略） 

津波被害発生後３時間以内 県と調整会議による意志決定、県支援センターの設置 

 〃 ６時間以内 県支援センターの運営、情報の受発信 

 〃 １２時間以内 調整会議構成団体による被災市町村への先遣隊派遣 

〃 ２４時間以内 ボランティアセンターの設置、被災地のニーズの把握 

〃 ２日以内 
                        災害

ボランティア受入広報の発信 

 

３ それぞれの役割 

⑴ 市の役割 

① （略） 

② ボランティアセンターの運営支援 

ア （略） 

イ ボランティアセンターを設置・運営する上越市社会福祉協議会等と市災害対策本部との災害ボ

ランティアに関する情報を共有するための体制を整備する。 

③ （略） 

⑵～⑶ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関係課意見を踏ま

え修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（防災基本計

画の反映） 

 第 31節～第 32節 （略）   第 31節～第 32節 （略）  
 

 第 33節 行政機能の保全  

 

１～２ （略） 

 

３ それぞれの取組 

⑴ 市の取組 

 第 33節 行政機能の保全  

 

１～２ （略） 

 

３ それぞれの取組 

⑴ 市の取組 

 

 

 

 

 

 

 

県計画を踏まえた

担当：人事課、総務管理課、財政課、用地管財課、危機管理課、会計課 担当：人事課、総務管理課、財政課、用地管財課、危機管理課、会計課 

担当：共生まちづくり課 担当：共生まちづくり課 
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修正前 修正後 修正理由 

災害発生時の災害応急対策等の実施や優先度の高い通常業務の継続のため、災害時に必要となる人

員や資機材等を必要な場所に的確に投入するための事前の準備体制と事後の対応力の強化を図る必

要があることから、業務継続計画に基づき、業務継続性の確保を図る。 

                                             

                                              

                                              

                                              

             

また、実効性のある業務継続体制を確保するため必要な人員や資機材等の確保や教育、訓練等を通

じた体制整備に努める。                                   

                                           

なお、個別の業務又は業務分野における業務継続について詳細事項等を定める必要がある場合は、

本計画に従い、別途個別の詳細計画やマニュアル等を策定する。 

①～⑥ （略） 

⑵～⑶ （略） 

災害発生時の災害応急対策等の実施や優先度の高い通常業務の継続のため、災害時に必要となる人

員や資機材等を必要な場所に的確に投入するための事前の準備体制と事後の対応力の強化を図る必

要があることから、業務継続計画に基づき、業務継続性の確保を図る。 

特に、市は、災害時に災害応急対策活動や復旧・復興活動の主体として重要な役割を担うことから、

業務継続計画の策定等に当たっては、少なくとも首長不在時の明確な代行順位及び職員の参集体制、

本庁舎が使用できなくなった場合の代替庁舎の特定、電気・水・食料等の確保、災害時にもつながり

やすい多様な通信手段の確保、重要な行政データのバックアップ並びに非常時優先業務の整理につい

て定めておくものとする。 

また、実効性のある業務継続体制を確保するため、地域や想定される災害の特性等を踏まえつつ、

必要な資源の継続的な確保、定期的な教育・訓練・点検等の実施、訓練等を通じた経験の蓄積や状況

の変化等に応じた体制の見直し、計画の評価・検証等を踏まえた改訂などを行うものとする。 

なお、個別の業務又は業務分野における業務継続について詳細事項等を定める必要がある場合は、

本計画に従い、別途個別の詳細計画やマニュアル等を策定する。 

①～⑥ （略） 

⑵～⑶ （略） 

修正（防災基本計

画の反映） 
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修正前 修正後 修正理由 

第２章 災害応急対策計画 

 第１節 災害対策本部の組織・運営  

 

１ （略） 

 

２ 市の組織体制及び職員の配備 

⑴ （略） 

⑵ 災害対策本部、現地災害対策本部の設置 

① 災害対策本部 

ア～イ （略） 

ウ 災害対策本部設置時の体制及び配備基準 

（略） 

配 備 名 配 備 基 準 配 備 体 制 

第 一 配 備 

① 市内で震度 5強の揺れを観測したとき 

② 津波予報区「新潟県上中下越」に大津

波警報又は津波警報が発表されたとき 

③ 市域に相当規模の災害が発生、又は発

生が予想され市長が必要と認めたとき 

概ね  全職員の 1/2 の数の職

員が従事する。 

第 二 配 備 

① 市内で震度 6 弱以上の揺れを観測した

とき又は第一配備体制では対処できない

とき 

② 市長が必要と認めたとき 

 

 

全職員が従事する。 

 

エ～カ （略） 

② （略） 

⑶～⑷ （略） 

 

３～６ （略） 

 

第２章 災害応急対策計画 

 第１節 災害対策本部の組織・運営  

 

１ （略） 

 

２ 市の組織体制及び職員の配備 

⑴ （略） 

⑵ 災害対策本部、現地災害対策本部の設置 

① 災害対策本部 

ア～イ （略） 

ウ 災害対策本部設置時の体制及び配備基準 

（略） 

配 備 名 配 備 基 準 配 備 体 制 

第 一 配 備 

市域に相当規模の災害が発生し、又は発

生が予想された場合で、市長が必要と認め

たとき。 

 

 

おおむね全職員の 1/2 の数の職

員が従事する。 

第 二 配 備 

① 市内で震度 5 強以上の揺れを観測した

とき 

② 津波予報区「新潟県上中下越」に大津

波警報又は津波警報が発表されたとき 

③ 第一配備体制では対処できないとき 

④ 市長が必要と認めたとき 

全職員が従事する。 

 

エ～カ （略） 

② （略） 

⑶～⑷ （略） 

 

３～６ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時点修正 

担当：情報収集・統括班、すべての班 担当：情報収集・統括班、すべての班 
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修正前 修正後 修正理由 

 第２節 防災関係機関の相互協力体制  

 

１ 計画の方針 

⑴ （略） 

⑵ それぞれの責務 

① 市の責務 

ア （略） 

（追加） 

 

 

イ （略） 

ウ （略） 

エ （略） 

オ 災害規模や被災地のニーズに応じて円滑かつ迅速に他の市町村等から応援を受けることがで

きるよう、あらかじめ要請の手順、連絡調整窓口、連絡の方法                

        などの必要事項を応援計画や受援計画で定め、関係機関で共有する等、必要な

準備を整える。 

② 県の責務 

ア～カ （略） 

キ 市が災害対応力を喪失等したときは、その機能を迅速かつ適切に支援する。 

なお、                                        

  被災により市がその全部又は大部分の事務を行うことが不可能になった場合には、知事は、

応急措置を実施するため市長に与えられた権限のうち、警戒区域を設定し、災害応急対策に従事

する者以外の者に対して当該区域への立ち入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該区域からの

退去を命ずる権限、他人の土地等を一時使用し、又は土石等を使用し、若しくは収用する権限及

び現場の災害を受けた工作物等で応急措置の実施の支障となるものの除去等をする権限並びに

現場にある者を応急措置の業務に従事させる権限により実施すべき応急措置の全部または一部

を、市長に代わって行うものとする。 

ク～コ （略） 

③ （略） 

⑶～⑸ （略） 

 

２ 市の応援要請 

 第２節 防災関係機関の相互協力体制  

 

１ 計画の方針 

⑴ （略） 

⑵ それぞれの責務 

① 市の責務 

ア （略） 

イ 被災市町村から応援を求められたときは、災害応急対策のうち、消防、救助等人命に関わるよ

うな災害発生直後の緊急性の高い応急措置については、正当な理由がない限り、応援を行う。 

なお、職員を派遣する場合、地域や災害の特性等を考慮した職員の選定に努めるものとする。 

ウ （略） 

エ （略） 

オ （略） 

カ 災害規模や被災地のニーズに応じて円滑かつ迅速に他の市町村等から応援を受けることがで

きるよう、あらかじめ要請の手順、連絡調整窓口、連絡の方法、応援機関の活動拠点、応援要員

の集合・配置体制などの必要事項を応援計画や受援計画で定め、関係機関で共有する等、必要な

準備を整える。 

② 県の責務 

ア～カ （略） 

キ 市が災害対応力を喪失等したときは、その機能を迅速かつ適切に支援する。 

なお、職員を派遣する場合、地域や災害の特性等を考慮した職員の選定に努めるものとする。

また、被災により市がその全部又は大部分の事務を行うことが不可能になった場合には、知事は、

応急措置を実施するため市長に与えられた権限のうち、警戒区域を設定し、災害応急対策に従事

する者以外の者に対して当該区域への立ち入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該区域からの

退去を命ずる権限、他人の土地等を一時使用し、又は土石等を使用し、若しくは収用する権限及

び現場の災害を受けた工作物等で応急措置の実施の支障となるものの除去等をする権限並びに

現場にある者を応急措置の業務に従事させる権限により実施すべき応急措置の全部または一部

を、市長に代わって行うものとする。 

ク～コ （略） 

③ （略） 

⑶～⑸ （略） 

 

２ 市の応援要請 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（防災基本計

画の反映） 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（防災基本計

画の反映） 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（防災基本計

画の反映） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当：調整・渉外班、情報収集・統括班 担当：調整・渉外班、情報収集・統括班 
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修正前 修正後 修正理由 

⑴ 他市町村に対する要請 

市長は、大規模な災害が発生した場合において、市のみでは十分な応急対策が実施できないと認め

たときは、他市町村との災害時相互応援協定に基づき応援を要請する。応援要請は文書で行うものと

するが、文書によるいとまがない場合は、とりあえず口頭又は電話等で要請する。         

       

⑵～⑺ （略） 

 

３～７ （略） 

⑴ 他市町村に対する要請 

市長は、大規模な災害が発生した場合において、市のみでは十分な応急対策が実施できないと認め

たときは、他市町村との災害時相互応援協定に基づき応援を要請する。応援要請は文書で行うものと

するが、文書によるいとまがない場合は、電話等により要請を行い、その後速やかに文書を送付する

ものとする。 

⑵～⑺ （略） 

 

３～７ （略） 

県計画を踏まえた

修正（字句修正） 

 

 第３節 災害時の通信確保  

 

１ 計画の方針 

⑴ （略） 

⑵ それぞれの責務 

① 市の責務 

ア～イ （略） 

ウ 大津波警報・津波警報・津波注意報及び避難情報等の伝達に当たっては、走行中の車両、運行

中の列車、船舶、海水浴客、釣り人、観光客等の要配慮者にも確実に伝達できるよう、防災行政

無線          、全国瞬時警報システム（Ｊアラート）、災害情報共有システム（L

アラート）、テレビ（ケーブルテレビを含む）、有線放送、ラジオ（エフエム上越㈱を含む。）、携

帯電話（緊急速報メール機能を含む。）、ワンセグ等のあらゆる手段の活用を図る。 

エ～カ （略） 

②～③ （略） 

⑶～⑸ （略） 

 

２～４ （略） 

 第３節 災害時の通信確保  

 

１ 計画の方針 

⑴ （略） 

⑵ それぞれの責務 

① 市の責務 

ア～イ （略） 

ウ 大津波警報・津波警報・津波注意報及び避難情報等の伝達に当たっては、走行中の車両、運行

中の列車、船舶、海水浴客、釣り人、観光客等の要配慮者にも確実に伝達できるよう、防災行政

無線（戸別受信機を含む。）、全国瞬時警報システム（Ｊアラート）、災害情報共有システム（L

アラート）、テレビ（ケーブルテレビを含む）、有線放送、ラジオ（エフエム上越㈱を含む。）、携

帯電話（緊急速報メール機能を含む。）、ワンセグ等のあらゆる手段の活用を図る。 

エ～カ （略） 

②～③ （略） 

⑶～⑸ （略） 

 

２～４ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（防災基本計

画の反映） 

 第４節 被災状況等の収集伝達  

 

１ 計画の方針 

⑴ （略） 

 第４節 被災状況等の収集伝達  

 

１ 計画の方針 

⑴ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当：情報収集・統括班、広報・記録班、調整・渉外班、被害状況集約班、被害状況調査

班、一般被害調査班、土木班、農林水産班、産業観光班、生活環境班、教育班、ガ

ス水道班、災害対策班（各区総合事務所） 

担当：情報収集・統括班、広報・記録班、調整・渉外班、被害状況集約班、被害状況調査

班、一般被害調査班、土木班、農林水産班、産業観光班、生活環境班、教育班、ガ

ス水道班、災害対策班（各区総合事務所） 

担当：情報収集・統括班、災害対策班（各区総合事務所） 担当：情報収集・統括班、災害対策班（各区総合事務所） 
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修正前 修正後 修正理由 

⑵ それぞれの責務 

①～② （略）  

③ 県の責務 

ア （略） 

イ 被害が発生した場合、可能な限り消防防災ヘリコプターを出動させ、上空からの目視及びヘリ

コプターによる画像撮影等により被災地情報を収集する。 

また、必要に応じて自衛隊、第九管区海上保安本部（上越海上保安署）、国土交通省北陸地方

整備局      に対し被災状況の調査を要請                  する。 

ウ～カ （略） 

④～⑤ （略） 

⑶～⑹ （略） 

 

２～５ （略） 

⑵ それぞれの責務 

①～② （略） 

③ 県の責務 

ア （略） 

イ 被害が発生した場合、可能な限り消防防災ヘリコプターを出動させ、上空からの目視及びヘリ

コプターによる画像撮影等により被災地情報を収集する。 

また、必要に応じて自衛隊、第九管区海上保安本部（上越海上保安署）、国土交通省北陸地方

整備局、ＪＡＸＡ等に対してヘリコプター、巡視船艇、人工衛星等による情報収集を依頼する。 

ウ～カ （略） 

④～⑤ （略） 

⑶～⑹ （略） 

 

２～５ （略） 

 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（防災基本計

画の反映） 

 第５節 災害時の放送  

 

１ 計画の方針 

⑴ （略） 

⑵ 緊急放送の要請 

（略） 

① （略） 

② 全県波放送局の連絡先 

局 名 情報受信責任者 

日本放送協会 

㈱新潟放送 

㈱新潟総合テレビ 

㈱テレビ新潟放送網 

㈱新潟テレビ21 

㈱エフエムラジオ新潟 

新潟県民エフエム放送㈱ 

放送部長 

報道担当部長 

報道制作部長 

報道部長 

報道グループ長 

放送営業部次長    

編成制作部長 

 

⑶ その他緊急を要する情報の提供 

市が、全県波放送局に緊急情報を提供する場合は、「新潟県緊急時情報伝達連絡会」の情報伝達ル

ート及び手段による。 

 第５節 災害時の放送  

 

１ 計画の方針 

⑴ （略） 

⑵ 緊急放送の要請 

（略） 

① （略） 

② 全県波放送局の連絡先 

局 名 情報受信責任者 

日本放送協会 

㈱新潟放送 

㈱新潟総合テレビ 

㈱テレビ新潟放送網 

㈱新潟テレビ21 

㈱エフエムラジオ新潟 

新潟県民エフエム放送㈱ 

放送部長 

報道担当部長 

報道制作部長 

報道部長 

報道グループ長 

放送事業本部副本部長 

編成制作部長 

 

⑶ その他緊急を要する情報の提供 

市が、全県波放送局に緊急情報を提供する場合は、「新潟県緊急時情報伝達連絡会」の情報伝達ル

ート及び手段による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（時点修正） 

 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（避難情報の

名称変更） 

担当：広報・記録班、情報収集・統括班 担当：広報・記録班、情報収集・統括班 
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修正前 修正後 修正理由 

同ルートにより伝達する情報は、法に基づく避難勧告、避難指示の発表及び解除とする。 

⑷ （略） 

 

２ 業務の体系 

■ 災害に関する警報等の周知 

↓ 

■ 緊急警報放送 

↓ 

■ 避難指示     

↓ 

■ 災害関連番組の編成 

 

３ 各放送機関の災害時の放送（全県波放送局） 

⑴～⑵ （略） 

⑶ 避難指示     

（略） 

⑷ （略） 

 

４ （略） 

同ルートにより伝達する情報は、法に基づく避難指示（緊急） の発令及び解除とする。 

⑷ （略） 

 

２ 業務の体系 

■ 災害に関する警報等の周知 

↓ 

■ 緊急警報放送 

↓ 

■ 避難指示（緊急） 

↓ 

■ 災害関連番組の編成 

 

３ 各放送機関の災害時の放送（全県波放送局） 

⑴～⑵ （略） 

⑶ 避難指示（緊急） 

（略） 

⑷ （略） 

 

４ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（避難情報の

名称変更） 

 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（避難情報の

名称変更） 

 第６節 広報・広聴活動  

 

１～２ （略） 

 

３ 業務の内容 

（略） 

⑴ 地震又は津波発生直後における広報（地震又は津波発生後概ね 3～4時間以内） 

新潟地方気象台 

・気象庁及び県等が観測した地震や津波観測に基づく情報（地震・津波に関する

警報等の情報                   ）を関係機関に防災情

報提供システム等で直ちに配信する。 

・必要に応じて、県、市、報道機関等に対し、地震・津波に関する        

            説明会を開催する。 

高田河川国道事務所 

県 

（略） 

 第６節 広報・広聴活動  

 

１～２ （略） 

 

３ 業務の内容 

（略） 

⑴ 地震又は津波発生直後における広報（地震又は津波発生後概ね 3～4時間以内） 

新潟地方気象台 

・            地震や津波観測に基づく情報（緊急地震速報（警報）、

大津波警報、津波警報・注意報、津波予報及び地震情報）を関係機関に防災情

報提供システム等で直ちに配信する。 

・必要に応じて、県、市、報道機関等に対し津波警報等、津波予報及び地震・津

波等の現象の状況に関する説明会を開催する。 

高田河川国道事務所 

県 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（記載内容の

精査） 

 

 

 

 

担当：情報収集・統括班、広報・記録班、調整・渉外班、災害対策班（各区総合事務所） 担当：情報収集・統括班、広報・記録班、調整・渉外班、災害対策班（各区総合事務所） 
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修正前 修正後 修正理由 

市 

・市民に対する避難指示     

・津波発生の危険性がある場合は、沿岸地域の住民等に防災行政無線及び広報車

等で避難指示    を緊急伝達する。 

・町内会、自主防災組織、消防団及び県警察等の協力を得て、避難、医療、救護

等の情報を漏れなく伝達する。 

・津波の規模が大きく被害が甚大な場合、市長は必要に応じ、報道機関を通じて

市民等に説明する。 

・災害が発生する危険性がある場合には、危険地域の住民に対し、避難指示    

  を広報車                                

   及び防災行政無線         等で広報するとともに、町内会、

自主防災組織、消防団及び県警察等の協力を得て漏れなく伝達する。 

報道機関 （略） 

 

⑵～⑷ （略） 

 

４～６ （略） 

市 

・市民に対する避難指示（緊急） 

・津波発生の危険性がある場合は、沿岸地域の住民等に防災行政無線及び広報車

等で避難指示（緊急）を緊急伝達する。 

・町内会、自主防災組織、消防団及び県警察等の協力を得て、避難、医療、救護

等の情報を漏れなく伝達する。 

・津波の規模が大きく被害が甚大な場合、市長は必要に応じ、報道機関を通じて

市民等に説明する。 

・災害が発生する危険性がある場合には、危険地域の住民に対し、避難指示（緊

急）を広報車、新潟県総合防災情報システム、Ｌアラート（災害情報共有シス

テム）及び防災行政無線（戸別受信機を含む。）等で広報するとともに、町内会、

自主防災組織、消防団及び県警察等の協力を得て漏れなく伝達する。 

報道機関 （略） 

 

⑵～⑷ （略） 

 

４～６ （略） 

県計画を踏まえた

修正（防災基本計

画の反映） 

 

 

 

 第７節 市民等の避難  

 

１ 計画の方針 

⑴ 基本方針 

津波災害は、第一波到達時間が短い場合もあるため、市民等は、揺れを感じたとき又は津波警報等

を見聞きしたときは、迷うことなく迅速かつ自主的に、直ちに海岸及び河川から離れ、急いで高台等

のできるだけ高い安全な場所に避難する。 

市は、市民等の生命、身体を保護するため、関係機関から伝達を受けた津波警報等を、市民等に伝

達するとともに、速やかに的確な避難指示    等を行う。 

⑵ それぞれの責務 

① 市民の責務 

ア～イ （略） 

ウ 市が発表する避難に関する情報を正しく理解し、的確に行動する。 

区 分 発表時の状況等 対象となる市民等 求める行動 

指示   

   

 

・気象庁から津波予報区「新

潟県上中下越」に大津波警

報、津波警報が発表された

・沿岸部や川沿い

にいる人 

・ただちに避難場所（高台や避難ビ

ルなど安全な場所）に避難する 

 第７節 市民等の避難  

 

１ 計画の方針 

⑴ 基本方針 

津波災害は、第一波到達時間が短い場合もあるため、市民等は、揺れを感じたとき又は津波警報等

を見聞きしたときは、迷うことなく迅速かつ自主的に、直ちに海岸及び河川から離れ、急いで高台等

のできるだけ高い安全な場所に避難する。 

市は、市民等の生命、身体を保護するため、関係機関から伝達を受けた津波警報等を、市民等に伝

達するとともに、速やかに的確な避難指示（緊急）等を行う。 

⑵ それぞれの責務 

① 市民の責務 

ア～イ （略） 

ウ 市が発表する避難情報    を正しく理解し、的確に行動する。 

区 分 発表時の状況等 対象となる市民等 求める行動 

指示（緊

急） 

・気象庁から津波予報区「新

潟県上中下越」に大津波警

報、津波警報が発表された

・沿岸部や川沿い

にいる人 

・ただちに避難場所（高台や避難ビ

ルなど安全な場所）に避難する 

 

 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（避難情報の

名称変更） 

 

 

 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（避難情報の

名称変更） 

 

 

担当：情報収集・統括班、広報・記録班、調整・渉外班、災害対策班（各区総合事務所） 担当：情報収集・統括班、広報・記録班、調整・渉外班、災害対策班（各区総合事務所） 
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修正前 修正後 修正理由 

とき 

・気象庁から津波予報区「新

潟県上中下越」に津波注意

報が発表されたとき 

・海の中や海岸に

いる人 

・ただちに海から上がって、海岸か

ら離れる 

 

エ （略） 

② （略） 

③ 市の責務 

ア 津波警報等を迅速かつ正確に、市民等に伝達する。伝達に際しては、市防災行政無線     

      、全国瞬時警報システム（Ｊアラート）、災害情報共有システム（Lアラート）、テ

レビ（ケーブルテレビを含む。）、有線放送、ラジオ（エフエム上越㈱を含む。）、携帯電話（緊急

速報メール機能を含む。）、ワンセグ等の多様な情報伝達手段を活用して行う。 

イ 津波警報等を覚知した場合、速やかに的確な避難指示    を行う。市は指示を行った場合

には県に報告する。なお、津波警報等に応じて自動的に避難指示    を発表する場合におい

ても、住民等の円滑な避難や安全確保の観点から、避難行動を補完する情報を市民等に伝達する。 

ウ 避難指示    の発表に当たっては、居住者等が短時間に認識できる情報量を考慮して定

め、伝達例文やひな形を整理するなど、具体的でわかりやすい内容で発表する。このとき、高齢

者や障害者等の避難行動要支援者や一時滞在者に配慮する。 

エ 避難指示を                       しようとする場合において、必

要があると認めるときは、指定地方行政機関又は県に対し、助言を求める。 

オ （略） 

カ 避難の必要がなくなったときは、避難指示    の解除を公示し、県に報告する 

キ 二次災害※の危険性がある場合は、速やかに当該地区の市民等に避難を指示又は勧告     

     する。 

※津波、浸水、土砂災害、雪崩、火災の延焼、危険物等の漏洩等 

④ 県の責務 

ア （略） 

イ 市から避難を指示しようとする場合に助言を求められたときは、その所掌事務に関して必要な

助言をする。                           

ウ～カ （略） 

キ 市の避難に関する情報の発表状況を被害状況と共に集約し、総務省消防庁に報告すると共に、

報道機関や県ホームページを通じて公表する。 

ク～コ （略） 

⑤ （略） 

⑥ その他防災関係機関等 

とき 

・気象庁から津波予報区「新

潟県上中下越」に津波注意

報が発表されたとき 

・海の中や海岸に

いる人 

・ただちに海から上がって、海岸か

ら離れる 

 

エ （略） 

② （略） 

③ 市の責務 

ア 津波警報等を迅速かつ正確に、市民等に伝達する。伝達に際しては、市防災行政無線（戸別受

信機を含む）、全国瞬時警報システム（Ｊアラート）、災害情報共有システム（L アラート）、テ

レビ（ケーブルテレビを含む。）、有線放送、ラジオ（エフエム上越㈱を含む。）、携帯電話（緊急

速報メール機能を含む。）、ワンセグ等の多様な情報伝達手段を活用して行う。 

イ 津波警報等を覚知した場合、速やかに的確な避難指示（緊急）を行う。市は指示を行った場合

には県に報告する。なお、津波警報等に応じて自動的に避難指示（緊急）を発令する場合におい

ても、住民等の円滑な避難や安全確保の観点から、避難行動を補完する情報を市民等に伝達する。 

ウ 避難指示（緊急）の発令に当たっては、居住者等が短時間に認識できる情報量を考慮して定め、

伝達例文やひな形を整理するなど、具体的でわかりやすい内容で発令する。このとき、高齢者や

障害者等の避難行動要支援者や一時滞在者に配慮する。 

エ 避難指示（緊急）等又は屋内での退避等の安全確保措置を指示しようとする場合において、必

要があると認めるときは、指定地方行政機関又は県に対し、助言を求める。 

オ （略） 

カ 避難の必要がなくなったときは、避難指示（緊急）の解除を公示し、県に報告する 

キ 二次災害※の危険性がある場合は、速やかに当該地区の市民等に避難指示 又は避難勧告（緊

急）を発令する。 

※津波、浸水、土砂災害、雪崩、火災の延焼、危険物等の漏洩等 

④ 県の責務 

ア （略） 

イ 県は、市が行う避難指示（緊急）等又は屋内での退避等の安全確保の指示に関し、時機を失す

ることなく避難指示（緊急）等が発令されるよう、積極的に助言する。 

ウ～カ （略） 

キ 市の避難指示（緊急）の発令状況を被害状況と共に集約し、総務省消防庁に報告すると共に、

報道機関や県ホームページを通じて公表する。 

ク～コ （略） 

⑤ （略） 

⑥ その他防災関係機関等 

 

 

 

 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（防災基本計

画の反映 等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（防災基本計

画の反映 等） 

 

 

 

 

 

 

県計画を踏まえた
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修正前 修正後 修正理由 

新潟地方気象台は、津波警報等を発表したときは、直ちにその警報事項を関係機関に通知しなけ

ればならない。 

市長による避難の指示ができないと認めるとき、又は市長から要求があったとき、警察官又は海

上保安官は、必要と認める地域の居住者等に避難のための立退きを指示することができる。立退き

先を指示したときは、直ちに市長に通知するものとする。 

水防管理者は、津波によって氾濫による著しい危険が切迫していると認められるときは、必要と

認める地域の居住者等に対して、避難のための立退きを指示することができる。 

指定行政機関〔国土交通省、気象庁等〕の長又は指定地方行政機関の長は、市長から避難指示   

  等の安全確保措置を指示しようとする場合に助言を求められたときは、その所掌事務に関して

必要な助言をするものとする。 

⑶ 主な取組 

市民等の迅速な自主的避難とそのための津波警報等の伝達、避難指示    の実施及び安全を確

保した避難誘導等により、人的被害発生を防止する。 

⑷ （略） 

⑸ 積雪期の対応 

① 屋外では音声情報が伝わり難くなるため、確実に避難に関する情報等を伝達するよう留意する。 

②～③ （略） 

 

２～４ （略） 

 

５ 避難に関する情報（避難指示）の発表基準 

⑴ 発表基準 

（略） 

⑵ （略） 

 

６ 業務の体系 

■ 津波警報等の伝達 

↓ 

■ 避難に関する情報の発表、伝達 

↓ 

■ 避難場所（高台や避難ビルなど安全な場所）への避難 

↓ 

■ 避難誘導 

↓ 

■ 孤立対策 

新潟地方気象台は、津波警報等を発表したときは、直ちにその警報事項を関係機関に通知しなけ

ればならない。 

市長による避難の指示ができないと認めるとき、又は市長から要求があったとき、警察官又は海

上保安官は、必要と認める地域の居住者等に避難のための立退きを指示することができる。立退き

先を指示したときは、直ちに市長に通知するものとする。 

水防管理者は、津波によって氾濫による著しい危険が切迫していると認められるときは、必要と

認める地域の居住者等に対して、避難のための立退きを指示することができる。 

指定行政機関〔国土交通省、気象庁等〕の長又は指定地方行政機関の長は、市長から避難指示（緊

急）等の安全確保措置を指示しようとする場合に助言を求められたときは、その所掌事務に関して

必要な助言をするものとする。 

⑶ 主な取組 

市民等の迅速な自主的避難とそのための津波警報等の伝達、避難指示（緊急）の実施及び安全を確

保した避難誘導等により、人的被害発生を防止する。 

⑷ （略） 

⑸ 積雪期の対応 

① 屋外では音声情報が伝わり難くなるため、確実に避難指示（緊急） を伝達するよう留意する。 

②～③ （略） 

 

２～４ （略） 

 

５ 避難指示（緊急）      の発令基準 

⑴ 発令基準 

（略） 

⑵ （略） 

 

６ 業務の体系 

■ 津波警報等の伝達 

↓ 

■ 避難指示（緊急）の発令、伝達 

↓ 

■ 避難場所（高台や避難ビルなど安全な場所）への避難 

↓ 

■ 避難誘導 

↓ 

■ 孤立対策 

修正（避難情報の

名称変更） 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（避難情報の

名称変更） 

 

 

県計画を踏まえた

修正（避難情報の

名称変更） 

 

 

県計画を踏まえた

修正（避難情報の

名称変更） 

 

 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（避難情報の

名称変更） 
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修正前 修正後 修正理由 

 

７ 業務の内容 

⑴ 津波警報等の伝達 

（略） 

 

 

 

⑵ 避難に関する情報の発表、伝達 

避難に関する情報の発表は、状況に応じて次の事項を明示して行うものとし、防災行政無線    

       、防災ラジオ等による伝達のほか、町内会、自主防災組織、消防団、上越地域消防事

務組合、県警察及び報道機関等の協力を得て、直ちに対象となる地域の市民等に伝達し、避難の周知

徹底を図る。 

 ・避難対象地域  ・避難先  ・避難経路  ・避難の理由  ・避難時の注意事項  

⑶～⑹ （略） 

 

７ 業務の内容 

⑴ 津波警報等の伝達 

（略） 

 

⑵ 避難指示（緊急）の発令、伝達 

避難指示（緊急）の発令は、状況に応じて次の事項を明示して行うものとし、防災行政無線（戸別

受信機を含む）、防災ラジオ等による伝達のほか、町内会、自主防災組織、消防団、上越地域消防事

務組合、県警察及び報道機関等の協力を得て、直ちに対象となる地域の市民等に伝達し、避難の周知

徹底を図る。 

 ・避難対象地域  ・避難先  ・避難経路  ・避難の理由  ・避難時の注意事項  

⑶～⑹ （略） 

 

 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（避難情報の

名称変更） 

 第８節 要配慮者の応急対策   第８節 要配慮者の応急対策  
 

 

新潟県

警察本部

北陸地方整備局

ＮＨＫ新潟放送局

放送機関

消
防
庁

新潟県

危機対策課

第九管区

海上保安本部

新潟海上保安部

住民等

陸上自衛隊

航空自衛隊※警報のみ

各事務所・出張所

警察署

注）二重線で囲まれている機関は、気象業務法施行令第8条第1号及び第3号の規定に基づく法定伝達先。

注）二重線の経路は、気象業務法第15条の2によって、特別警報の通知もしくは周知の措置が義務付けられている伝達経路。

気象庁本庁
または

大阪管区気象台

ＮＨＫ放送

センター

新潟地方気象台

東日本電信電話㈱
または

西日本電信電話㈱

※警報時のみ

第三管区

海上保安本部

関東管区

警察局

関係防災機関

海上保安部署

消防本部及び市町村

（
燕
市
含
む
）

沿
岸
市
町
村

船 舶

海事関係機関

庁内関係部課

県地域機関

（J-ALERT）

（主に船舶、海事関係者）

（主に船舶、海事関係者）

（主に船舶者）

・二重線に囲まれている機関は、気象業務法施行令第 8 条第 1号     の規定に基づく法定伝達先。 
・二重線の経路は、                特別警報が発表された際に、通知もしくは周知の

措置が義務付けられている伝達経路。 
注）関係防災機関は、伝達体性を確立しておき、迅速な伝達に努める。 
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修正前 修正後 修正理由 

 

１ 計画の方針 

⑴ （略） 

⑵ それぞれの責務 

①～⑦ 県の責務 

県は、市等からの情報収集に努め、必要に応じて関係職員          等の派遣を行う

とともに、国や防災関係機関と協働して、市、介護保険事業者及び社会福祉施設等の活動を支援す

る。 

また、市が行う情報を得にくい外国人、視聴覚障害者等への情報提供を支援する。 

⑶～⑷ （略） 

 

２～４ （略） 

 

１ 計画の方針 

⑴ （略） 

⑵ それぞれの責務 

①～⑦ 県の責務 

県は、市等からの情報収集に努め、必要に応じて関係職員、災害福祉支援チーム等の派遣を行う

とともに、国や防災関係機関と協働して、市、介護保険事業者及び社会福祉施設等の活動を支援す

る。 

また、市が行う情報を得にくい外国人、視聴覚障害者等への情報提供を支援する。 

⑶～⑷ （略） 

 

２～４ （略） 

 

 

 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（県の協定締

結に伴う修正） 

 

 第９節 避難所の運営  

 

１ 計画の方針 

⑴～⑶ （略） 

⑷ 避難所運営の留意点 

① 一般的事項 

ア～サ （略） 

（追加） 

② 男女共同参画の視点に立った避難所運営 

（略） 

ア～イ （略） 

ウ 男女のニーズの違いに配慮した相談体制を整備する。特に男女別の物干し場、更衣室、授乳室

の設置や生理用品・女性用下着の女性による配付、巡回警備や防犯ブザーの配付等による指定避

難所における安全性の確保など、男女の人権を尊重して、男女それぞれが良好な環境で避難生活

ができるよう配慮するとともに、夜間の授乳、夜泣き対応のための部屋の確保など女性や子育て

家庭のニーズに配慮した運営に努めるものとする。 

⑸ 要配慮者への配慮 

① （略） 

 第９節 避難所の運営  

 

１ 計画の方針 

⑴～⑶ （略） 

⑷ 避難所運営の留意点 

① 一般的事項 

ア～サ （略） 

シ 巡回警備や防犯ブザーの配布等による指定避難所における安全性を確保する。 

② 男女共同参画の視点に立った避難所運営 

（略） 

ア～イ （略） 

ウ 男女のニーズの違いに配慮した相談体制を整備する。特に男女別の物干し場、更衣室、授乳室

の設置や生理用品・女性用下着の女性による配布                      

            など、男女の人権を尊重して、男女それぞれが良好な環境で避難生活

ができるよう配慮するとともに、夜間の授乳、夜泣き対応のための部屋の確保など女性や子育て

家庭のニーズに配慮した運営に努めるものとする。 

⑸ 要配慮者への配慮 

① （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（記載位置の

変更） 

 

県計画を踏まえた

修正（文言修正、

記載位置の変更） 

 

 

 

 

担当：避難所対策班、食料調達班、物資調達・輸送班、福祉・医療班、ボランティア班、

産業観光班、生活環境班、ガス水道班、災害対策班（各区総合事務所） 

担当：避難所対策班、食料調達班、物資調達・輸送班、福祉・医療班、ボランティア班、

産業観光班、生活環境班、ガス水道班、災害対策班（各区総合事務所） 

担当：福祉・医療班、情報収集・統括班、調整・渉外班、避難所対策班、食料調達班、物

資調達・輸送班、ボランティア班 

担当：福祉・医療班、情報収集・統括班、調整・渉外班、避難所対策班、食料調達班、物

資調達・輸送班、ボランティア班 
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修正前 修正後 修正理由 

② 福祉避難所の設置・運営  

ア （略） 

イ 県は、市による対応で施設等が不足する場合には、県内関係機関と調整する。また、施設への

緊急入所を必要としない程度の要介護高齢者、障害者等については、県旅館組合        

  との協定に基づき、旅館及びホテルにおいて、福祉避難所を開設する。 

⑹ （略） 

 

２～３ （略） 

② 福祉避難所の設置・運営  

ア （略） 

イ 県は、市による対応で施設等が不足する場合には、県内関係機関と調整する。また、施設への

緊急入所を必要としない程度の要介護高齢者、障害者等については、新潟県生活衛生同業組合連

合会との協定に基づき、旅館及びホテルにおいて、福祉避難所を開設する。 

⑹ （略） 

 

２～３ （略） 

 

 

県計画を踏まえた

修正（県の協定締

結に伴う修正） 

 第 10節 （略）   第 10節 （略）  
 

 第 11節 入浴対策  

 

１ 計画の方針 

⑴ 基本方針 

自宅の被災又はライフラインの長期停止により入浴できない被災者に対し、            

  入浴サービスを提供し、被災者の衛生状態の維持と心身の疲労回復を図る。 

⑵ それぞれの責務 

① （略） 

② 県の責務 

ア～イ （略） 

ウ 公衆浴場組合、旅館組合   等事業者団体への協力要請 

⑶ （略） 

⑷ 要配慮者に対する配慮 

①～③ （略） 

（追加） 

 

 

 

⑸ 積雪期の対応 

冬期間は特に入浴後の保温対策に配慮するほか、旅館組合等         への協力要請の強

化を図る。 

 

２ 業務の体系 

 第 11節 入浴対策  

 

１ 計画の方針 

⑴ 基本方針 

自宅の被災又はライフラインの長期停止により入浴できない被災者に対し、身体の清潔の保持のた

め、入浴サービスを提供し、被災者の衛生状態の維持と心身の疲労回復を図る。 

⑵ それぞれの責務 

① （略） 

② 県の責務 

ア～イ （略） 

ウ 新潟県生活衛生同業組合連合会等事業者団体への協力要請 

⑶ （略） 

⑷ 要配慮者に対する配慮 

①～③ （略） 

④ 乳幼児に対する配慮 

ア 沐浴に必要な物品の確保 

イ 乳幼児の沐浴や皮膚のケアを行うため助産師、助産師会への協力要請 

ウ 乳幼児の沐浴サービスに関する広報の徹底 

⑸ 積雪期の対応 

冬期間は特に入浴後の保温対策に配慮するほか、新潟県生活衛生同業組合連合会への協力要請の強

化を図る。 

 

２ 業務の体系 

 

 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（記載内容の

精査） 

 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（県の協定締

結に伴う修正） 

 

県計画を踏まえた

修正（乳幼児への

配慮を追加） 

県計画を踏まえた

修正（県の協定締

結に伴う修正） 

 

 

 

担当：産業観光班、情報収集・統括班、調整・渉外班、避難所対策班 担当：産業観光班、情報収集・統括班、調整・渉外班、避難所対策班 
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修正前 修正後 修正理由 

■ 公衆浴場の再開支援 

↓ 

■ 旅館組合等        への協力要請 

↓ 

■ 仮設入浴施設の設置 

 

３ 業務の内容 

⑴ （略） 

⑵ 旅館組合          等への協力要請 

市は、市内の旅館組合等           等への協力要請を行い、市のみでは入浴施設の

確保が困難な場合は県に応援要請を行う。 

⑶ （略） 

■ 公衆浴場の再開支援 

↓ 

■ 新潟県生活衛生同業組合連合会への協力要請 

↓ 

■ 仮設入浴施設の設置 

 

３ 業務の内容 

⑴ （略） 

⑵ 新潟県生活衛生同業組合連合会等への協力要請 

市は、市内の新潟県旅館ホテル生活衛生同業組合等への協力要請を行い、市のみでは入浴施設の

確保が困難な場合は県に応援要請を行う。 

⑶ （略） 

 

 

県計画を踏まえた

修正（県の協定締

結に伴う修正） 

 

 

県計画を踏まえた

修正（県の協定締

結に伴う修正） 

 第 12節 愛玩動物の保護対策  

 

１ 計画の方針 

⑴ 基本方針 

災害時には、飼い主不明の動物や負傷動物が多数生じると同時に、多くの市民が動物を伴い  指

定避難所に避難してくることが予想される。 

県は、動物愛護の観点から、これら動物の保護や適正な飼育に関し、市等関係機関や（公社）新潟

県獣医師会、（一社）新潟県動物愛護協会等関係団体と協力体制を確立するとともに、（公社）新潟県

獣医師会、（一社）新潟県動物愛護協会等と「動物救済本部」を設置し、飼い主の支援及び被災動物

の保護を行う。 

⑵ それぞれの責務 

① 飼い主の責務 

ア 愛玩動物の飼い主は、災害発生時に動物を同伴して避難できるよう、日ごろからケージに慣れ

させる等の訓練を行っておくとともに、飼い主の連絡先を記載した名札等の装着、ワクチンの接

種及び動物用避難用品の確保に努める。 

イ （略） 

② 市の責務 

ア （略） 

イ 指定避難所を設置するに当たり、動物同伴の  避難者を受け入れられる施設を設置するなど

市民が動物と一緒に避難することができるよう配慮する。 

ウ 避難訓練時には、動物の同伴  にも配慮する。 

 第 12節 愛玩動物の保護対策  

 

１ 計画の方針 

⑴ 基本方針 

災害時には、飼い主不明の動物や負傷動物が多数生じると同時に、多くの市民が動物を同行して指

定避難所に避難してくることが予想される。 

県は、動物愛護の観点から、これら動物の保護や適正な飼育に関し、市等関係機関や（公社）新潟

県獣医師会、（一社）新潟県動物愛護協会等関係団体と協力体制を確立するとともに、（公社）新潟県

獣医師会、（一社）新潟県動物愛護協会等と「動物救済本部」を設置し、飼い主の支援及び被災動物

の保護を行う。 

⑵ それぞれの責務 

① 飼い主の責務 

ア 愛玩動物の飼い主は、災害発生時に動物と同行して避難できるよう、日頃 からケージに慣れ

させる等の訓練を行っておくとともに、飼い主の連絡先を記載した名札等の装着、ワクチンの接

種及び動物用避難用品の確保に努める。 

イ （略） 

② 市の責務 

ア （略） 

イ 指定避難所を設置するに当たり、動物を同行した避難者を受け入れられる施設を設置するなど

市民が動物と一緒に避難することができるよう配慮する。 

ウ 避難訓練時には、動物の同行避難にも配慮する。 

 

 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（国のガイド

ラインの記述に統

一） 

 

 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（国のガイド

ラインの記述に統

一） 

 

 

県計画を踏まえた

修正（国のガイド

ラインの記述に統

担当：福祉・医療班、情報収集・統括班 担当：福祉・医療班、情報収集・統括班 
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修正前 修正後 修正理由 

③ 県の責務 

ア～カ （略） 

キ 必要に応じ、国、都道府県、政令市及び緊急災害時動物救援本部      への連絡調整及

び要請を行う。 

④～⑤ （略） 

⑥ 動物救済本部の責務 

必要に応じ、緊急災害時動物救援本部      に応援を要請し、次の活動を行う。 

ア～ク （略） 

 

２ 組織体系 

県、県獣医師会、県動物愛護協会の 3者で動物救済本部を立ち上げ、動物救援活動を実施する。必要

に応じ緊急災害時動物救援本部      に支援を要請する。 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 県の責務 

ア～カ （略） 

キ 必要に応じ、国、都道府県、政令市及び一般財団法人ペット災害対策推進協会への連絡調整及

び要請を行う。 

④～⑤ （略） 

⑥ 動物救済本部の責務 

必要に応じ、一般財団法人ペット災害対策推進協会に応援を要請し、次の活動を行う。 

ア～ク （略） 

 

２ 組織体系 

県、県獣医師会、県動物愛護協会の 3者で動物救済本部を立ち上げ、動物救援活動を実施する。必要

に応じ一般財団法人ペット災害対策推進協会に支援を要請する。 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一） 

 

県計画を踏まえた

修正（組織改編） 

 

県計画を踏まえた

修正（組織改編） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（組織改編） 

 

 第 13節 食料・生活必需品等供給対策  

 

１ 計画の方針 

⑴～⑵ （略） 

⑶ 主な取組 

 第 13節 食料・生活必需品等供給対策  

 

１ 計画の方針 

⑴～⑵ （略） 

⑶ 主な取組 

 

 

 

 

 

 

字句修正 

担当：食料調達班、情報収集・統括班、調整・渉外班、避難所対策班、物資調達・輸送班 担当：食料調達班、情報収集・統括班、調整・渉外班、避難所対策班、物資調達・輸送班 

緊急災害時動物救援本部 

 

（公財）日本動物愛護協会 

（公社）日本動物福祉協会 

（公社）日本愛玩動物協会 

（公社）日本獣医師会 

 

 

 

 

 

連絡 調整 

動物救済本部 

協
力
要
請 

県 

獣医師会 

動物愛護協会 

情 

報 

環境省 

厚労省 

農水省 

愛玩動物の飼い主 

被災動物 

市 

都道府県 

政令市 

救 

援 

緊急支援 

支援要請 

（一財）ペット災害対策推進

協会 

連絡 調整 

動物救済本部 

協
力
要
請 

県 

獣医師会 

動物愛護協会 

情 

報 

環境省 

厚労省 

農水省 

愛玩動物の飼い主 

被災動物 

市 

都道府県 

政令市 

救 

援 

緊急支援 

支援要請 
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修正前 修正後 修正理由 

地震又は津波発生直後は、被災地の道路・空間を人命救助に最優先で充てるため、指定避難所等に

あらかじめ配備されているもの及び緊急を要するものを除き、公的な食料及び物資等の輸送・配付は、

概ね地震又は津波発生 12時間後からとする。 

① （略） 

② 生活必需品 

医薬品（風邪薬、胃腸薬等一般的なもの）                       、

乳児用粉ミルク        、おむつ（子ども・成人用）、生理用品、毛布、仮設トイレ等の

供給は需要の把握から概ね 12時間以内に、その他一般的な物資の供給は概ね 24時間以内に行うこ

とを目標とする。 

⑷～⑸ （略） 

 

２～３ （略） 

地震又は津波発生直後は、被災地の道路・空間を人命救助に最優先で充てるため、指定避難所等に

あらかじめ配備されているもの及び緊急を要するものを除き、公的な食料及び物資等の輸送・配布は、

概ね地震又は津波発生 12時間後からとする。 

① （略） 

② 生活必需品 

医薬品（風邪薬、胃腸薬等一般的なもの）及び衛生材料（ガーゼ、清浄綿、緊急手当て用品等）、

乳児用粉ミルクと使い捨て哺乳瓶、おむつ（子ども・成人用）、生理用品、毛布、仮設トイレ等の

供給は需要の把握から概ね 12時間以内に、その他一般的な物資の供給は概ね 24時間以内に行うこ

とを目標とする。 

⑷～⑸ （略） 

 

２～３ （略） 

 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（衛生材料の

追加） 

 

 

 第 14節 避難所外避難者の支援対策  

 

１ 計画の方針 

⑴ （略） 

⑵ それぞれの責務 

① （略） 

② 市の責務 

避難所外避難者の状況を調査し、指定避難所に滞在することができない被災者に対しても、食料

等必要な物資の配付、保健師等による巡回健康相談の実施等保健医療サービスの提供、正確な情報

の伝達等により、生活環境の確保が図られるよう努めることとする。 

③～④ （略） 

⑶～⑸ （略） 

 

２～３ （略） 

 第 14節 避難所外避難者の支援対策  

 

１ 計画の方針 

⑴ （略） 

⑵ それぞれの責務 

① （略） 

② 市の責務 

避難所外避難者の状況を調査し、指定避難所に滞在することができない被災者に対しても、食料

等必要な物資の配布、保健師等による巡回健康相談の実施等保健医療サービスの提供、正確な情報

の伝達等により、生活環境の確保が図られるよう努めることとする。 

③～④ （略） 

⑶～⑸ （略） 

 

２～３ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

字句修正 

 第 15節 こころのケア対策  

 

１ 計画の方針 

⑴ （略） 

 第 15節 こころのケア対策  

 

１ 計画の方針 

⑴ （略） 

 

 

 

 

 

 

担当：福祉・医療班、情報収集・統括班、調整・渉外班、教育班 担当：福祉・医療班、情報収集・統括班、調整・渉外班、教育班 

担当：情報収集・統括班、避難所対策班、食料調達班、物資調達・輸送班、福祉・医療班、

ボランティア班、産業観光班、生活環境班、ガス水道班、災害対策班（各区総合事

務所） 

担当：情報収集・統括班、避難所対策班、食料調達班、物資調達・輸送班、福祉・医療班、

ボランティア班、産業観光班、生活環境班、ガス水道班、災害対策班（各区総合事

務所） 
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修正前 修正後 修正理由 

⑵ それぞれの責務 

① （略） 

② 市の責務 

ア （略） 

イ 必要に応じて    ケアチーム                      派遣等の

支援を県に要請する。 

③ 県の責務 

ア～ウ （略） 

（追加） 

エ 災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）等の体制整備に努める。 

④～⑤ （略） 

⑥ 精神保健福祉医療関係機関・団体の責務 

県の設置する「こころのケア対策会議」の構成員として、      県が実施するこころのケ

ア対策の取組を支援する。 

⑶ 主な取組 

① （略） 

② 市は、津波発生から 3日以内にこころのケア対策を検討し、指定避難所の開設が長期化すると予

想される場合は、開設と同時に    ケアチーム派遣等の支援を県に要請する。 

⑷～⑸ （略） 

 

２ （略） 

 

３ 業務の内容 

⑴～⑹ （略） 

医療救護（身体）チームとこころのケアチームとの関係図  

 

⑵ それぞれの責務 

① （略） 

② 市の責務 

ア （略） 

イ 必要に応じてこころのケアチーム（災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）を含む。）派遣等の

支援を県に要請する。 

③ 県の責務 

ア～ウ （略） 

エ こころのケアチームを編成した時は、その旨を厚生労働省に報告する。 

オ （略） 

④～⑤ （略） 

⑥ 精神保健福祉医療関係機関・団体の責務 

県の設置する「こころのケア対策会議」の構成員として、ＤＰＡＴ及び県が実施するこころのケ

ア対策の取組を支援する。 

⑶ 主な取組 

① （略） 

② 市は、津波発生から 3日以内にこころのケア対策を検討し、指定避難所の開設が長期化すると予

想される場合は、開設と同時にこころのケアチーム派遣等の支援を県に要請する。 

⑷～⑸ （略） 

 

２ （略） 

 

３ 業務の内容 

⑴～⑹ （略） 

医療救護（身体）チームとこころのケアチームとの関係図  

 

 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（DPATの枠組

みによる支援への

統一） 

県計画を踏まえた

修正 

 

県計画を踏まえた

修正（DPATの枠組

みによる支援への

統一） 

 

県計画を踏まえた

修正（文言整理） 
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修正前 修正後 修正理由 

 

 

 

 

 

 

 

４ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

４ （略） 

 

県計画を踏まえた

修正 

 第 16節 自衛隊への災害派遣要請  

 

１～４ （略） 

 

５ 災害派遣による救援活動の区分及び概要 

救援活動区分 概    要 

①被害状況の把握 （略） 

②避難の援助 
避難の指示が発表され、避難及び立ち退き等が行われる場合で必要が

あるときは、避難者の誘導、輸送等を行い避難を援助する。 

 第 16節 自衛隊への災害派遣要請  

 

１～４ （略） 

 

５ 災害派遣による救援活動の区分及び概要 

救援活動区分 概    要 

①被害状況の把握 （略） 

②避難の援助 
避難の指示が発令され、避難及び立ち退き等が行われる場合で必要が

あるときは、避難者の誘導、輸送等を行い避難を援助する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言整理 

 

担当：情報収集・統括班 担当：情報収集・統括班 

支援 

派遣 

派遣 

ケアチーム支援 情報把握 

派遣要請 派遣要請 

県
医
務
薬
事
課 

派遣要請 
県医療救護班 

県歯科医療救護班 

上  越  市 

自宅 避難所 救護所 
医療 

機関 

こころの 

ケアチーム 

派遣要請 県
障
害
福
祉
課 

連絡 

調整 

こころのケア 

現地コーディネーター 

災害医療 

コーディネーター 

相互協力 

 

活動内容 

・被災住民への共同支援活動 

・医療  チーム   、こころのケアチーム   合同

ミーティング 

①地区内の状況分析 

②ケース検討、情報交換 

③活動上の問題     等 

支援 

派遣 

派遣 

ケアチーム支援 情報把握 

派遣要請 派遣要請 

県
医
務
薬
事
課 

(

Ｄ
Ｍ
Ａ
Ｔ
調
整
本
部) 

 

派遣要請 県医療救護班 
県歯科医療救護班 
医療救護チーム
（DMAT） 

 

上  越  市 

自宅 避難所 救護所 
医療 

機関 

こころの 
ケアチーム 
（DPAT） 

 

派遣要請 県
障
害
福
祉
課 

(

Ｄ
Ｐ
Ａ
Ｔ
調
整
本
部) 

 

連絡 

調整 

こころのケア 

現地コーディネーター 

災害医療 

コーディネーター 

相互協力 

 

活動内容 

・被災住民への共同支援活動 

・医療救護チーム(DMAT)、こころのケアチーム(DPAT)合同

ミーティング 

①地区内の状況分析 

②ケース検討、情報交換 

③活動上の問題     等 
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修正前 修正後 修正理由 

③遭難者等の捜索・救助 （略） 

④水防活動 （略） 

⑤消防活動 （略） 

⑥障害物の排除 （略） 

⑦応急医療、救護及び防疫 （略） 

⑧人員及び物資の緊急輸

送 

（略） 

⑨炊飯及び給水 （略） 

⑩救援物資の無償貸与又

は譲与 

（略） 

⑪危険物等の保安及び除

去 

（略） 

⑫その他 （略） 

 

６～８ （略） 

③遭難者等の捜索・救助 （略） 

④水防活動 （略） 

⑤消防活動 （略） 

⑥障害物の排除 （略） 

⑦応急医療、救護及び防疫 （略） 

⑧人員及び物資の緊急輸

送 

（略） 

⑨炊飯及び給水 （略） 

⑩救援物資の無償貸与又

は譲与 

（略） 

⑪危険物等の保安及び除

去 

（略） 

⑫その他 （略） 

 

６～８ （略） 

 

 第 17節 緊急輸送対策  

 

１ 計画の方針 

⑴ （略） 

⑵ それぞれの責務 

① 市の責務 

ア 車両、船舶等の調達先及び予定数並びに物資の集積場所等を明確に             

    し、県等他機関の協力を得ながら輸送体制を確保し、災害時の円滑な輸送を実施する。 

イ （略） 

ウ 早期に物流担当に民間業者を加え、迅速に効率的な配付を行う。 

エ （略） 

② 県の責務 

ア 道路等の被災情報に基づき、被災地に至る輸送施設、    輸送拠点、備蓄拠点等の緊急輸

送ネットワーク及び輸送手段を確保する。 

イ～オ （略） 

③ 県警察の責務 

ア 緊急輸送道路の内 、緊急交通路に指定した区間については、交通の混乱を防止し、被災地内

 第 17節 緊急輸送対策  

 

１ 計画の方針 

⑴ （略） 

⑵ それぞれの責務 

① 市の責務 

ア 車両、船舶等の調達先及び予定数並びに物資の集積場所等を明確にするとともに地域内輸送拠

点を開設し、県等他機関の協力を得ながら輸送体制を確保し、災害時の円滑な輸送を実施する。 

イ （略） 

ウ 早期に物流担当に民間業者を加え、迅速に効率的な配布を行う。 

エ （略） 

② 県の責務 

ア 道路等の被災情報に基づき、被災地に至る輸送施設、広域物資輸送拠点、備蓄拠点等の緊急輸

送ネットワーク及び輸送手段を確保する。 

イ～オ （略） 

③ 県警察の責務 

ア 緊急輸送道路のうち、緊急交通路に指定した区間については、交通の混乱を防止し、被災地内

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（防災基本計

画の反映） 

字句修正 

 

 

県計画を踏まえた

修正（防災基本計

画の反映） 

 

県計画を踏まえた

担当：物資調達・輸送班、情報収集・統括班、調整・渉外班 担当：物資調達・輸送班、情報収集・統括班、調整・渉外班 
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修正前 修正後 修正理由 

外の円滑な輸送体制を確保するため、交通規制を実施する。 

イ （略） 

④～⑤ （略） 

⑶ 主な取組 

①～② （略） 

③ 輸送活動の優先順位は、次のとおりとする。 

ア （略） 

イ 災害発生後の各段階において優先されるもの 

第 1段階 

（災害発生直後初動

期） 

①～④ （略） 

⑤ 緊急輸送に必要な輸送施設及び  輸送拠点の応急復旧並び 交通規制

等に必要な人員及び物資 

第 2段階 

（応急対策活動期） 

（略） 

第 3段階 

（復旧活動期） 

（略） 

⑷～⑸ （略） 

 

２ （略） 

 

３ 業務の内容 

⑴～⑵ （略） 

⑶ 輸送中継基地の確保 

（略） 

＜輸送中継基地の機能＞ 

①～④ （略） 

＜輸送中継基地における市及び県の業務＞ 

①～② （略） 

③   中継基地から被災地内への物資配送用のトラックの調達 

④ （略） 

⑷～⑸ （略） 

外の円滑な輸送体制を確保するため、交通規制を実施する。 

イ （略） 

④～⑤ （略） 

⑶ 主な取組 

①～② （略） 

③ 輸送活動の優先順位は、次のとおりとする。 

ア （略） 

イ 災害発生後の各段階において優先されるもの 

第 1段階 

（災害発生直後初動

期） 

①～④ （略） 

⑤ 緊急輸送に必要な輸送施設及び物資輸送拠点の応急復旧並び 交通規制

等に必要な人員及び物資 

第 2段階 

（応急対策活動期） 

（略） 

第 3段階 

（復旧活動期） 

（略） 

⑷～⑸ （略） 

 

２ （略） 

 

３ 業務の内容 

⑴～⑵ （略） 

⑶ 輸送中継基地の確保 

（略） 

＜輸送中継基地の機能＞ 

①～④ （略） 

＜輸送中継基地における市及び県の業務＞ 

①～② （略） 

③ 輸送中継基地から被災地内への物資配送用のトラックの調達 

④ （略） 

⑷～⑸ （略） 

修正（文言整理） 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（他箇所との

整合） 

 第 18節～第 19節 （略）   第 18節～第 19節 （略）  
 

 第 20節 消火活動   第 20節 消火活動  
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修正前 修正後 修正理由 

 

１ 計画の方針 

⑴～⑷ （略） 

⑸ 積雪期の対応 

① 市民の対応 

ア （略） 

イ 近所の消火栓・防火水槽等を点検し、雪で埋まっている場合は、平常時から         

 除雪を行う。   

② 消防団及び上越地域消防事務組合の対応 

ア～イ （略） 

（追加） 

 

 

２～３ （略） 

 

１ 計画の方針 

⑴～⑷ （略） 

⑸ 積雪期の対応 

① 市民の対応 

ア （略） 

イ 近所の消火栓・防火水槽等が    雪で埋まっている場合は、火災の発生の有無にかかわら

ず除雪に協力する。 

② 消防団及び上越地域消防事務組合の対応 

ア～イ （略） 

ウ 火災発生時に速やかな消火活動を行うため、管理する消火栓・防火水槽等の消防水利の除雪及

び点検を行い、適切な維持管理に努める。 

 

２～３ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

他編との整合 

 

 

 

他編との整合 

 第 21節 （略）   第 21節 （略）  
 

 第 22節 救急・救助活動  

 

１ 計画の方針 

⑴ （略） 

⑵ それぞれの責務 

①～③ （略） 

④ 消防機関の責務 

ア （略） 

イ 緊急消防援助隊新潟県代表消防機関（新潟市消防局、代行：長岡市消防本部。）は、消防の広

域応援の必要がある場合は、上越地域消防事務組合及び県と協力してその対応に当たる。 

⑤ 県・県警察の責務 

ア～エ （略） 

オ 県災害対策本部保健医療教育部はドクターヘリの活動及び動態情報を把握し、統括調整部と連

携して効率的かつ安全な運行に努める。 

⑥ （略） 

⑶～⑸ （略） 

 第 22節 救急・救助活動  

 

１ 計画の方針 

⑴ （略） 

⑵ それぞれの責務 

①～③ （略） 

④ 消防機関の責務 

ア （略） 

イ 緊急消防援助隊新潟県代表消防機関（新潟市消防局、代行：長岡市消防本部 ）は、消防の広

域応援の必要がある場合は、上越地域消防事務組合及び県と協力してその対応に当たる。 

⑤ 県・県警察の責務 

ア～エ （略） 

オ 県災害対策本部保健医療教育部はドクターヘリの活動及び動態情報を把握し、統括調整部と連

携して効率的かつ安全な運航に努める。 

⑥ （略） 

⑶～⑸ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

字句修正 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（字句修正） 

 

担当：情報収集・統括班、調整・渉外班、物資調達・輸送班、福祉・医療班、土木班 担当：情報収集・統括班、調整・渉外班、物資調達・輸送班、福祉・医療班、土木班 

担当：情報収集・統括班、調整・渉外班 担当：情報収集・統括班、調整・渉外班 
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修正前 修正後 修正理由 

 

２～４ （略） 

 

２～４ （略） 

 第 23節～第 24節 （略）   第 23節～第 24節 （略）  
 

 第 25節 防疫及び保健衛生対策  

 

１ 計画の方針 

⑴ （略） 

⑵ それぞれの責務 

①～② （略） 

③ 県の責務 

市を通じ被害状況の把握を行い、災害等の発生時の被災地域における感染症患者の早期発見、食

品の衛生監視、栄養指導等の防疫及び保健衛生対策を的確に実施する              

                     。 

⑶～⑸ （略） 

 

２～３ （略） 

 第 25節 防疫及び保健衛生対策  

 

１ 計画の方針 

⑴ （略） 

⑵ それぞれの責務 

①～② （略） 

③ 県の責務 

市を通じ被害状況の把握を行い、災害等の発生時の被災地域における感染症患者の早期発見、食

品の衛生監視、栄養指導等の防疫及び保健衛生対策を的確に実施するとともに、必要に応じて、こ

れらの対策を円滑に実施するための調整を行う。 

⑶～⑸ （略） 

 

２～３ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（県の調整機

能の追加） 

 第 26節 廃棄物処理対策  

 

１ 計画の方針 

⑴ （略） 

⑵ それぞれの責務 

① （略） 

② 市の責務 

ア ごみ処理 

(ｱ)～(ｲ) （略） 

(ｳ) あらかじめ定める廃棄物処理計画に基づき、ごみの発生量の予測等、被害規模に応じた実

施計画（ごみ処理対策）を策定し、処理の進捗に応じて段階的に見直す。 

(ｴ) （略） 

(ｵ) ごみの収集及び処理が困難と判断した場合は、    近隣市町村、県に広域支援を要請

する。 

 第 26節 廃棄物処理対策  

 

１ 計画の方針 

⑴ （略） 

⑵ それぞれの責務 

① （略） 

② 市の責務 

ア ごみ処理 

(ｱ)～(ｲ) （略） 

(ｳ) あらかじめ定める廃棄物処理計画に基づき、ごみの発生量の予測等、被害規模に応じた実

行計画（ごみ処理対策）を策定し、処理の進捗に応じて段階的に見直す。 

(ｴ) （略） 

(ｵ) ごみの収集及び処理が困難と判断した場合は、速やかに近隣市町村、県に広域支援を要請

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（国指針と文

言の統一） 

県計画を踏まえた

修正（文言整理） 

担当：生活環境班、情報収集・統括班、調整・渉外班 担当：生活環境班、情報収集・統括班、調整・渉外班 

担当：福祉・医療班、情報収集・統括班、調整・渉外班 担当：福祉・医療班、情報収集・統括班、調整・渉外班 
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修正前 修正後 修正理由 

(ｶ) （略） 

(ｷ) 仮置場においては、廃棄物の飛散流出防止、悪臭や害虫の発生防止、火災の防止、不法投

棄対策、必要に応じた消毒の実施等、適切な管理を行う。 

また、有害廃棄物の適切な分別・保管により       環境汚染の未然防止を図るほ

か、廃棄物に石綿の付着・混入が疑われる場合は、湿潤化等により飛散防止の措置を講ずる。 

イ し尿処理 

(ｱ)～(ｲ) （略） 

(ｳ) あらかじめ定める廃棄物処理計画に基づき、被害規模に応じた実施計画（し尿処理対策）

を策定し、処理の進捗に応じて段階的に見直す。 

(ｴ) し尿の収集及び処理が困難と判断した場合は、    近隣市町村、県に広域支援を要請

する。 

ウ    がれき処理 

(ｱ) （略） 

(ｲ) あらかじめ定める廃棄物処理計画（災害廃棄物処理対策）に基づき、被害規模に応じた実

施計画（がれき処理対策）を策定し、処理の進捗に応じて段階的に見直す。 

(ｳ)～(ｵ) （略） 

(ｶ) 災害がれきの処理に当たっては、適切な分別を行うことにより、可能な限り    リサ

イクルに努める。 

(ｷ) 仮置場においては、廃棄物の飛散流出防止、悪臭や害虫の発生防止、火災の防止、不法投

棄対策、必要に応じた消毒の実施等、適切な管理を行う。また、有害廃棄物の適切な分別・

保管により       環境汚染の未然防止を図るほか、廃棄物に石綿の付着・混入が疑

われる場合は、湿潤化等により飛散防止の措置を講ずる。 

(ｸ) （略） 

(ｹ) 災害がれきの収集及び処理が困難と判断した場合は、    近隣市町村、県に広域支援

を要請する。 

③ 県の責務 

（追加） 

ア （略） 

イ （略） 

⑶～⑸ （略） 

 

２ （略） 

 

３ 業務の内容 

⑴ し尿処理の対応 

(ｶ) （略） 

(ｷ) 仮置場においては、廃棄物の飛散流出防止、悪臭や害虫の発生防止、火災の防止、不法投

棄対策、必要に応じた消毒の実施等、適切な管理を行う。 

また、有害廃棄物の適切な分別・保管により安全の確保及び環境汚染の未然防止を図るほ

か、廃棄物に石綿の付着・混入が疑われる場合は、湿潤化等により飛散防止の措置を講ずる。 

イ し尿処理 

(ｱ)～(ｲ) （略） 

(ｳ) あらかじめ定める廃棄物処理計画に基づき、被害規模に応じた実行計画（し尿処理対策）

を策定し、処理の進捗に応じて段階的に見直す。 

(ｴ) し尿の収集及び処理が困難と判断した場合は、速やかに近隣市町村、県に広域支援を要請

する。 

ウ 災害がれき処理 

(ｱ) （略） 

(ｲ) あらかじめ定める廃棄物処理計画（災害廃棄物処理対策）に基づき、被害規模に応じた実

行計画（がれき処理対策）を策定し、処理の進捗に応じて段階的に見直す。 

(ｳ)～(ｵ) （略） 

(ｶ) 災害がれきの処理に当たっては、適切な分別を行うことにより、可能な限り減量化とリサ

イクルに努める。 

(ｷ) 仮置場においては、廃棄物の飛散流出防止、悪臭や害虫の発生防止、火災の防止、不法投

棄対策、必要に応じた消毒の実施等、適切な管理を行う。また、有害廃棄物の適切な分別・

保管により安全の確保及び環境汚染の未然防止を図るほか、廃棄物に石綿の付着・混入が疑

われる場合は、湿潤化等により飛散防止の措置を講ずる。 

(ｸ) （略） 

(ｹ) 災害がれきの収集及び処理が困難と判断した場合は、速やかに近隣市町村、県に広域支援

を要請する。 

③ 県の責務 

ア 必要に応じ災害廃棄物処理実行計画を策定する。 

イ （略） 

ウ （略） 

⑶～⑸ （略） 

 

２ （略） 

 

３ 業務の内容 

⑴ し尿処理の対応 

 

県計画を踏まえた

修正（文言整理） 

 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（国指針と文

言の統一） 

県計画を踏まえた

修正（文言整理） 

字句修正 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（文言整理） 

県計画を踏まえた

修正（文言整理） 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（文言整理） 

 

県計画を踏まえた

修正（国指針で規

定されているため

追加） 

 

 

 

 

県計画を踏まえた
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修正前 修正後 修正理由 

被災者は、仮設トイレの維持管理及び市のし尿収集に協力し、市はし尿処理の実施計画を策定する

とともに市民に仮設トイレの使用方法、し尿収集の情報等を周知する。 

また、し尿の処理体制を整備し、広域支援が必要な場合は、    近隣市町村及び県に要請する。 

⑵ 生活ごみ・粗大ごみ処理の対応 

（略） 

① （略） 

② 市 

ア 生活ごみ及び粗大ごみ処理の実施計画を策定し、指定避難所等のごみ収集体制を整備する。 

イ （略） 

ウ 災害ごみの処理体制を整備し、広域支援が必要な場合は、    近隣市町村及び県に要請し、

必要に応じ一時保管場所の設置を行うとともに、警察の協力も得ながら運搬ルートを確保する。 

エ （略） 

⑶ 災害がれき類処理の対応 

被災者は、市の指示に従い損壊家屋の解体後のがれき類の処理に協力し、市は、がれき類の処理体

制を整備し、がれき類の一時保管場所を設置し管理するとともに、緊急を要する危険家屋の解体につ

いては必要に応じ県に自衛隊の災害派遣を要請する。また、がれき類の発生量を推計し、処理の実施

計画を策定する。広域支援が必要な場合は、近隣市町村及び県に要請する。 

なお、がれきの処理に当たっては、市は市民に災害がれき類処理の方法を周知する。 

 

４ （略） 

被災者は、仮設トイレの維持管理及び市のし尿収集に協力し、市はし尿処理の実行計画を策定する

とともに市民に仮設トイレの使用方法、し尿収集の情報等を周知する。 

また、し尿の処理体制を整備し、広域支援が必要な場合は、速やかに近隣市町村及び県に要請する。 

⑵ 生活ごみ・粗大ごみ処理の対応 

（略） 

① （略） 

② 市 

ア 生活ごみ及び粗大ごみ処理の実行計画を策定し、指定避難所等のごみ収集体制を整備する。 

イ （略） 

ウ 災害ごみの処理体制を整備し、広域支援が必要な場合は、速やかに近隣市町村及び県に要請し、

必要に応じ一時保管場所の設置を行うとともに、警察の協力も得ながら運搬ルートを確保する。 

エ （略） 

⑶ 災害がれき類処理の対応 

被災者は、市の指示に従い損壊家屋の解体後のがれき類の処理に協力し、市は、がれき類の処理体

制を整備し、がれき類の一時保管場所を設置し管理するとともに、緊急を要する危険家屋の解体につ

いては必要に応じ県に自衛隊の災害派遣を要請する。また、がれき類の発生量を推計し、処理の実行

計画を策定する。広域支援が必要な場合は、近隣市町村及び県に要請する。 

なお、がれきの処理に当たっては、市は市民に災害がれき類処理の方法を周知する。 

 

４ （略） 

修正（国指針と文

言の統一） 

 

 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（国指針と文

言を統一） 

県計画を踏まえた

修正（文言整理） 

 

 第 27節～第 28節 （略）   第 27節～第 28節 （略）  
 

 第 29節 被災建築物応急危険度判定  

 

１ 計画の方針 

⑴ （略） 

⑵ それぞれの責務 

① （略） 

② 市の責務 

ア～カ （略） 

（追加） 

 

 

 第 29節 被災建築物応急危険度判定  

 

１ 計画の方針 

⑴ （略） 

⑵ それぞれの責務 

① （略） 

② 市の責務 

ア～カ （略） 

キ 応急危険度判定の目的の周知徹底を図る（被災宅地危険度判定調査や住家被害認定調査など、

他の調査との必要性や実施時期の違い、民間の保険損害調査との違い等について、被災者に明確

に説明する）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（防災基本計

画の反映） 

担当：被害状況調査班、情報収集・統括班、被害状況集約班、一般被害調査班 担当：被災状況調査班、情報収集・統括班、被害状況集約班、一般被害調査班 
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修正前 修正後 修正理由 

（追加） 

③～⑥ （略） 

⑶～⑸ （略） 

 

２～３ （略） 

ク 判定結果に対する相談窓口を設置する。 

③～⑥ （略） 

⑶～⑸ （略） 

 

２～３ （略） 

県計画を踏まえた

修正 

 

 

 第 30節 被災宅地危険度判定  

 

１ 計画の方針 

⑴ （略） 

⑵ それぞれの責務 

①～② （略） 

③ 県の責務 

ア （略） 

イ 県 は、市 から支援要請を受けた場合は、宅地判定士          に協力を要請す

る等、支援措置を講じる。 

ウ （略） 

エ 知事は、市長から支援要請を受けた場合で、被災の規模等により必要があると認めるときは、

国土交通省又は他の都道府県知事等に対し危険度判定の実施のために支援を要請する。 

④ 国の責務 

  国（国土交通省）は、県から宅地判定士の派遣等について調整要請を受けたとき、又は災害の

規模が極めて大きく広範囲にわたり、多数の都道府県の支援を必要とすると認めたときは、都道

府県間の宅地判定士等を調整し、合わせて        都市再生機構に宅地判定士の派遣を

要請する。 

（追加） 

 

⑶～⑸ （略） 

 

２ （略） 

 

３ 業務の内容 

⑴～⑶ （略） 

 

【 危険度判定実施体系図 】 

 第 30節 被災宅地危険度判定  

 

１ 計画の方針 

⑴ （略） 

⑵ それぞれの責務 

①～② （略） 

③ 県の責務 

ア （略） 

イ 知事は、市長から支援要請を受けた場合は、宅地判定士及び宅地擁壁技術協会に協力を要請す

る等、支援措置を講じる。 

ウ （略） 

エ 知事は、市長から支援要請を受けた場合で、被災の規模等により必要があると認めるときは、

国土交通省又は他の都道府県   に対し危険度判定の実施のために支援を要請する。 

④ 国の責務 

ア 国（国土交通省）は、県から宅地判定士の派遣等について調整要請を受けたとき、又は災害の

規模が極めて大きく広範囲にわたり、多数の都道府県の支援を必要とすると認めたときは、都道

府県間の宅地判定士等を調整し、合わせて他の都道府県及び都市再生機構に宅地判定士の派遣を

要請する。 

イ 国（国土交通省）は、県から危険度判定の実施について支援の要請を受けたときは、危険度判

定を支援するとともに、都市再生機構等に対して協力を要請する。 

⑶～⑸ （略） 

 

２ （略） 

 

３ 業務の内容 

⑴～⑶ （略） 

 

【危険度判定実施体系図 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（要綱の改正

に伴う修正） 

 

 

 

 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（時点修正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当：被害状況調査班、情報収集・統括班、被害状況集約班、一般被害調査班 担当：被災状況調査班、情報収集・統括班、被害状況集約班、一般被害調査班 
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修正前 修正後 修正理由 

（略） 

 

 

（追加） 

 

 

（略） 

 

 

【県が市町村支援等を行うことが困難な場合】 

 

 

 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（要綱の改正

に伴う修正） 

 第 31節 （略）   第 31節 （略）  
 

 第 32節 公衆通信の確保（電話）  

 

１ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第 32節 公衆通信の確保（電話）  

 

１ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当：情報収集・統括班、調整・渉外班 担当：情報収集・統括班、調整・渉外班 
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修正前 修正後 修正理由 

２ 公衆通信施設（東日本電信電話㈱及び㈱ＮＴＴドコモ）応急対策フロー図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ （略） 

 

４ 業務の内容 

⑴ 応急対策 

① （略） 

② 災害時の組織体制 

（略） 

ア （略） 

（追加） 

イ （略） 

③～④ （略） 

⑤ 災害対策機器等の出動 

東日本電信電話㈱及び㈱ＮＴＴドコモは、重要回線の救済及び特設無料公衆電話        

を設置するため、各種災害対策用機器、移動無線車等の出動により対応する。また運搬方法につい

ては、道路通行が不可能な場合、必要に応じ、県、自衛隊等ヘリコプターの要請を行い空輸する。 

ア～カ （略） 

⑥～⑦ （略） 

２ 公衆通信施設（東日本電信電話㈱及び㈱ＮＴＴドコモ）応急対策フロー図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ （略） 

 

４ 業務の内容 

⑴ 応急対策 

① （略） 

② 災害時の組織体制 

（略） 

ア （略） 

イ 支援本部 

ウ （略） 

③～④ （略） 

⑤ 災害対策機器等の出動 

東日本電信電話㈱及び㈱ＮＴＴドコモは、重要回線の救済及び災害時用公衆電話（特設公衆電話）

を設置するため、各種災害対策用機器、移動無線車等の出動により対応する。また運搬方法につい

ては、道路通行が不可能な場合、必要に応じ、県、自衛隊等ヘリコプターの要請を行い空輸する。 

ア～カ （略） 

⑥～⑦ （略） 

 

 

県計画を踏まえた

修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（字句修正） 

 

県計画を踏まえた

修正 

 

 

 

 

通 信 設 備 の 監 視 

要員確保・体制確立 

設備被災状況の把握 

災害対策本部設置 

通信網遠隔措置 

設備復旧体制の確立 

資 機 材 の 手 配 

運 搬 体 制 の 確 立 

災害対策機器の出動 

特設無料公衆電話   

      の設置、

通信回線の応急復旧 

 応 急 復 旧 工 事 

本 復 旧 工 事 

通 信 設 備 の 監 視 

要員確保・体制確立 

設備被災状況の把握 

災害対策本部設置 

通信網遠隔措置 

設備復旧体制の確立 

資 機 材 の 手 配 

運 搬 体 制 の 確 立 

災害対策機器の出動 

災害時用公衆電話（特

設公衆電話）の設置、

通信回線の応急復旧 

 応 急 復 旧 工 事 

本 復 旧 工 事 
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修正前 修正後 修正理由 

⑵ （略） 

⑶ 利用者への広報 

東日本電信電話㈱及び㈱ＮＴＴドコモは、災害によって電気通信サービスに支障を来した場合、次

に掲げる事項について、広報車及びインターネットにより地域の市民に広報するとともに、さらに報

道機関の協力を得て、ラジオ・テレビ放送及び新聞掲載等により、広範囲にわたっての広報活動を行

う。 

①～② （略） 

③ 特設無料公衆電話        設置場所の周知 

④～⑥ （略） 

⑷ （略） 

⑵ （略） 

⑶ 利用者への広報 

電気通信事業者          は、災害によって電気通信サービスに支障を来した場合、次

に掲げる事項について、広報車又はインターネットにより地域の市民に広報するとともに、さらに報

道機関の協力を得て、ラジオ・テレビ放送及び新聞掲載等により、広範囲にわたっての広報活動を行

う。 

①～② （略） 

③ 災害時用公衆電話（特設公衆電話）設置場所の周知 

④～⑥ （略） 

⑷ （略） 

県計画を踏まえた

修正（時点修正） 

 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正 

 第 33節～第 37節 （略）   第 33節～第 37節 （略）  
 

 第 38節 危険物等施設の応急対策  

 

１～２ （略） 

 

３ 業務の内容 

⑴ 応急対応 

各機関の役割は概ね次のとおりである。 

① 危険物等取扱・貯蔵事業者の対応 

ア （略） 

イ 地震又は津波により被害を受けた場合 、消防機関、県警察等関係機関及び隣接危険物等取

扱・貯蔵事業者に事故状況を伝達する等、速やかに連絡体制を確保し、協力体制を確立する。 

ウ 地震又は津波により被害を受けた場合 、必要に応じて、危険物等の取扱作業の停止、装置等

の緊急停止を行う。 

エ～オ （略） 

②～④ （略） 

⑵ 個別対応 

① 各事業所及び管理者の対応 

ア 火薬類取扱事業所 

地震又は津波により火薬類が危険な状態になり又はそのおそれがある場合は、速やかにこれを

安全地域 に移し、見張人をつけて関係者以外の者の近づくことを禁止する等安全な措置を講ず

る。 

 第 38節 危険物等施設の応急対策  

 

１～２ （略） 

 

３ 業務の内容 

⑴ 応急対応 

各機関の役割は概ね次のとおりである。 

① 危険物等取扱・貯蔵事業者の対応 

ア （略） 

イ 地震又は津波により被害を受けた場合は、消防機関、県警察等関係機関及び隣接危険物等取

扱・貯蔵事業者に事故状況を伝達する等、速やかに連絡体制を確保し、協力体制を確立する。 

ウ 地震又は津波により被害を受けた場合は、必要に応じて、危険物等の取扱作業の停止、装置等

の緊急停止を行う。 

エ～オ （略） 

②～④ （略） 

⑵ 個別対応 

① 各事業所及び管理者の対応 

ア 火薬類取扱事業所 

地震又は津波により火薬類が危険な状態になり又はそのおそれがある場合は、速やかにこれを

安全な場所に移し、見張人をつけて関係者以外の者の近づくことを禁止する等安全な措置を講ず

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（文言整理） 

 

 

 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（文言整理） 

 

 

担当：情報収集・統括班、調整・渉外班、生活環境班 担当：情報収集・統括班、調整・渉外班、生活環境班 
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修正前 修正後 修正理由 

イ～エ （略） 

② （略） 

③ 県の対応 

ア （略） 

イ 毒物劇物保管施設について、保健衛生上の危害が生ずるおそれがあると認められるときは、当

該毒物劇物保管施設の管理者等に対し、毒物劇物の回収、毒性の除去等の必要な措置を講ずるこ

とを命じる。 

ウ （略） 

④ （略） 

⑶～⑷ （略） 

イ～エ （略） 

② （略） 

③ 県の対応 

ア （略） 

イ 毒物劇物貯蔵施設について、保健衛生上の危害が生ずるおそれがあると認められるときは、当

該毒物劇物貯蔵施設の管理者等に対し、毒物劇物の回収、毒性の除去等の必要な措置を講ずるこ

とを命じる。 

ウ （略） 

④ （略） 

⑶～⑷ （略） 

 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（文言整理） 

 第 39節 道路・橋梁・トンネル等の応急対策  

 

１ 計画の方針 

⑴ 基本方針 

道路管理者 は、被災状況を早急に把握するとともに、道路利用者の安全確保、周辺住民の避難等

の円滑化、ライフライン施設の早期復旧も勘案し、その管理する道路について｢上越市道路地震対応

マニュアル｣に基づき道路啓開及び応急復旧等を迅速かつ的確に行う。 

ただし、津波が襲来している間は、津波浸水区域内での活動が困難なことから、津波浸水区域外で

の災害対応を優先する。また、津波警報継続中は、津波浸水区域内には入らないこととする。 

⑵～⑶ （略） 

⑷ 要配慮者に対する配慮 

各道路管理者 は、避難行動要支援者の避難が安全に行えるよう配慮する。 

⑸ 積雪期の対応 

各道路管理者 は、雪崩が発生しそうな箇所を発見したときは当該区間の通行を規制し、雪崩予防

対策を講じ、安全な避難路の確保に努める。 

また、積雪期においては、被災状況の把握、施設の点検及び応急復旧活動において困難が伴うこと

から、施設の危険箇所を事前に調査し、関係機関と積雪期における対応について、事前に協議してお

く。 

 

２ （略） 

 

３ 業務の内容 

 第 39節 道路・橋梁・トンネル等の応急対策  

 

１ 計画の方針 

⑴ 基本方針 

道路管理者等は、被災状況を早急に把握するとともに、道路利用者の安全確保、周辺住民の避難等

の円滑化、ライフライン施設の早期復旧も勘案し、その管理する道路について｢上越市道路地震対応

マニュアル｣に基づき道路啓開及び応急復旧等を迅速かつ的確に行う。 

ただし、津波が襲来している間は、津波浸水区域内での活動が困難なことから、津波浸水区域外で

の災害対応を優先する。また、津波警報継続中は、津波浸水区域内には入らないこととする。 

⑵～⑶ （略） 

⑷ 要配慮者に対する配慮 

各道路管理者等は、避難行動要支援者の避難が安全に行えるよう配慮する。 

⑸ 積雪期の対応 

各道路管理者等は、雪崩が発生しそうな箇所を発見したときは当該区間の通行を規制し、雪崩予防

対策を講じ、安全な避難路の確保に努める。 

また、積雪期においては、被災状況の把握、施設の点検及び応急復旧活動において困難が伴うこと

から、施設の危険箇所を事前に調査し、関係機関と積雪期における対応について、事前に協議してお

く。 

 

２ （略） 

 

３ 業務の内容 

 

 

 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（防災基本計

画の反映） 

 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（防災基本計

画の反映） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当：土木班、情報収集・統括班、広報・記録班、調整・渉外班、被害状況集約班、一般

被害調査班、農林水産班 

担当：土木班、情報収集・統括班、広報・記録班、調整・渉外班、被害状況集約班、一般

被害調査班、農林水産班 
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修正前 修正後 修正理由 

⑴～⑶ （略） 

⑷ 道路啓開と応急復旧及び道路情報の周知 

① 道路啓開 

ア 道路啓開等の緊急措置は、各道路管理者 が連絡を取り合い、防災拠点等とアクセスする緊急

輸送道路を優先する。 

イ （略） 

ウ 放置車両や立ち往生車両等が発生した場合で、緊急通行車両の通行を確保するため緊急の必要

があるときは、道路管理者 としてその区間を指定し、運転者等に対し車両の移動等の命令を行

う。運転者がいない場合等においては、        自ら車両の移動等を行う。 

エ （略） 

オ 道路上の障害物の除去について、道路管理者 と県警察、上越地域消防事務組合、自衛隊災害

派遣部隊等は、状況に応じて協力して必要な措置をとる。 

②～③ （略） 

⑸ 道路占用施設               

上下水道、電気、ガス、電話等道路占用施設の被害が発生した場合、当該施設管理者は道路管理者 

 に通報するとともに、現場付近の立入禁止、避難の誘導、周知等住民の安全確保のための措置をと

り速やかに復旧を行う。 

また、道路管理者 は必要に応じて協力、支援等を行う。 

 

４ （略） 

⑴～⑶ （略） 

⑷ 道路啓開と応急復旧及び道路情報の周知 

① 道路啓開 

ア 道路啓開等の緊急措置は、各道路管理者等が連絡を取り合い、防災拠点等とアクセスする緊急

輸送道路を優先する。 

イ （略） 

ウ 放置車両や立ち往生車両等が発生した場合で、緊急通行車両の通行を確保するため緊急の必要

があるときは、道路管理者等としてその区間を指定し、運転者等に対し車両の移動等の命令を行

う。運転者がいない場合等においては、道路管理者等は、自ら車両の移動等を行う。 

エ （略） 

オ 道路上の障害物の除去について、道路管理者等と県警察、上越地域消防事務組合、自衛隊災害

派遣部隊等は、状況に応じて協力して必要な措置をとる。 

②～③ （略） 

⑸ 道路占用施設（道路法以外の道路を含む） 

上下水道、電気、ガス、電話等道路占用施設の被害が発生した場合、当該施設管理者は道路管理者

等に通報するとともに、現場付近の立入禁止、避難の誘導、周知等住民の安全確保のための措置をと

り速やかに復旧を行う。 

また、道路管理者等は必要に応じて協力、支援等を行う。 

 

４ （略） 

 

 

県計画を踏まえた

修正（防災基本計

画の反映） 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（防災基本計

画の反映） 

 第 40節 港湾・漁港施設の応急対策  

 

１ 計画の方針 

⑴ （略） 

⑵ それぞれの責務 

①～③ （略） 

（追加） 

 

 

⑶ （略） 

⑷ 要配慮者に対する配慮 

施設等の被災により市民に被害が及ぶおそれがある場合は、避難行動要支援者に配慮し早期の勧

告、指示及び避難誘導を実施する。 

 第 40節 港湾・漁港施設の応急対策  

 

１ 計画の方針 

⑴ （略） 

⑵ それぞれの責務 

①～③ （略） 

④ その他の防災関係機関の責務 

北陸地方整備局は被災により港湾管理者からの要請があった場合には、港湾管理者が行う利用調

整等の管理業務に対する支援を実施する。 

⑶ （略） 

⑷ 要配慮者に対する配慮 

施設等の被災により市民に被害が及ぶおそれがある場合は、避難行動要支援者に配慮し早期の避難

勧告等 及び避難誘導を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（防災基本計

画の反映） 

 

県計画を踏まえた

修正（避難情報の

変更） 

担当：農林水産班、情報収集・統括班、調整・渉外班、被害状況集約班、一般被害調査班 担当：農林水産班、情報収集・統括班、調整・渉外班、被害状況集約班、一般被害調査班 
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修正前 修正後 修正理由 

⑸ （略） 

 

２ （略） 

 

３ 業務の内容 

⑴ （略） 

⑵ 被害の拡大及び二次災害の防止 

各施設管理者は、人的被害発生防止のための対策を実施し、パトロール及び緊急点検で施設の異状

や被災を確認した場合、被害の拡大や二次災害を防止する措置を講ずる。また、人的被害の発生を防

止するため、立入禁止措置を講じる。 

被災箇所や被災の兆候が見られる箇所は、巡回パトロール等を行い、時間経過に伴う状況の推移を

監視する。 

⑶～⑸ （略） 

⑸ （略） 

 

２ （略） 

 

３ 業務の内容 

⑴ （略） 

⑵ 被害の拡大及び二次災害の防止 

各施設管理者は、人的被害発生防止のための対策を実施し、パトロール及び緊急点検で施設の異状

や被災を確認した場合、被害の拡大や二次災害を防止する措置を講ずる。また、人的被害の発生を防

止するべく、立入禁止措置を講じる。 

被災箇所や被災の兆候が見られる箇所は、巡回パトロール等を行い、時間経過に伴う状況の推移を

監視する。 

⑶～⑸ （略） 

 

 

 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（字句修正） 

 

 第 41節 鉄道事業者の応急対策  

 

１ 計画の方針 

⑴ 基本方針 

東日本旅客鉄道㈱、        日本貨物鉄道㈱、北越急行㈱及びえちごトキめき鉄道㈱（以

下「各鉄道事業者」という。）は、地震又は津波が発生した場合、旅客の安全を確保し、被害を最小

限にとどめるとともに、迅速な応急復旧に努める。 

⑵～⑶ （略） 

 

２～３ （略） 

 第 41節 鉄道事業者の応急対策  

 

１ 計画の方針 

⑴ 基本方針 

東日本旅客鉄道㈱、西日本旅客鉄道㈱、日本貨物鉄道㈱、北越急行㈱及びえちごトキめき鉄道㈱（以

下「各鉄道事業者」という。）は、地震又は津波が発生した場合、旅客の安全を確保し、被害を最小

限にとどめるとともに、迅速な応急復旧に努める。 

⑵～⑶ （略） 

 

２～３ （略） 

 

 

 

 

 

文言整理 

 第 42節 （略）   第 42節 （略）  
 

 第 43節 河川・海岸施設の応急対策  

 

１～２ （略） 

 

３ 業務の内容 

⑴ （略） 

 第 43節 河川・海岸施設の応急対策  

 

１～２ （略） 

 

３ 業務の内容 

⑴ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当：土木班、情報収集・統括班、調整・渉外班、被害状況集約班、一般被害調査班 担当：土木班、情報収集・統括班、調整・渉外班、被害状況集約班、一般被害調査班 

担当：情報収集・統括班、調整・渉外班 担当：情報収集・統括班、調整・渉外班 
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修正前 修正後 修正理由 

⑵ 被害の拡大及び二次災害の防止、緊急排水対策 

（略） 

① 河川管理施設及び許可工作物 

ア～カ （略） 

キ その他河川管理に関する事項の調整 

震災や津波災害直後の応急対策では、同時多発的に発生する被害のため応急対策にかかる調整

が錯綜することが予想されるため、河川管理に関する事項の調整に当たっては、できる限りライ

フライン並びに地域住民の生活に密着した応急対策に関する事項の調整を優先して行う。 

②～③ （略） 

⑶ （略） 

⑷ 市民等に対する広報等 

施設被害の規模と状況の推移、被災箇所の応急工事の状況等の情報は、各施設の管理者が市へ報告

し、市から市民等へ周知する。また、地震又は津波発生後は、気象状況等により被災箇所が急激に拡

大しやすくなるため、管理している施設の施設被害の規模と状況の推移、被災箇所の応急工事の状況

等は、県警察、消防機関等へ逐次連絡する。 

被災した施設の被害規模が拡大し、市民等の生命に被害を及ぼすおそれがある場合は、状況に応じ、

市は、避難勧告等を発表する。 

⑵ 被害の拡大及び二次災害の防止、緊急排水対策 

（略） 

① 河川管理施設及び許可工作物 

ア～カ （略） 

キ その他河川管理に関する事項の調整 

震災や津波災害直後の応急対策では、同時多発的に発生する被害のため応急対策にかかる調整

が錯綜することが予想されるため、河川管理に関する事項の調整に当たっては、できる限りライ

フライン及び 地域住民の生活に密着した応急対策に関する事項の調整を優先して行う。 

②～③ （略） 

⑶ （略） 

⑷ 市民等に対する広報等 

施設被害の規模と状況の推移、被災箇所の応急工事の状況等の情報は、各施設の管理者が市へ報告

し、市から市民等へ周知する。また、地震又は津波発生後は、気象状況等により被災箇所が急激に拡

大しやすくなるため、管理している施設の施設被害の規模と状況の推移、被災箇所の応急工事の状況

等は、県警察、消防機関等へ逐次連絡する。 

被災した施設の被害規模が拡大し、市民等の生命に被害を及ぼすおそれがある場合は、状況に応じ、

市は、避難勧告等を発令する。 

 

 

 

 

県計画を踏まえ修

正（文言整理） 

 

 

 

 

文言整理 

 

 第 44節～第 47節 （略）   第 44節～第 47節 （略）  
 

 第 48節 障害物処理対策  

 

１ 計画の方針 

⑴（略） 

⑵ それぞれの責務 

① （略） 

② 県の責務 

ア （略） 

イ 燃料、発電機、建設機械等の応急・復旧活動路に有用な資機材、地域内の備蓄量、供給事業者

の保有量を把握した上で、不足が懸念される場合には、防災関係機関や民間事業者との連携に努

める。 

ウ （略） 

③ 道路管理者 の責務（国、県、市及び東日本高速道路㈱） 

ア 道路管理者 は、その管理区域の道路の障害物の状況を調査し、相互の情報提供に努めるとと

 第 48節 障害物処理対策  

 

１ 計画の方針 

⑴ （略） 

⑵ それぞれの責務 

① （略） 

② 県の責務 

ア （略） 

イ 燃料、発電機、建設機械等の応急・復旧活動 に有用な資機材、地域内の備蓄量、供給事業者

の保有量を把握した上で、不足が懸念される場合には、防災関係機関や民間事業者との連携に努

める。 

ウ （略） 

③ 道路管理者等の責務（国、県、市及び東日本高速道路㈱） 

ア 道路管理者等は、その管理区域の道路の障害物の状況を調査し、相互の情報提供に努めるとと

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（字句修正） 

 

 

県計画を踏まえた

修正（港湾道路が

担当：土木班、情報収集・統括班、農林水産班、生活環境班 担当：土木班、情報収集・統括班、農林水産班、生活環境班 
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修正前 修正後 修正理由 

もに、障害物を除去する。特に、緊急輸送道路ネットワークの指定路線（以下「緊急輸送道路」

という。）については、最優先に実施する。 

イ～エ （略） 

④ （略） 

⑶ （略） 

⑷ 積雪期の対応 

降雪期における災害時の輸送路を確保するため、市は、県あるいは国等の関係機関とともに、道路

管理者 があらかじめ整備してある除雪機械、除雪要員体制等により、積雪及び被災状況に応じた障

害物除去計画を策定するとともに、その実施に当たる。 

 

２～３ （略） 

もに、障害物を除去する。特に、緊急輸送道路ネットワークの指定路線（以下「緊急輸送道路」

という。）については、最優先に実施する。 

イ～エ （略） 

④ （略） 

⑶ （略） 

⑷ 積雪期の対応 

積雪期における災害時の輸送路を確保するため、市は、県あるいは国等の関係機関とともに、道路

管理者等があらかじめ整備してある除雪機械、除雪要員体制等により、積雪及び被災状況に応じた障

害物除去計画を策定し     、その実施に当たる。 

 

２～３ （略） 

含まれるため） 

 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（字句修正） 

 第 49節 ボランティア受入れ  

 

１ 計画の方針 

⑴ （略） 

⑵ それぞれの責務 

① （略） 

② 市の責務 

ア～イ （略） 

ウ 市災害対策本部とボランティアセンターで情報を共有する。                

                                            

                                            

          

エ （略） 

③ ボランティアセンターの責務 

ア ボランティアセンターの運営、被災住民のニーズに係るボランティア需要 の把握を行う。 

イ 上記、把握に基づいた人員の調整や関係機関等へボランティア需要 に基づいた情報の発信を

行う。 

ウ～エ （略） 

オ その他、ボランティア需要 に基づいた活動を行う。 

④～⑥ （略） 

⑶ 主な取組 

災害ボランティアの受入れ計画は、概ね次による。 

 第 49節 ボランティア受入れ  

 

１ 計画の方針 

⑴ （略） 

⑵ それぞれの責務 

① （略） 

② 市の責務 

ア～イ （略） 

ウ 市災害対策本部は、ボランティアセンターを設置・運営する社会福祉協議会をはじめ、地元や

外部から被災地入りしているＮＰＯ・ＮＧＯ等の様々なボランティア団体等と、情報を共有する

場を設置するなどし、被災者のニーズや支援活動の全体像を把握し、連携のとれた支援活動を展

開するよう努める。 

エ （略） 

③ ボランティアセンターの責務 

ア ボランティアセンターの運営、被災住民のニーズに係るボランティアニーズの把握を行う。 

イ 上記、把握に基づいた人員の調整や関係機関等へボランティアニーズに基づいた情報の発信を

行う。 

ウ～エ （略） 

オ その他、ボランティアニーズに基づいた活動を行う。 

④～⑥ （略） 

⑶ 主な取組 

災害ボランティアの受入れ計画は、概ね次による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（防災基本計

画の反映） 

 

 

県計画を踏まえた

修正（文言整理） 

 

 

 

 

 

 

 

担当：ボランティア班、情報収集・統括班 

 

担当：ボランティア班、情報収集・統括班 
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修正前 修正後 修正理由 

津波発生後 3時間以内               県支援センターの設置 

〃   6 時間以内 県支援センターの運営、情報の受発信 

〃   12時間以内 調整会議構成団体による被災市町村への先遣隊派遣 

〃  24 時間以内 ボランティアセンターの設置の判断         

〃   2 日以内 
ボランティアセンターの設置、被災地のニーズの把握、災害ボラン

ティア受入広報の発信 

 

２～３ （略） 

津波発生後 3時間以内 県と調整会議による意思決定、県支援センターの設置 

〃   6 時間以内 県支援センターの運営、情報の受発信 

〃   12時間以内 調整会議構成団体による被災市町村への先遣隊派遣 

〃  24 時間以内 ボランティアセンターの設置、被災地のニーズの把握 

〃   2 日以内 
                        災害ボラン

ティア受入広報の発信 

 

２～３ （略） 

県計画を踏まえた

修正（時点修正） 

 第 50節～第 51節 （略）   第 50節～第 51節 （略）  
 

 第 52節 住宅応急対策  

 

１～３ （略） 

 

４ 業務の内容 

⑴～⑵ （略） 

⑶ 被災住宅の応急修理の実施 

① 応急修理の対象者 

ア （略） 

イ 所得等の要件（大規模半壊の場合は所得等の要件なし） 

前年の世帯収入が、以下のいずれかの要件を満たす世帯 

(ｱ) （収入額）≦500万円の世帯 

(ｲ) 500万円<（収入額）≦700万円かつ、世帯主が 45歳以上又は要援護世帯 

(ｳ) 700万円<（収入額）≦800万円かつ、世帯主が 60歳以上又は要援護世帯 

②～⑥ （略） 

⑷ 公営住宅、公的宿泊施設等の特例使用（市・県） 

① 市及び県は、被災者への仮住宅として、公営住宅の空家を提供する。（行政財産の目的外使用許

可手続による。）  

② 対象公営住宅は、被災地近隣の県営及び市営住宅とする。被災地近隣の公営住宅でも不足する場

合は、県下の公営住宅を対象とし、県下の公営住宅でもなお不足する場合は、隣接県   に提供

を要請する。 

③ （略） 

⑸～⑹ （略） 

 第 52節 住宅応急対策  

 

１～３ （略） 

 

４ 業務の内容 

⑴～⑵ （略） 

⑶ 被災住宅の応急修理の実施 

① 応急修理の対象者 

ア （略） 

イ 所得等の要件（大規模半壊の場合は所得等の要件なし） 

災害のため住家が半壊若しくは半焼し、自らの資力では応急修理をすることができない者につ

いては、市又は県において、所得証明書等により資力を把握し、客観的に資力がないことを確認

するとともに、ある程度資力がある場合は、ローン等の個別事情を勘案し、判断する。 

 

②～⑥ （略） 

⑷ 公営住宅、公的宿泊施設等の特例使用（市、県） 

① 市及び県は、被災者への仮住宅として、公営住宅の空家を提供する。（行政財産の目的外使用許

可  による。）。 

② 対象公営住宅は、被災地近隣の県営及び市営住宅とする。被災地近隣の公営住宅でも不足する場

合は、県下の公営住宅を対象とし、県下の公営住宅でもなお不足する場合は、他の都道府県に提供

を要請する。 

③ （略） 

⑸～⑹ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（要件見直し

に伴う修正） 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（文言整理） 

 

 

 

担当：土木班、情報収集・統括班、被害状況集約班、被被害状況調査班 担当：土木班、情報収集・統括班、被害状況集約班、被災状況調査班 
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修正前 修正後 修正理由 

 第 53節 災害救助法による救助  

 

１ 計画の方針 

⑴ （略） 

⑵ それぞれの責務 

① （略） 

② 県の責務 

県は、災害救助法施行令（昭和 22年政令第 225号。以下、本節において「法施行令」という。）

で定める程度の災害が発生した市の区域内において当該災害にかかり、現に救助を必要とする者に

対して法による救助を行う。また、必要に応じて職員の市への派遣について検討する。 

③ （略） 

⑶～⑷ （略） 

 

２ （略） 

 

３ 業務の内容 

⑴ 法の適用 

① 知事は、県内に法を適用する災害が発生した場合は、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 2

条第 9項第 1号に規定する国からの法定受託事務として応急的に必要な救助を行い、被災者の保護

と社会秩序の保全を図る。（法第 2条） 

②～④ （略） 

⑵～⑻ （略） 

 第 53節 災害救助法による救助  

 

１ 計画の方針 

⑴ （略） 

⑵ それぞれの責務 

① （略） 

② 県の責務 

県は、災害救助法施行令（昭和 22年政令第 225号。以下、本節において「法施行令」という。）

で定める程度の災害が発生した市の区域内において当該災害にかかり、現に救助を必要とする者に

対して法による救助を行う。また、必要に応じて職員を市への派遣について検討する。 

③ （略） 

⑶～⑷ （略） 

 

２ （略） 

 

３ 業務の内容 

⑴ 法の適用 

① 知事は、県内に法を適用する災害が発生した場合は、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 2

条第 9項第 1号に規定する国からの法定受託事務として応急的に必要な救助を行い、被災者の保護

と社会秩序の保全を図る。（法第 1条） 

②～④ （略） 

⑵～⑻ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（字句修正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（該当条文修

正） 

担当：情報収集・統括班、広報・記録班 担当：情報収集・統括班、広報・記録班 
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修正前 修正後 修正理由 

第３章 災害復旧・復興計画 

 第１節 民生安定化対策  

 

１～２ （略） 

 

３ 業務の内容 

⑴ 被災者のための相談、支援 

①～② （略） 

③ 被災者情報の把握、情報の共有化 

市及び県は、被災者台帳（カルテ）などの       活用により被災者情報を共有化し、迅

速かつ的確な支援に努める。また、他の市町村に避難する被災者に対して必要な情報や支援・サー

ビスを容易かつ確実に受け渡すことができるよう、被災者の所在地等の情報を市と避難先の都道府

県及び市町村が共有する仕組みの円滑な運用・強化を図る。 

④ 被災者等の生活再建等の支援 

ア～ウ （略） 

エ 市は、「大規模災害時における被災者生活再建支援業務の実施体制整備に関するガイドライン」

等を踏まえ、平時から、災害時に迅速・的確な被災者生活再建支援を行うための体制整備に努め

る。県は、研修の実施等により、市の体制整備や市町村間の応援体制構築の支援に努める。また、

県と市は、被災者生活再建支援の円滑化に資するため、システムの導入等の検討に努める。 

⑤ （略） 

⑵ 罹災証明書の発行 

市は、発災後迅速に、住家の被害認定調査の実施体制及び罹災証明書の発行体制を確立し、被災者

に対し遅滞なく、罹災証明書を発行する。                             

                                              

           

県は、市の行う被害認定調査及び罹災証明書の発行に係る技術的・人的支援を行うとともに、必要

に応じて市町村間の支援を調整する。また、調査・判定方法にばらつきが生じることのないよう、平

時から必要な研修の実施に努める                               

                       。 

⑶～⑼ （略） 

⑽ 市民への制度の周知 

（略） 

① （略） 

第３章 災害復旧・復興計画 

 第１節 民生安定化対策  

 

１～２ （略） 

 

３ 業務の内容 

⑴ 被災者のための相談、支援 

①～② （略） 

③ 被災者情報の把握、情報の共有化 

市及び県は、被災者台帳       の積極的な作成・活用により被災者情報を共有化し、迅

速かつ的確な支援に努める。また、他の市町村に避難する被災者に対して必要な情報や支援・サー

ビスを容易かつ確実に受け渡すことができるよう、被災者の所在地等の情報を市と避難先の都道府

県及び市町村が共有する仕組みの円滑な運用・強化を図る。 

④ 被災者等の生活再建等の支援 

ア～ウ （略） 

エ 市は、「大規模災害時における被災者生活再建支援業務の実施体制整備に関するガイドライン」

等を踏まえ、平時から、災害時に迅速・的確な被災者生活再建支援を行うための体制整備に努め

る。県は、研修の実施等により、市の体制整備や市町村間の応援体制構築の支援に努める。   

                                          

⑤ （略） 

⑵ 罹災証明書の発行 

市は、発災後迅速に、住家の被害認定調査の実施体制及び罹災証明書の発行体制を確立し、被災者

に対し遅滞なく、罹災証明書を発行する。また、平時から住家の被害認定調査の担当者の育成、他の

地方公共団体や民間団体との応援協定の締結、応援の受入れ体制の構築、業務を支援するシステムの

活用等を計画的に進める。 

県は、市の行う被害認定調査及び罹災証明書の発行に係る技術的・人的支援を行うとともに、必要

に応じて市町村間の支援を調整する。また、調査・判定方法にばらつきが生じることのないよう、平

時から必要な研修の実施に努めるとともに、研修参加者の名簿への登録、他の都道府県や民間団体と

の応援協定の締結等により、応援体制の強化を図る。 

⑶～⑼ （略） 

⑽ 市民への制度の周知 

（略） 

① （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（防災基本計

画の反映） 

 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（全市町村に

おいてシステム化

完了のため削除） 

 

県計画を踏まえた

修正（防災基本計

画の反映） 
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修正前 修正後 修正理由 

② 防災行政無線          、コミュニティ放送、有線放送、ケーブルテレビ等 

③～④ （略） 

 

４～５ （略） 

② 防災行政無線（戸別受信機を含む）、コミュニティ放送、有線放送、ケーブルテレビ等 

③～④ （略） 

 

４～５ （略） 

県計画を踏まえた

修正（防災基本計

画の反映） 

 第２節 （略）   第２節～第３節 （略）  
 

 第４節 災害復興対策  

 

１ 計画の方針 

被災地の復興は、被災者の生活再建を支援し、再度災害の防止に配慮した施設の復旧等を図り、より

安全性に配慮した地域振興のための基礎的な条件づくりを目指すものとする。 

市は、災害により壊滅的な被害を受けた地域の社会経済活動や被災者の生活の緊急かつ健全で円滑な

再建・復興を図るため、県、市民、民間事業者等と協力して速やかに復興基本方向を定め、復興計画を

作成する。さらに市、県及び公共施設管理者は、復興計画に基づき、市民の合意を得るよう努めつつ、

再度災害防止とより快適な都市環境を目指した、効果的な復興対策及び防災対策を早急に実施する。 

また、災害により地域の社会経済活動が低下する状況に鑑み  、可能な限り迅速かつ円滑な復旧・

復興を図る。 

なお、計画の策定に当たっては、地域の自然・社会条件を踏まえ、広く市民各層の意見が反映される

よう努めるほか、男女共同参画の視点から見て妥当なものとなるよう配慮する。 

 

２ （略） 

 

３ 業務の内容 

⑴ （略） 

⑵ 防災まちづくり 

市及び県は、再度災害防止とより快適な都市環境を目指し、市民の安全と環境保全等にも配慮した

防災まちづくりを実施する。その際、まちづくりは現在の市民のみならず将来の市民のためのものと

いう理念のもとに、計画作成段階で「コンパクトな都市」など都市のあるべき姿を明確にし、将来に

悔いのないまちづくりを目指すこととし、市民の理解を求めるよう努める。併せて、障害者、高齢者、

女性等の意見が反映されるよう、環境整備に努めるものとする。 

市及び県は、復興のため市街地の整備改善が必要な場合には、被災市街地復興特別措置法（平成 7

年法律第 14号）等を活用するとともに、市民の早急な生活再建の観点から、防災まちづくりの方向

についてできるだけ速やかに市民のコンセンサスを得るように努め、土地区画整理事業、市街地再開

発事業等の推進により合理的かつ健全な市街地の形成と都市機能の更新を図る。 

 第４節 災害復興対策  

 

１ 計画の方針 

被災地の復興は、被災者の生活再建を支援し、再度災害の防止に配慮した施設の復旧等を図り、より

安全性に配慮した地域振興のための基礎的な条件づくりを目指すものとする。 

市は、災害により壊滅的な被害を受けた地域の社会経済活動や被災者の生活の緊急かつ健全で円滑な

再建・復興を図るため、県、市民、民間事業者等と協力して速やかに復興基本方向を定め、復興計画を

作成する。さらに市、県及び公共施設管理者は、復興計画に基づき、市民の合意を得るよう努めつつ、

再度災害防止とより快適な都市環境を目指した、効果的な復興対策及び防災対策を早急に実施する。 

また、災害により地域の社会経済活動が低下する状況にかんがみ、可能な限り迅速かつ円滑な復旧・

復興を図る。 

なお、計画の策定に当たっては、地域の自然・社会条件を踏まえ、広く市民各層の意見が反映される

よう努めるほか、男女共同参画の視点から見て妥当なものとなるよう配慮する。 

 

２ （略） 

 

３ 業務の内容 

⑴ （略） 

⑵ 防災まちづくり 

市及び県は、再度災害防止とより快適な都市環境を目指し、市民の安全と環境保全等にも配慮した

防災まちづくりを実施する。その際、まちづくりは現在の市民のみならず将来の市民のためのものと

いう理念のもとに、計画作成段階で「コンパクトな都市」など都市のあるべき姿を明確にし、将来に

悔いのないまちづくりを目指すこととし、市民の理解を求めるよう努める。併せて、障害者、高齢者、

女性等の意見が反映されるよう、環境整備に努めるものとする。 

市及び県は、復興のため市街地の整備改善が必要な場合には、被災市街地復興特別措置法（平成 7

年法律第 14号）等を活用するとともに、市民の早急な生活再建の観点から、防災まちづくりの方向

についてできるだけ速やかに市民のコンセンサスを得るように努め、土地区画整理事業、市街地再開

発事業等の推進により合理的かつ健全な市街地の形成と都市機能の更新を図る。 

 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（字句修正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画を踏まえた

修正（防災基本計

画の反映 等） 
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修正前 修正後 修正理由 

市及び県は、被災した学校施設の復興に当たり、学校の復興とまちづくりの連携を推進し、安全・

安心な立地の確保、学校施設の防災対策の強化及び地域コミュニティの拠点形成を図るものとする。 

市及び県は、防災まちづくりに当たっては、河川等の治水安全度の向上、津波災害や土砂災害に対

する安全性の確保等を                                         

                                              

                                 目標とする。この際、都市

公園、河川等のオープンスペースの確保等は、単に避難場所としての活用、臨時ヘリポートとしての

活用など防災の観点だけでなく、地域の環境保全、レクリエーション空間の確保、景観構成に資する

ものであり、その点を十分住民に対し説明し理解と協力を得るように努める。 

また、ライフラインの共同収容施設としての共同溝、電線共同溝の整備等については、耐水性、耐

浪性等に配慮しつつ、各種ライフラインの特性等を勘案し、各事業者と調整を図りつつ進める。 

市及び県は、既存不適格建築物については、防災とアメニティの観点から、その   重要性を市

民に説明しつつ、市街地再開発事業等の適切な推進によりその解消に努める。 

市及び県は、被災施設等の復旧事業、災害廃棄物の処理事業に当たり、あらかじめ定めた物資、資

材の調達計画及び人材の広域応援等に関する計画を活用しつつ、可能な限り迅速かつ円滑に実施する

とともに、復興計画を考慮して、必要な場合には傾斜的、戦略的実施を行う。 

市及び県は、新たなまちづくりの展望、計画決定までの手続き、スケジュール、被災者サイドでの

種々の選択肢、施策情報の提供等を、市民に対し行う   。 

市及び県は、建築物等の解体等による石綿の飛散を防止するため、必要に応じ事業者等に対し、大

気汚染防止法に基づき適切に解体等を行うよう指導・助言する。 

市及び県は、被災地の復興計画の作成に際しては、地域のコミュニティが被災者の心の健康の維持

を含め、被災地の物心両面にわたる復興に大きな役割を果たすことにかんがみ、その維持・回復や再

構築に十分に配慮するものとする。                              

        

⑶ （略） 

市及び県は、被災した学校施設の復興に当たり、学校の復興とまちづくりの連携を推進し、安全・

安心な立地の確保、学校施設の防災対策の強化及び地域コミュニティの拠点形成を図るものとする。 

市及び県は、防災まちづくりに当たっては、必要に応じ、避難路、避難場所、延焼遮断帯、防災活

動拠点ともなる幹線道路、都市公園、河川、港湾、空港等の骨格的な都市基盤施設及び防災安全街区

の整備、ライフラインの共同収容施設としての共同溝、電線共同溝の整備等、ライフラインの耐震化

等、建築物や公共施設の耐震・不燃化、耐震性貯水槽の設置等を基本的な目標とする。この際、都市

公園、河川等のオープンスペースの確保等は、単に避難場所としての活用、臨時ヘリポートとしての

活用など防災の観点だけでなく、地域の環境保全、レクリエーション空間の確保、景観構成に資する

ものであり、その点を十分住民に対し説明し理解と協力を得るように努める。 

また、ライフラインの共同収容施設としての共同溝、電線共同溝の整備等については、耐水性、耐

浪性等に配慮しつつ、各種ライフラインの特性等を勘案し、各事業者と調整を図りつつ進める。 

市及び県は、既存不適格建築物については、防災とアメニティの観点から、その問題の重要性を市

民に説明しつつ、市街地再開発事業等の適切な推進によりその解消に努める。 

市及び県は、被災施設等の復旧事業、災害廃棄物の処理事業に当たり、あらかじめ定めた物資、資

材の調達計画及び人材の広域応援等に関する計画を活用しつつ、可能な限り迅速かつ円滑に実施する

とともに、復興計画を考慮して、必要な場合には傾斜的、戦略的実施を行う。 

市及び県は、新たなまちづくりの展望、計画決定までの手続き、スケジュール、被災者サイドでの

種々の選択肢、施策情報   等を、市民に対して提供する。 

市及び県は、建築物等の解体等による石綿の飛散を防止するため、必要に応じ事業者等に対し、大

気汚染防止法に基づき適切に解体等を行うよう指導・助言する。 

市及び県は、被災地の復興計画の作成に際しては、地域のコミュニティが被災者の心の健康の維持

を含め、被災地の物心両面にわたる復興に大きな役割を果たすことにかんがみ、その維持・回復や再

構築に十分に配慮する     。併せて、障害者、高齢者、女性等の意見が反映されるよう、環境

整備に努める。 

⑶ （略） 

 


